




半
小
ア
ジ
ア
の
宗
教
家
モ
ン
タ
ヌ
ス
が
唱
え
た
終
末
論
な
ら
び
に
そ
の
影
響
を
受
け
た
モ
ン
タ
ニ
ズ
ム
の
運
動
に
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ア
キ
ム
が
行
っ
た
こ
と
は
、
三
位
一
体
説
に
も
と
づ
い
て
「
父
・
子
・
聖
霊
」
の
三
つ
の
時
代
に
歴
史
を
分
割

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

神
が
三
位
一
体
で
あ
る
よ
う
に
、
三
つ
の
〈
時
代
〉
の
業
も
ま
た
神
秘
の
意
味
づ
け
に
よ
っ
て
神
の
お
の
お
の
の
位ペ

ル

格ソ
ナ

に
対
応

す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
お
の
お
の
の
範
囲
と
意
義
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
三
つ
の
〈
時
代
〉―
そ

の
お
の
お
の
へ
の
特
別
な
賜
物
の
真
な
る
本
性
か
ら
、
世
界
の
三
つ
の
〈
段
階
〉
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
の
信

じ
る
、
三
つ
の
〈
時
代
〉
が
あ
る
。

第
一
〈
段
階
〉
は
父
に
、
第
二
〈
段
階
〉
は
子
に
、
第
三
〈
段
階
〉
は
聖
霊
に
帰
属
す
る
。

ヨ
ア
キ
ム
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
う
え
で
、
旧
約
の
時
代
、
新
約
の
時
代
が
過
ぎ
去
り
、
い
ま
や
聖
霊
の
時
代
で
あ
る
第
三
の
「
段

階
」status

、
つ
ま
り
「
第
三
の
国
」
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
、
こ
の
最
終
段
階
に
お
い
て
修
道
生
活
に
似
た
理
想
的
な
共

同
社
会
が
実
現
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ア
キ
ム
の
聖
霊
論
は
千
年
王
国
へ
の
熱
狂
的
な
待
望
と
と
も
に
民
衆
に
広
ま
り
、

中
世
や
近
世
の
み
な
ら
ず
、
近
代
以
降
に
も
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
人
物
と
し
て
は
、
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
皇
帝
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
、
ダ
ン
テ
、
宗
教
改
革
の
先
駆
者
ヤ
ン
・
フ
ス
、
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
、

ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
、
十
五
世
紀
ボ
ヘ
ミ
ア
の
ペ
ー
ト
ル
・
ヘ
ル
チ
キ
、
さ
ら
に
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー

ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ヨ
ア
キ
ム
の
特
異
な
歴
史
解
釈
が
中
世
末
期
に
い
た
る
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
預
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言
的
信
仰
を
包
み
込
み
、
千
年
王
国
へ
の
熱
狂
的
な
待
望
を
民
衆
に
植
え
つ
け
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
は
一
九
六

一
年
の
著
作
『
千
年
王
国
の
追
求
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
一
世
紀
の
終
り
か
ら
十
六
世
紀
の
前
半
に
い
た
る
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
生
活
条
件
の
改
善
を
求
め
る
無
産
階
級
や
被
搾

取
者
階
級
の
願
望
が
、
此
岸
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ス
、
苦
し
み
と
罪
か
ら
浄
化
さ
れ
た
世
界
、
選
ば
れ
し
者
た
ち
の
王
国
と
い
っ

た
空
想
の
産
物
と
結
び
つ
く
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
。

フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
よ
る
「
三
」
の
思
想
は
、
前
述
の
と
お
り
、
近
代
を
「
革
命
の
千
年
」
に
し
て
し
ま
い
、
ク
ラ
ウ
ス
・

エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
・
ベ
ル
シ
ュ
の
『
国
民
社
会
主
義
の
政
治
的
宗
教
』（
初
版
一
九
九
八
年
、
改
訂
版
二
〇
〇
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
あ
る

種
の
政
治
的
宗
教
と
化
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル
ト
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
、
ア
ー

ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
も
影
響
が
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
自
身
は
、
い
わ
ゆ
る
革
命
家
で
も
な
け
れ
ば
扇
動
家
で
も
な
か
っ
た
。
カ
ラ
ブ
リ
ア
の
修
道

院
長
と
し
て
、
瞑
想
中
に
え
た
天
啓
に
よ
っ
て
聖
書
に
秘
め
ら
れ
た
神
秘
を
探
り
、『
新
約
と
旧
約
の
調
和
の
書
』Liber de concordia 

N
ovi ac Veteris Testam

enti

、『
黙
示
録
註
解
』Expositio in A

pocalypsim

、『
十
弦
琴
』Psalterium

 decem
 chordarum

 

な
ど
を
後

世
に
残
し
た
い
わ
ば
執
筆
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
が
生
き
た
時
代
が
十
字
軍
の
時
代
で
あ
り
、

ヨ
ア
キ
ム
自
身
が
敵
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
社
会
を
終
末
論
的
に
理
解
し
て
い
た
点
は
見
逃
せ
な
い
。
第
三
次
十
字
軍
（
一
一
八
九
～
一

一
九
二
年
）
に
参
加
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
リ
チ
ャ
ー
ド
獅
子
心
王
（
一
一
五
七
～
一
一
九
九
年
）
は
シ
チ
リ
ア
の
メ
ッ
シ
ー
ナ
で

フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
会
見
し
た
。
そ
の
際
、
ヨ
ア
キ
ム
は
、
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
没
落
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
回
復
、
反
キ
リ
ス
ト
の
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到
来
を
予
言
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
勢
力
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
論
を
意
識
に
抱
い
て
い
た
ヨ
ア
キ
ム
に
と
っ
て
、
第
三

の
「
段
階
」
到
来
直
前
に
出
現
す
る
反
キ
リ
ス
ト
の
勢
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
カ
ラ
ブ
リ
ア
の
修
道
院
長
は
終
末
の
預
言

者
と
し
て
生
前
に
名
声
を
博
し
て
い
た
が
、
生
前
の
名
声
以
上
に
、
や
は
り
後
世
へ
の
影
響
は
大
き
い
。
そ
の
際
、
ヨ
ア
キ
ム
の
思

想
的
核
心
で
あ
る
三
位
一
体
説
の
歴
史
化
は
、
正
統
と
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
え
と
大
き
な
断
絶
を
有
し
た
。
端
的
に
言

え
ば
、
ヨ
ア
キ
ム
の
思
想
は
、
目
的
の
成
就
が
人
間
の
歴
史
内
で
果
た
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
れ
と
決
定

的
に
違
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
千
年
王
国
あ
る
い
は
第
三
の
「
段
階
」
は
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
と
と
も
に
始
ま
り
、

彼
の
再
臨
と
最
後
の
審
判
に
よ
っ
て
終
わ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
あ
く
ま
で
も
超
越
論
的
、
観
念
的
な
理
解
に
終
始
し
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ア
キ
ム
の
場
合
、
千
年
王
国
は
い
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
。
そ
の
実
現
は
、
現
世
に
お
い
て
反
キ
リ
ス
ト
が
倒
れ

た
と
き
、
つ
ま
り
人
間
の
歴
史
内
に
お
い
て
始
ま
る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
千
年
王
国
の
到
来
は
、
そ
れ
も

第
三
の
「
段
階
」
の
成
就
は
、
近
い
将
来
に
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
意
識
が
古
い
世
界
の
打
破
と
新
し
い
世
界
の
樹
立

を
め
ざ
し
た
行
動
へ
と
人
々
を
駆
り
立
て
た
。
ヨ
ア
キ
ム
の
思
想
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
待
望
感
は
、
終
末
論
的
色
彩
の
強
い
過
激
な

運
動
へ
と
し
ば
し
ば
転
化
し
、
社
会
革
命
的
な
民
衆
運
動
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
民
衆
、
と
り
わ
け
農
民
は
、
黙
示
録
に
描
写
さ
れ
た
戦
争
や
災
厄
な
ど
の
豊
富
な
没
落
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
自
分
た
ち
の

現
実
を
見
、
古
い
世
界
か
ら
新
し
い
世
界
へ
の
転
換
の
記
述
に
繰
り
返
し
熱
狂
し
た
。
ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
が
示
し
た
「
千
年
王
国

の
追
求
」
は
、
黙
示
録
の
記
述
を
い
わ
ば
歴
史
的
に
理
解
す
る
民
衆
の
待
望
感
で
あ
り
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
言
葉
を
援
用
す
る
と
、

「
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
も
そ
も
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
が
行
っ
た
三
位
一
体
説
の
歴
史
化
は
ヨ
ア
キ

ム
独
自
の
黙
示
録
解
釈
に
も
と
づ
く
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ッ
ギ
ン
に
依
拠
し
て
、
一
つ
の
読
み
解
き
を
示
し
て
お
こ
う
。
黙
示
録
の

第
十
七
章
で
登
場
す
る
獣
が
有
す
る
七
つ
の
頭
の
意
味
を
、
ヨ
ア
キ
ム
は
リ
チ
ャ
ー
ド
獅
子
心
王
や
廷
臣
た
ち
に
読
み
解
く
。
ま
ず
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は
黙
示
録
の
当
該
箇
所
を
示
し
て
お
こ
う
。

七
つ
の
頭
と
は
、
こ
の
女
が
座
っ
て
い
る
七
つ
の
丘
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
七
人
の
王
が
い
る
。
五
人
は
す
で
に

倒
れ
た
が
、
一
人
は
今
王
の
位
に
つ
い
て
い
る
。
他
の
一
人
は
、
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
王
が
現
れ
て
も
、
位
に
と
ど

ま
る
の
は
ご
く
短
い
期
間
だ
け
で
あ
る
。

七
つ
の
頭
と
は
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
倒
れ
た
五
人
の
迫
害
者
、
ヘ
ロ
デ
、
ネ
ロ
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
二
世
、
ム
ハ
ン
マ
ド
、
メ
ル
セ
ム
ト
ゥ
ス
（
北
ア
フ
リ
カ
の
ム
ー
ア
人
）
と
、
第
六
の
迫
害
者
と
し
て
王
の
位
に
つ
い
て
い
る
サ

ラ
デ
ィ
ン
と
、
い
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
第
七
の
王
、
つ
ま
り
反
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。「
反
キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
言
葉
は
黙
示
録
に
由

来
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
三
位
一
体
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
聖
書
そ
の
も
の
の
中
で
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
も
あ
り
、
多
様
な
解
釈
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
三
位
一
体
説
の
歴
史
的
解
釈
も
そ
う
し
た
諸
説
の
一
つ
で
あ
る
が
、

後
世
に
対
す
る
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
ヨ
ア
キ
ム
の
思
想
は
、
神
学
と
歴
史
、
宗
教
と
政
治
、
神
学
的
な
救
済
史
と
近
代
的
な

目
的
論
な
ど
を
結
び
つ
け
る
動
力
を
有
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
上
述
の
ク
ラ
ウ
ス
・
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
・
ベ
ル
シ
ュ
は
、
ナ
チ
ス
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
有
す
る
宗
教
政
治
的
な
前
史
を
問
題
に
し
た
際
、
歴
史
を
三
分
割
し
な
が
ら
黙
示
録
を
解
釈
し
た
フ
ィ
オ
ー
レ
の

ヨ
ア
キ
ム
に
ふ
れ
、
そ
の
う
え
で
黙
示
録
を
「
歴
史
神
学
の
母
」「
近
代
の
歴
史
目
的
論
の
祖
母
」
と
名
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三
　
始
原
と
終
末
の
枠
構
造

聖
書
の
最
後
に
配
さ
れ
、
歴
史
の
最
終
段
階
を
示
す
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
は
、
そ
の
独
特
の
時
間
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

歴
史
意
識
を
形
成
し
、
諸
芸
術
に
多
く
の
素
材
を
提
供
し
続
け
て
き
た
。
黙
示
録
の
著
者
は
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
や
ヨ
ハ
ネ
の

手
紙
の
著
者
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
の
愛
弟
子
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
で
は
な
く
、
小
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
団
で
著
名
な
別

の
ヨ
ハ
ネ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
後
者
の
ヨ
ハ
ネ
が
、
パ
ト
モ
ス
と
呼
ば
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
島
に
流
さ
れ
た
際
、
紀
元
後
の
九
四
年

か
九
五
年
に
自
ら
が
体
験
し
た
幻
視
を
い
わ
ば
預
言
と
し
て
書
い
た
著
作
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
で
あ
っ
た
。
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
の
重

要
な
運
動
の
結
果
と
し
て
、
紀
元
前
三
世
紀
か
ら
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
時
期
に
か
け
て
、
数
多
く
の
終
末
論
的
預
言
が
成
立
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
総
称
で
あ
る
「
黙
示
文
学
」A

pokalyptik 

の
中
で
、
旧
約
聖
書
の
ダ
ニ
エ
ル
書
と
と
も
に
正
典
と
し
て
採
用
さ

れ
た
著
作
が
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
、
ド
イ
ツ
語
表
記
だ
と
、D

ie O
ffenbarung des Johannes

も
し
く
は A

pokalypse

で
あ
っ
た
。
ヨ

ハ
ネ
の
黙
示
録
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
新
し
い
契
約
を
中
心
に
書
か
れ
た
新
約
聖
書
の
中
で
、
黙
示
文
学
の
特
徴
と
し
て

「
契
約
」
よ
り
も
「
啓
示
」O

ffenbarung 

が
重
視
さ
れ
て
い
る
正
典
で
あ
る
。

同
書
は
、
二
十
二
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
内
容
上
、
第
一
章
の
召
命
の
幻
視
、
第
二
章
と
第
三
章
の
七
つ
の
教
会
へ
の
手
紙
、

第
四
章
か
ら
第
二
十
二
章
ま
で
の
本
来
の
黙
示
の
記
述
と
い
っ
た
三
部
か
ら
成
り
立
つ
。
第
三
部
の
末
尾
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
再
臨

と
神
の
国
の
到
来
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
ヨ
ハ
ネ
が
次
々
に
見
る
異
様
な
幻
視
に
こ
そ
黙
示
録
の
黙
示
録
た
る
由
縁
が
あ
ろ
う
。
天

変
地
異
、
七
つ
の
封
印
、
七
つ
の
ラ
ッ
パ
、
七
つ
の
鉢
、
黙
示
録
の
四
騎
士
、
二
匹
の
獣
、
数
字
「
六
六
六
」、
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
、
天

使
ミ
カ
エ
ル
、
メ
シ
ア
の
戦
い
、
白
馬
の
騎
手
、
ゴ
グ
・
マ
ゴ
グ
、
竜
と
子
羊
、
大
淫
婦
バ
ビ
ロ
ン
と
花
嫁
エ
ル
サ
レ
ム
な
ど
、
い

ず
れ
も
後
世
の
芸
術
や
思
想
に
多
く
の
素
材
と
影
響
を
与
え
た
も
の
だ
。
著
者
ヨ
ハ
ネ
は
数
多
く
の
異
様
な
出
来
事
を
歴
史
の
最
終

（
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段
階
に
お
い
て
教
会
が
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
苦
難
と
し
て
伝
え
、
預
言
者
的
権
威
を
も
っ
て
小
ア
ジ
ア
の
諸
教
会
に
勧
告
と
慰
め
を

与
え
る
。

黙
示
録
が
示
す
最
終
段
階
の
叙
述
は
、
執
筆
当
時
の
歴
史
上
の
事
件
、
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
皇
帝
ネ
ロ
（
五
四
～
六
八
年
）
や
皇
帝

ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
（
八
一
～
九
六
年
）
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
迫
害
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
に
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
黙
示
録
が
危
機

意
識
の
言
語
表
現
と
し
て
人
々
の
意
識
も
し
く
は
無
意
識
の
中
に
染
み
わ
た
っ
て
き
た
だ
け
に
、
同
書
に
は
、
天
変
地
異
や
社
会
的

危
機
に
立
た
さ
れ
た
人
々
の
不
安
と
希
望
を
取
り
込
む
力
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
力
は
、
普
段
は
さ
ま
ざ
ま
な
非
合
理
を

謎
と
幻
想
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
形
で
宿
し
な
が
ら
影
を
潜
め
て
い
る
が
、
耐
え
が
た
い
危
機
が
人
々
を
襲
う
と
き
、
突
如
と
し
て
歴
史

の
表
舞
台
で
猛
威
を
奮
う
。
そ
し
て
束
の
間
の
陶
酔
の
後
、
黙
示
録
を
出
自
と
す
る
言
説
は
、
新
た
な
も
の
を
吸
収
し
、
歴
史
的
経

験
に
よ
っ
て
増
殖
し
な
が
ら
原
テ
ク
ス
ト
に
い
わ
ば
還
っ
て
い
く
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
い
う
「
回
帰
す
る
諸
モ
テ
ィ
ー
フ
に
満
た

さ
れ
た
き
わ
め
て
濃
密
な
伝
統
領
域
」
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
黙
示
録
文
化
」
で
あ
る
。

黙
示
録
文
化
は
、
聖
書
の
「
ク
ロ
ノ
・
ト
ポ
ス
的
枠
構
造
」eine chrono-topische R

ahm
enstruktur

に
も
と
づ
く
。
聖
書
は
冒
頭

の
創
世
紀
に
お
い
て
世
界
の
始
原
を
エ
デ
ン
の
園
と
し
て
描
き
、
最
後
の
黙
示
録
に
お
い
て
世
界
の
終
末
と
、
終
末
の
終
末
に
出
現

す
る
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
を
示
す
。
終
末
と
い
う
「
時ク
ロ

間ノ
ス

」
に
出
現
す
る
新
た
な
「
場ト
ポ
ス所
」
は
、
失
わ
れ
た
楽
園
の
復
元
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
は
か
つ
て
の
も
の
と
は
違
い
、
自
然
の
中
の
楽
園
で
は
な
く
、
宝
石
か
ら
な
る
人
工
的
な

都
市
で
あ
る
だ
け
に
、
自
然
で
は
な
く
人
工
を
、
庭
園
で
は
な
く
都
市
を
、
有
機
的
空
間
で
は
な
く
無
機
的
空
間
を
志
向
す
る
。
始

原
か
ら
終
末
へ
と
い
う
時
の
流
れ
は
、
一
方
で
聖
書
の
冒
頭
か
ら
最
後
ま
で
の
展
開
で
あ
り
、
他
方
で
庭
園
か
ら
都
市
へ
の
移
行
と

も
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
始
原
と
終
末
の
枠
構
造
」
に
も
と
づ
く
救
済
史
観
は
容
易
に
終
末
論
へ
と
傾
き
、
人
々
に
自
分
た
ち

の
歴
史
的
位
置
を
問
い
続
け
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
ド
ゥ
ン
グ
に
よ
れ
ば
「
不
足
と
充
足
の
緊
張

（
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関
係
」
を
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
「
理
性
の
声
を
雑
音
で
妨
害
し
理
性
の
声
の
調
子
を
狂
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
混
乱
さ
せ

る
」
黙
示
録
的
語
調
を
繰
り
返
し
私
た
ち
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

	
	
	
	

聖
書
の
冒
頭
　
　
　
　
　
　
→
　
　
　
　
　
　
聖
書
の
最
後

	
 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

	
	
	
	
	

創
世
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

黙
示
録

	
	
	
	
	

始
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
終
末
（
か
つ
始
原
）

	
	
	
	

エ
デ
ン
の
園
　
　
　 

［
人
類
の
歴
史
］ 

　
　
　
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム

	
	
	
	

楽
園
（
庭
園
） 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
の
国
（
都
市
）

	
	
	

自
然
（
有
機
的
空
間
） 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
工
（
無
機
的
空
間
）

	
 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

こ
の
よ
う
な
切
迫
感
に
お
い
て
は
、
歴
史
全
体
を
見
る
ま
な
ざ
し
と
と
も
に
、
始
原
と
終
末
の
間
に
あ
る
人
類
の
歴
史
を
分
割
す

る
意
識
が
強
く
働
く
。
黙
示
録
そ
の
も
の
は
、「
七
」
と
い
う
数
字
に
も
と
づ
い
て
終
末
を
示
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
黙
示
録
の
受
容

史
に
お
い
て
は
、
切
迫
感
が
過
度
に
働
く
な
か
で
、
一
方
に
「
千
」
に
も
と
づ
く
時
代
区
分
に
よ
っ
て
「
千
年
王
国
」
が
、
他
方
に

「
三
」
に
も
と
づ
く
時
代
区
分
に
よ
っ
て
「
第
三
の
国
」
が
希
求
さ
れ
た
。
前
者
は
黙
示
録
第
二
十
章
の
記
述
に
も
と
づ
き
、
後
者
は

フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
よ
る
黙
示
録
解
釈
に
端
を
発
す
る
だ
け
に
、
と
も
に
黙
示
録
と
密
接
な
関
わ
り
を
有
す
る
。
総
じ
て
中

世
に
熱
狂
的
に
希
求
さ
れ
た
「
千
年
王
国
」
が
宗
教
的
か
つ
善
悪
二
元
論
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
近
代
に
入
っ
て
と
か
く
歴
史
哲
学

（
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的
に
求
め
ら
れ
た
「
第
三
の
国
」
は
世
俗
的
か
つ
弁
証
法
的
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

四
　
ヨ
ア
キ
ム
受
容

本
論
が
問
題
と
す
る
「
三
」
の
時
代
区
分
は
、
千
年
王
国
説
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
前
述
の
と
お
り
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア

キ
ム
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
。
カ
ラ
ブ
リ
ア
の
修
道
院
長
は
、
ま
さ
に
十
字
軍
の
時
代
に
敵
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
勢
力
を
終
末
論
的
に

把
握
し
な
が
ら
、
三
位
一
体
説
に
も
と
づ
く
独
自
の
解
釈
を
黙
示
録
に
対
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
が
、
父
、
子
、
聖
霊
の
三

つ
の
段
階
に
分
割
さ
れ
、「
旧
約
の
時
代
」「
新
約
の
時
代
」
が
過
ぎ
去
り
、
今
や
「
第
三
の
段
階
」der dritte Status

で
あ
る
「
聖

霊
の
時
代
」
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
と
、
ヨ
ア
キ
ム
は
言
う
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
中
世
の
教
父
哲
学
で
は
「
神
の
国
」
は
あ

く
ま
で
も
超
越
論
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
年
を
算
出
す
る
な
ど
思
い
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ヨ
ア
キ
ム
の
聖
霊
論
に
お
い

て
は
目
的
の
成
就
が
人
間
の
歴
史
内
で
果
た
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
千
年
王
国
の
始
ま
り
を
算
出
可
能
と
し
た
。
も
っ
と
も
ヨ
ア

キ
ム
は
異
端
の
誹
り
を
免
れ
る
た
め
に
正
確
な
算
出
を
あ
え
て
行
わ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ア
キ
ム
の
い
わ
ば

反
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
解
釈
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
中
世
末
期
に
至
る
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
預
言
的
信
仰
を
包
み
込

み
な
が
ら
、
千
年
王
国
へ
の
熱
狂
的
な
待
望
を
民
衆
に
植
え
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
民
衆
、
と
り
わ
け
農
民
は
、
黙
示
録
に
描
写

さ
れ
た
没
落
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
自
分
た
ち
の
現
実
を
見
、
古
い
世
界
か
ら
新
し
い
世
界
へ
の
転
換
の
記
述
に
熱
狂
し
、
古
い
世
界
の

打
破
と
新
し
い
世
界
の
樹
立
を
め
ざ
し
た
行
動
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ヨ
ア
キ
ム
独
自
の
聖
霊
論
は
十
六
世

紀
の
ド
イ
ツ
、
と
り
わ
け
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
や
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
再
洗
礼
派
に
よ
る
急
進
的
な
宗
教
改
革
運
動
に
多
大
な
影

響
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
一
四
五
三
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
陥
落
後
は
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
も
独
自
の
展
開
を

（
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遂
げ
た
。
す
な
わ
ち
古
代
ロ
ー
マ
と
第
二
の
ロ
ー
マ
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
と
が
亡
び
た
後
、
真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

は
「
第
三
の
ロ
ー
マ
」
で
あ
る
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
と
い
う
思
想
が
民
衆
に
根
強
く
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ア
キ
ム
の
思
想
が
中
世
や
近
世
に
も
た
ら
し
た
宗
教
的
な
影
響
で
あ
る
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
い
て
、「
第
三
の
国
」
は
「
聖
霊
」

der heilige G
eist

の
時
代
と
し
て
措
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
思
想
が
哲
学
的
・
弁
証
法
的
に
近
代
以
降
に
も
た
ら
し
た
影

響
、
す
な
わ
ち
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
い
て
、「
第
三
の
国
」
は
「
聖
霊
」
の
時
代
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
残
し
つ
つ
も
、
次

第
に
「
精
神
」der G

eist

の
時
代
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
意
識
の
変
容
は
、
ヨ
ア
キ
ム
的
な
時
代
区
分
を

啓
蒙
主
義
に
持
ち
込
ん
だ
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ
（
一
七
二
九
～
一
七
八
一
年
）
に
認
め
ら
れ
る
。
レ
ッ
シ

ン
グ
が
『
人
類
の
教
育
』（
一
七
八
〇
年
）
に
お
い
て
言
及
し
た
「
第
三
の
時
代
」
は
、
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
哲
学
に

よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
「
第
三
の
国
の
約
束
」die Verheißung des D

ritten R
eiches 

と
な
り
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ウ
ジ
ェ
ー

ヌ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
よ
る
『
人
類
の
教
育
』
の
仏
訳
に
よ
っ
て
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
と
合
流
し
、
そ
の
合
流
が
再
び
十
九
世
紀
前
半

の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
思
想
的
潮
流
で
あ
る
「
若
き
ド
イ
ツ
」
に
、
一
八
三
一
年
に
パ
リ
に
移
住
し
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
に
と
り

わ
け
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
の
影
響
下
で
精
神
と
肉
体
の
調
和
を
め
ざ
し
た
ハ
イ
ネ
は
、
物
質
と
世
界

魂
の
再
婚
を
求
め
る
新
た
な
福
音
を
レ
ッ
シ
ン
グ
に
認
め
な
が
ら
、「
第
三
の
教
会
」
の
建
設
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
四
四
年

に
刊
行
さ
れ
た
『
新
詩
集
』
所
収
の
詩
「
セ
ラ
フ
ィ
ー
ヌ
Ⅶ
」
の
第
一
連
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

我
ら
が
こ
の
岩
の
上
に
建
て
る

教
会
は
第
三
の

第
三
の
新
し
い
契
約
の
教
会

（
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苦
し
み
は
消
え
去
っ
た

こ
の
よ
う
に
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
思
想
的
展
開
は
、
特
定
の
言
語
に
限
定
さ
れ
な
い
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
運
動
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
潮
流
を
十
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
演
劇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
展
開
さ
せ
た
人
物
と
し
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
劇
作
家
ヘ
ン
リ
ッ

ク
・
イ
プ
セ
ン
（
一
八
二
八
～
一
九
〇
六
年
）
の
名
を
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
プ
セ
ン
は
、
一
八
六
八
年
、
四
十
歳

の
と
き
、
ド
イ
ツ
の
ド
レ
ー
ス
デ
ン
に
居
を
移
し
、
一
八
七
〇
年
、
ヘ
ー
ゲ
ル
誕
生
百
年
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
ベ
ル
リ
ー
ン
を
訪
れ

た
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
弁
証
法
に
よ
っ
て
世
界
を
捉
え
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
歴
史
劇
『
皇
帝

と
ガ
リ
ラ
ヤ
人
』
を
ノ
ル
ウ
ェ
ー
語
で
書
き
、
一
八
七
三
年
に
世
に
問
う
た
。
こ
れ
は
古
代
ロ
ー
マ
の
背
教
者
ユ
リ
ア
ヌ
ス
を
主
人

公
と
し
た
二
部
構
成
の
歴
史
劇
で
、
第
一
部
「
カ
エ
サ
ル
の
背
教
（
五
幕
の
劇
）」
と
第
二
部
「
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
（
五
幕
の
劇
）」

か
ら
成
り
立
つ
。
こ
の
壮
大
な
歴
史
劇
は
、
宗
教
哲
学
的
な
要
素
を
多
分
に
有
す
る
ゆ
え
、
舞
台
上
演
に
適
し
た
ビ
ュ
ー
ネ
ン
ド
ラ

マ
と
い
う
よ
り
も
、
舞
台
上
演
に
適
し
な
い
レ
ー
ゼ
ド
ラ
マ
と
言
え
よ
う
。
そ
の
宗
教
哲
学
的
な
要
素
と
は
、
四
世
紀
に
実
在
し
た

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
で
あ
る
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
マ
ク
シ
ム
ス
が
若
き
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に
諭
す
「
第
三
の
国
」
の
教
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

マ
ク
シ
ム
ス 

帝
国
に
は
三
つ
あ
る
。

ユ
リ
ア
ヌ
ス 

三
つ
？

マ
ク
シ
ム
ス 

第
一
は
、
知
識
の
木
に
建
設
さ
れ
た
そ
の
帝
国
。
そ
れ
か
ら
、
十
字
架
の
木
に
建
設
さ
れ
た
そ
の
帝
国

―

ユ
リ
ア
ヌ
ス 

で
、
第
三
は
？

マ
ク
シ
ム
ス 

第
三
は
、
い
と
も
神
秘
的
な
帝
国
だ
。
知
識
の
木
と
十
字
架
の
木
を
一
つ
に
し
て
そ
の
上
に
建
設
さ
れ
る
べ
き

（
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帝
国
だ
、
と
言
う
の
も
、
こ
の
二
つ
は
憎
み
合
っ
て
愛
し
合
い
、
そ
れ
に
そ
の
生
命
の
源
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ダ

ム
の
墓
の
下
と
ゴ
ル
ゴ
タ
に
あ
る
か
ら
だ
。

ユ
リ
ア
ヌ
ス 

で
、
そ
の
帝
国
は
誕
生
す
る
の
か

―
？

マ
ク
シ
ム
ス 

間
も
な
く
な
。
わ
た
し
は
幾
度
も
計
算
し
た

―

ユ
リ
ア
ヌ
ス 
光
の
中
で
あ
の
声
は

―
？
（
叫
ん
で
）
帝
国
だ
！
帝
国
？
帝
国
を
建
設
す
る

―
！

マ
ク
シ
ム
ス 
第
三
の
帝
国
だ
！

こ
こ
で
使
用
し
た
原
千
代
海
訳
に
お
け
る
「
第
三
の
帝
国
」
と
い
う
表
記
は
、
本
書
に
お
け
る
論
述
だ
と
「
第
三
の
国
」
が
該
当
す

る
。
マ
ク
シ
ム
ス
が
語
る
「
第
一
の
帝
国
」
は
「
知
識
の
木
」
に
も
と
づ
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
を
指
し
、「
第
二
の
帝
国
」
は

「
十
字
架
の
木
」
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
を
指
す
。
マ
ク
シ
ム
ス
の
さ
ら
な
る
説
明
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
「
肉
の
王
国
」
を

実
現
す
る
皇
帝
が
、
後
者
は
「
精
神
の
王
国
」
を
実
現
す
る
神
が
担
う
。
こ
う
し
た
古
代
と
近
世
が
錯
綜
し
た
言
説
の
中
で
、
近
代

的
な
弁
証
法
的
世
界
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ユ
リ
ア
ヌ
ス 

皇
帝
に
し
て
神
、
神
に
し
て
皇
帝
、
精
神
の
王
国
に
お
け
る
皇
帝

―
そ
し
て
肉
の
王
国
に
お
け
る
神
。

マ
ク
シ
ム
ス 

そ
れ
が
第
三
帝
国
で
す
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
！

古
代
ギ
リ
シ
ア
的
な
肉
の
王
国
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
精
神
の
王
国
を
弁
証
法
的
に
統
合
す
る
の
が
、
原
千
代
海
訳
に
よ
れ
ば
、「
第
三

（
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の
帝
国
」
も
し
く
は
「
第
三
帝
国
」
で
あ
っ
た
。
東
方
遠
征
中
の
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
三
六
三
年
、
投
げ
槍
を
受
け
て
陣
中
で
没

し
た
際
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
意
識
し
て
「
ガ
リ
ラ
ヤ
人
、
汝
は
勝
て
り
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
伝
説
は
イ
プ
セ
ン
の
歴
史
劇
に
も
巧
み
に
取
り
込
ま
れ
、
虚
構
の
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
背
教
者
と
し
て
「
第
三
帝
国
」
到
来
の
幻
視
と

と
も
に
命
を
落
と
す
の
で
あ
っ
た
。

ユ
リ
ア
ヌ
ス 
〔
前
略
〕
お
れ
は
負
け
な
い
ぞ
！ 

お
れ
は
若
い
ん
だ
、

―
お
れ
は
不
死
身
だ
、

―
第
三
帝
国
は
す
ぐ
そ
こ

だ

―（
大
声
を
あ
げ
）
あ
そ
こ
に
、
あ
い
つ
だ
！

	
	
	
	
	
 

〔
中
略
〕

ユ
リ
ア
ヌ
ス 

（
幻
に
近
づ
き
、
お
ど
し
て
）
去
れ
！ 

貴
様
は
死
ん
だ
。
貴
様
の
帝
国
は
終
っ
た
ん
だ
。
そ
の
妖
術
師
の
服
を

脱
げ
、
大
工
の
倅
！

イ
プ
セ
ン
は
『
皇
帝
と
ガ
リ
ラ
ヤ
人
』
を
刊
行
し
た
一
八
七
三
年
の
二
月
十
三
日
に
旧
友
ド
ー
ニ
エ
宛
の
手
紙
で
「
僕
の
戯
曲
は
、

世
界
史
の
中
で
和
解
し
え
な
い
二
つ
の
力
の
間
に
起
こ
る
格
闘

―
常
に
繰
り
返
し
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
格
闘
を
扱
っ
て
い
る
。
そ

う
い
う
一
般
性
か
ら
、
僕
は
こ
の
作
品
を
“
世
界
史
劇
”
と
呼
ん
で
い
る
」
と
記
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
プ
セ
ン
の
歴
史
劇
は
、
過
去

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
の
確
執
を
現
代
の
問
題
と
し
て
再
現
す
る
。

イ
プ
セ
ン
を
介
し
て
大
き
く
展
開
し
た
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
は
、
イ
プ
セ
ン
の
作
品
群
が
社
会
に
強
い
影
響
を
与
え
、『
皇
帝
と

ガ
リ
ラ
ヤ
人
』
の
独
訳
が
一
八
八
八
年
に
出
た
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
受
容
に
関
す
る
最

初
の
資
料
を
残
し
た
レ
ー
オ
・
ベ
ル
ク
、
ド
イ
ツ
語
で
も
執
筆
を
行
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
作
家
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
プ
シ
ビ
シ
ェ
フ
ス

（
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キ
、
プ
シ
ビ
シ
ェ
フ
ス
キ
の
友
人
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
デ
ー
メ
ル
、
徹
底
的
自
然
主
義
の
代
表
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
ラ
ー
フ
、
教
育
学
者

エ
ル
ン
ス
ト
・
ク
リ
ー
ク
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
歴
史
観
を
批
判
し
た
オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
国
民
社
会
主
義
ド
イ

ツ
労
働
者
党
の
設
立
者
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル
ト
、
保
守
革
命
の
論
客
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
、
ヴ
ィ
ー
ン
の
観

相
学
者
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
、
二
つ
の
世
界
大
戦
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
、
ス
イ
ス
に
帰
化
し
た
ヘ
ル

マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
な
ど
、
以
上
の
人
物
た
ち
は
、
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
が
、
立
場
の
違
い
を
超
え
て
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。

一
四
五
三
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
陥
落
後
、
東
西
に
分
裂
し
た
「
三
」
の
時
代
区
分
は
、
ナ
チ
ス
の
「
第
三
帝
国
」
が

台
頭
す
る
以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
多
様
な
展
開
を
遂
げ
て
い
た
。
た
だ
し
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
思
想
的
核
心
と
な
る
「
第

三
の
国
」
の
思
想
は
、
西
側
の
み
な
ら
ず
、
東
側
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
モ
ス
ク
ワ
を
め
ぐ
る
「
第
三
の
ロ
ー

マ
」
説
は
、
三
位
一
体
の
宗
教
を
呼
び
か
け
た
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
や
抽
象
絵
画
の
到
来
を
「
第
三
の
黙
示
」
と
見
な
し
た
カ
ン
デ
ィ

ン
ス
キ
ー
に
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
抽
象
絵
画
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
ド
イ
ツ
こ
そ
第
三
の
国
を
め
ぐ
る
東
西
融
合
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
同
時
期
に
、
い
や
、
見
方
に
よ
っ
て

は
、
ド
イ
ツ
よ
り
も
先
に
第
三
の
国
の
東
西
融
合
を
果
た
し
た
の
が
、
実
は
日
本
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
後
に
考
察
す
る
こ

と
だ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
東
西
融
合
で
も
、
日
本
に
お
け
る
東
西
融
合
で
も
、
文
脈
を
異
に
し
な
が
ら
、
と
も
に
イ
プ
セ
ン
受
容

な
ら
び
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
受
容
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
、
本
論
は
注
目
し
た
い
。
イ
プ
セ
ン
を
介
し
て
大
き
く
展

開
し
た
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
は
、
レ
ー
オ
・
ベ
ル
ク
が
一
八
九
七
年
に
上
梓
し
た
『
現
代
文
学
に
お
け
る
超
人
』
で
イ
プ
セ
ン
を

「
第
三
の
国
の
メ
シ
ア
」
と
命
名
し
た
点
で
ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
ら
な
い
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
潮
流
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
ド
イ
ツ
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と
同
様
に
イ
プ
セ
ン
の
作
品
が
社
会
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
日
本
に
お

い
て
イ
プ
セ
ン
が
「
第
三
王
国
の
預
言
者
」
と
称
さ
れ
た
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
と
ど
ま
ら
な
い
超
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
潮
流
で
も
あ
っ
た
。

五
　「
第
三
」
と
「
国
」

ヨ
ア
キ
ム
主
義
そ
し
て
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
を
支
え
る
の
は
、
ヨ
ハ
ネ

の
黙
示
録
、
黙
示
録
解
釈
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
黙
示
録
文
化
、
そ
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
意
識
の
根
底
に
あ
る
始
原
と
終
末
の
枠
構
造
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
枠
構
造
を
分
割
す
る
際
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
数
字

の
「
三
」drei

、
さ
ら
に
は
、
と
り
わ
け
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
い
て

分
割
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
た
「
国
」R

eich 
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
補

足
説
明
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
三
」
と
い
う
数
字
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
み
な
ら
ず
、
他
宗
教
の
文

化
圏
に
お
い
て
も
、
重
要
な
意
味
を
付
与
さ
れ
て
お
り
、
古
今
東
西
に
わ
た
っ

て
特
に
宗
教
の
分
野
で
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト

教
に
お
け
る
父
と
子
と
聖
霊
と
い
う
三
位
一
体
説
に
似
た
リ
ズ
ム
と
し
て
、

古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
オ
シ
リ
ス
、
イ
シ
ス
、
ホ
ル
ス
の
三
神
が
一
体
と
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さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
い
て
ブ
ラ
フ
マ
ー
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
、
シ
ヴ
ァ
の
三
神
は
三
神
一
体
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
多

く
の
宗
教
か
ら
三
柱
神
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
経
蔵
、
律
蔵
、
論
蔵
の
聖
典
を
総
称
し
て
三
蔵
、
現
象
世

界
の
一
切
の
事
物
の
実
相
を
示
す
真
理
を
三
諦
、
仏
（
ブ
ッ
ダ
）
と
法
（
カ
ル
マ
）
と
僧
（
サ
ン
ガ
）
と
い
う
宝
物
を
三
宝
と
い
い
、

仏
道
修
行
者
が
修
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戒
、
定
（
禅
定
）、
慧
（
智
慧
）
は
三
学
と
称
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
三
」
の
リ
ズ

ム
は
西
洋
に
お
い
て
宗
教
以
外
の
分
野
で
も
古
代
か
ら
と
り
わ
け
多
い
。
ギ
リ
シ
ア
数
学
で
難
問
と
さ
れ
た
円
の
方
形
化
、
立
体
倍

積
、
角
の
三
等
分
は
三
大
問
題
で
あ
り
、
西
洋
の
伝
統
的
論
理
学
の
推
理
論
に
お
い
て
間
接
推
理
と
総
称
さ
れ
る
推
論
は
三
段
論
法

と
称
さ
れ
た
。
近
代
の
例
を
一
つ
挙
げ
て
お
く
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
は
人
類
発
展
の
「
人
類
の
知

的
進
化
の
法
則
」
と
し
て
神
学
的
も
し
く
は
虚
構
の
段
階
、
形
而
上
的
も
し
く
は
抽
象
的
な
段
階
、
科
学
的
も
し
く
は
実
証
的
な
段

階
、
以
上
の
段
階
に
人
類
の
歴
史
を
分
割
し
た
の
で
あ
る
。

数
字
の
「
三
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
い
て
人
口
に
膾
炙
さ
れ
た
「
イ
エ
ス
・
マ
リ
ア
・
ヨ
セ
フ
」
と
い
う
三
幅
対
が
示

す
よ
う
に
、
民
間
信
仰
に
お
い
て
も
数
多
く
の
事
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
グ
リ
ム
兄
弟
編
纂
の
『
子
供
と
家
庭

の
た
め
の
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
集
』Kinder- und H

ausm
ärchen

に
は
、「
三
」
の
リ
ズ
ム
が
頻
出
す
る
。
同
書
に
は
、
高
橋
吉
文
に
よ
れ

ば
、
三
人
の
王
子
が
順
に
怠
け
ぶ
り
を
競
う
「K

H
M

一
五
一	  

三
人
の
怠
け
者
」
が
典
型
的
に
示
す
よ
う
に
三
度
の
反
復
と
い
う
語

り
口
が
頻
出
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「K

H
M

三
十
三	  
三
つ
の
言
葉
」
や
「K

H
M

十
四	  

三
人
の
糸
紡
ぎ
女
」
な
ど
の
よ
う
に
、
前

半
に
三
度
、
後
半
に
も
三
度
の
い
わ
ば
「
三
の
三
」
形
式
を
も
つ
も
の
も
少
な
く
な
く
、
し
か
も
、「K

H
M

一 	

蛙
の
王
子
さ
ま
」
の

よ
う
に
、
も
と
も
と
三
度
反
復
で
な
か
っ
た
も
の
で
す
ら
グ
リ
ム
兄
弟
に
よ
っ
て
意
図
的
に
書
き
直
さ
れ
て
三
度
反
復
に
さ
れ
た
も

の
が
あ
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
に
よ
る
『
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
の
改
稿
過
程
に
お
い
て
「
三
」
の
リ
ズ
ム
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
そ
の
証
左
と
し
て
、「K

H
M

十
四
」
は
「
苦
し
み
の
亜
麻
紡
ぎ
」（
初
版
）
か
ら
「
三
人
の
糸
紡
ぎ
女
」（
第
七
版
）
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に
、「K

H
M

十
六
」
は
「
な
ん
で
も
ご
ざ
れ
」（
初
版
）
か
ら
「
三
枚
の
蛇
の
葉
」（
第
七
版
）
に
、「K

H
M

三
十
三
」
は
「
長
靴
を

は
い
た
牡
猫
」（
初
版
）
か
ら
「
三
つ
の
言
葉
」（
第
七
版
）
に
、「K

H
M

六
十
三
」
は
「
黄
金
の
子
供
た
ち
」（
初
版
）
か
ら
「
三

枚
の
羽
」（
第
七
版
）
に
、「K

H
M

七
十
」
は
「
オ
ケ
ル
ロ
」（
初
版
）
か
ら
「
三
人
の
幸
運
児
」（
第
七
版
）
に
、「K

H
M

一
三
〇
」

は
「
兵
隊
と
指
物
師
」（
初
版
）
か
ら
「
一
つ
目
、
二
つ
目
、
三
つ
目
」（
第
七
版
）
に
変
更
さ
れ
て
い
た
。

以
上
の
事
例
だ
け
で
も
、「
三
」
の
リ
ズ
ム
が
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
意
識
的
で
あ
れ
、
無
意
識
的
で
あ
れ
、
人
々
の
心
に
刻
ま

れ
続
け
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
心
へ
の
刻
み
込
み
は
前
近
代
の
み
な
ら
ず
、
近
現
代
に
お
い
て
も
問
題
と
な
ろ
う
。
ジ
ー

ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
一
八
五
六
～
一
九
三
九
年
）
は
晩
年
の
著
作
『
精
神
分
析
入
門
・
続
』（
一
九
三
三
年
）
の
第
三
十
一
講

「
心
的
な
人
格
の
解
明
」
に
お
い
て
や
は
り
「
三
」
の
リ
ズ
ム
で
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
心
的
な
装

置
は
「
超
自
我
、
自
我
、
エ
ス
」
と
い
う
三
つ
の
領
域
に
も
と
づ
く
。
な
か
で
も
私
た
ち
の
自
我
は
、「
三
人
の
う
る
さ
い
君
主
」
で

あ
り
「
三
人
の
暴
君
」
で
あ
る
「
外
界
、
超
自
我
、
エ
ス
」
に
仕
え
て
い
る
た
め
、「
三
つ
の
方
向
」
か
ら
圧
迫
さ
れ
、
外
界
に
対
す

る
現
実
不
安
、
超
自
我
に
対
す
る
良
心
の
不
安
、
エ
ス
の
内
部
の
情
熱
に
対
す
る
神
経
症
的
な
不
安
、
以
上
の
「
三
つ
の
危
険
」
に

脅
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
自
説
展
開
の
際
に
、
三
つ
の
領
域
は
「
三
つ
の
王
国
」drei R

eiche

と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

一
九
三
三
年
、
フ
ロ
イ
ト
七
十
七
歳
の
時
で
あ
り
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
第
三
帝
国
」das D

ritte R
eich

が
政
権
を
掌

握
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。

人
間
の
精
神
的
営
為
に
お
け
る
「
三
」
の
リ
ズ
ム
と
は
、
そ
も
そ
も
個
人
の
意
識
や
無
意
識
の
問
題
で
は
な
く
、
も
し
か
す
る
と

集
合
的
無
意
識
の
産
物
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
古
今
東
西
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
西
洋
に
お

い
て
、「
三
」
の
リ
ズ
ム
が
あ
ま
り
に
も
多
く
頻
出
す
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
、「
三
」
を
重
視
し
て
い
た
フ
ロ
イ
ト
、
少
な
く
と
も
晩

年
の
フ
ロ
イ
ト
と
は
違
い
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
（
一
八
七
五
～
一
九
六
一
年
）
の
場
合
、
奇
数
の
「
三
」
よ
り
も
、
偶
数
の
「
四
」
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を
、
そ
れ
も
「
心
」Psyche 

の
原
始
類
型
と
し
て
の
「
四
」
を
重
視
し
て
い
た
。
ユ
ン
グ
の
『
心
理
学
と
錬
金
術
』（
一
九
四
四
年
）

に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
に
あ
る
錬
金
術
は
三
位
一
体
的
（trinitarisch

）、
異
教
の
影
響
下
に
あ
る
錬
金
術
は
三
体
一
組

的
（tradisch

）
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
錬
金
術
に
は
四
大
（
地
・
水
・
火
・
風
）
の
統
一
に
対
応
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
錬
金

術
の
中
心
的
な
諸
表
象
に
見
ら
れ
る
「
三
」
と
「
四
」
の
錯
綜
は
、
ユ
ン
グ
に
と
っ
て
、
意
識
と
無
意
識
を
め
ぐ
る
錯
綜
で
も
あ
り
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
男
性
的
な
も
の
、
父
な
る
も
の
、
精
神
的
な
も
の
を
示
す
「
三
」
と
女
性
的
な
も
の
、
母
な
る
も
の
、
肉
体
的
な

も
の
を
示
す
「
四
」
の
葛
藤
で
も
あ
っ
た
。
ユ
ン
グ
的
な
見
方
を
す
る
と
、
男
性
的
な
「
三
」
の
リ
ズ
ム
に
第
四
番
目
の
女
性
的
な

も
の
が
加
わ
る
こ
と
で
、
人
間
の
「
心
」
も
世
界
も
全
体
性
を
獲
得
す
る
。
別
言
す
る
と
、
全
体
の
半
分
し
か
捉
え
て
い
な
い
奇
数

の
「
三
」
で
は
な
く
、
偶
数
の
「
四
」
こ
そ
が
全
体
を
捉
え
る
最
小
単
位
と
な
ろ
う
。
現
代
物
理
学
が
三
次
元
的
思
考
か
ら
四
次
元

的
思
考
に
移
っ
た
よ
う
に
、
現
代
心
理
学
と
し
て
の
深
層
心
理
学
も
「
三
」
で
は
な
く
「
四
」
を
「
心
」
の
原
始
類
型
と
し
て
重
視

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
ユ
ン
グ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
三
位
一
体
説
を
構
成
す
る
「
父
」Vater

も
「
子
」Sohn

も
「
聖
霊
」

G
eist

も
ド
イ
ツ
語
で
は
す
べ
て
男
性
名
詞
で
あ
る
こ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
に
お
い
て
古
く
か
ら
民
衆
に
マ
リ
ア
に
対
す
る
信

仰
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
リ
ア
崇
拝
が
教
義
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
、
ユ
ン
グ
に
す
れ
ば
、
決
し
て
偶
然

で
は
な
い
。
ユ
ン
グ
は
、
晩
年
の
著
作
『
結
合
の
神
秘
』（
一
九
五
五
／
一
九
五
六
年
）
に
お
い
て
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
由

来
す
る
聖
霊
運
動
へ
の
傾
き
が
錬
金
術
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
が
三
位
一
体
と
し
て
成
り
立

ち
う
る
の
は
、
神
の
ド
ラ
マ
に
関
与
す
る
第
四
の
登
場
人
物
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
キ

リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
説
も
、「
第
三
の
国
」
を
求
め
る
ヨ
ア
キ
ム
主
義
な
ら
び
に
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
も
、
マ
リ
ア
的
な
も
の
の

排
除
に
も
と
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
原
始
類
型
と
し
て
の
「
四
」
が
排
除
さ
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
欠
損
を
埋
め
よ
う
と
す
る
心

理
的
な
欲
求
と
し
て
、
教
義
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
マ
リ
ア
に
対
す
る
信
仰
が
民
衆
の
間
に
根
強
く
存
在
し
、
そ
う
し
た
風
潮
に
押
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さ
れ
て
、
一
九
五
〇
年
、
聖
母
昇
天
を
啓
示
さ
れ
た
真
理
で
あ
る
と
当
時
の
ロ
ー
マ
法
王
は
宣
言
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ア
キ
ム
主
義
も
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
も
、
欠
損
を
補
お
う
と
す
る
「
四
」
の
リ
ズ
ム
が
意
識
の
背
後
に
あ
る
に
し
て
も
、
と

も
に
「
聖
霊
」
も
し
く
は
「
精
神
」
を
求
め
る
男
性
的
な
「
三
」
の
運
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
「
第
三
」der dritte 

と
い
う
言

い
回
し
は
と
か
く
父
権
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
「
国
」R

eich 

と
結
び
つ
き
が
よ
い
。R

eich 

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
、「
ロ
ー
マ
帝
国
」

das R
öm

ische R
eich 

の
よ
う
に
「
帝
国
」K

aiserreich 

と
も
、「
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
」K

önigreich D
änem

ark 

の
よ
う
に
「
王
国
」

K
önigreich 

と
も
、「
神
の
国
」das R

eich G
ottes 

の
よ
う
に
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
「
国
」
と
も
訳
せ
る
。
同
語
は
、
地
方

行
政
単
位
で
あ
る
「
ラ
ン
ト
」Land 

の
上
位
概
念
と
し
て
、
国
家
や
国
民
の
全
体
を
表
す
幅
の
広
い
意
味
を
も
ち
、
し
か
も
日
本
語

に
お
け
る
「
全
国
」
に
近
い
意
味
を
も
つ
が
、
単
な
る
統
治
体
を
表
す
概
念
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ル
ト
語
由
来
の
こ
の
語

は
、
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
思
想
の
系
譜
に
お
い
て
、
国
粋
主
義
的
、
権
威
主
義
的
、
反
民
主
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
に
い
た
っ

て
、
現
在
で
は
使
用
さ
れ
な
い
特
殊
な
歴
史
概
念
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
殊
性
を
踏
ま
え
て
当
該
の
ド
イ

ツ
語
を
「
ラ
イ
ヒ
」
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
政
治
的

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
「
第
三
帝
国
」das D

ritte R
eich

と
区
別
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
「
ラ
イ
ヒ
」
を
め
ぐ
る
歴
史
三
分
割

の
思
想
を
「
第
三
の
国
」das dritte R

eich

と
称
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
た
区
別
の
ほ
か
に
、
本
論
で
は
、
当
該
ド
イ
ツ
語
を

「
帝
国
」
で
も
、「
王
国
」
で
も
、「
ラ
イ
ヒ
」
で
も
な
く
、
あ
え
て
「
国
」
と
訳
出
し
た
の
は
、
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
意
識
し
て

の
こ
と
で
あ
る
。
前
近
代
に
お
け
る
宗
教
的
な
ヨ
ア
キ
ム
主
義
も
、
近
現
代
に
お
け
る
疑
似
宗
教
的
も
し
く
は
宗
教
政
治
的
な
ネ
オ
・

ヨ
ア
キ
ム
主
義
も
、
と
も
に
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
解
釈
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
黙
示
録
文
化
の
所
産
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
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六
　「
第
三
の
国
」
の
諸
相

本
論
が
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
、
始
原
と
終
末
の
枠
構
造
、
ヨ
ア
キ
ム
受
容
、「
第
三
」
と
「
国
」、
以
上

は
「
第
三
の
国
」
と
い
う
言
説
の
み
な
ら
ず
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
「
第
三
帝
国
」
を
成
立
さ
せ
た
要
因
で

も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、「
第
三
帝
国
」
が
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
間
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
自
称
、
通
称
、
俗
称
と

し
て
定
着
し
、
一
九
四
五
年
の
ド
イ
ツ
無
条
件
降
伏
ま
で
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
広
く
知
ら
れ
た
名
称
で
あ

る
の
に
対
し
て
、「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
は
か
つ
て
イ
プ
セ
ン
や
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
を
通
じ
て
国
際
的
に
流
布
し
、

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
繰
り
返
し
使
用
し
、「
第
三
の
国
」
と
い
う
理
念
そ
の
も
の
を
革
命
概
念
と
し
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
か
ら
奪
還
し

よ
う
と
し
た
試
み
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
で
は
そ
の
多
様
な
内
実
が
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。「
第
三
帝
国
」
は
、
反

民
主
主
義
的
、
反
自
由
主
義
的
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な
偏
狭
な
思
想
で
あ
り
、
多
様
性
を
有
し
な
い
国
粋
主
義
的
な
思
想
の
極
み
だ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
思
想
と
し
て
の
「
第
三
の
国
」
に
は
、「
第
三
帝
国
」
と
は
真
逆
の
ベ
ク
ト
ル
が
総
じ
て
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
第
三
帝
国
」
は
大
ド
イ
ツ
主
義
ゆ
え
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思
想
で
あ
っ
た
が
、「
第
三
の
国
」
は
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
や
ロ
シ
ア
、
さ
ら
に
は
日
本
に
も
広
ま
っ
た
い
わ
ば
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
思
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
を
め
ぐ
る
多
様
な
展
開
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
で
も
一
般
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
学
術
の
領
域
で
も
総
括
的
な
研
究
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
立
ち
上
げ
ら
れ
た
の
が
、
先
に

述
べ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
論
は
多
様
な
「
第
三
の
国
」
の
実
相
を
一
覧
表
に
ま
と
め
た
う
え
で
、
最
後

に
総
括
し
て
お
き
た
い
。

ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ
（
一
七
二
九
～
一
七
八
一
年
）
は
、『
人
類
の
教
育
』（
一
七
八
〇
年
）
に
お
い
て
、
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「
第
三
の
国
」
一
覧

名
前
（
生
没
年
）

第
一
の
国

第
二
の
国

第
三
の
国

フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム

（
一
一
三
五
～
一
二
〇
二
年
）

父
に
帰
属
す
る
第
一
〈
段
階
〉

子
に
帰
属
す
る
第
二
〈
段
階
〉

聖
霊
に
帰
属
す
る
第
三
〈
段
階
〉

ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ

（
一
七
二
九
～
一
七
八
一
年
）

第
三
の
時
代
、
新
し
い
永
遠
の
福
音
の
時

代

ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
イ
プ
セ
ン

（
一
八
二
八
～
一
九
〇
六
年
）

父
の
国
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
）

子
の
国
（
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
）

精
神
の
国

ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
ラ
ー
フ

（
一
八
六
二
～
一
九
四
一
年
）

新
し
い
個
性
、
新
し
い
男
と
新
し
い
女
、

第
三
の
人

ド
ミ
ト
リ
ー
・
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー

（
一
八
六
六
～
一
九
四
一
年
）

異
教
、
肉
体

キ
リ
ス
ト
教
、
精
神

聖
霊
の
王
国
、
第
三
の
ロ
ー
マ

ワ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

（
一
八
六
六
～
一
九
四
四
年
）

物
質
主
義

新
し
い
精
神
の
国
、
第
三
の
黙
示
、
抽
象

絵
画

茅
原
華
山
（
一
八
七
〇
～
一
九
五
二
年
）

明
治
維
新
ま
で
の
日
本

明
治
の
日
本

日
本
人
に
よ
る
世
界
的
帝
国

ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー

（
一
八
七
三
～
一
九
五
九
年
）

顔
の
国

仮
面
の
国

自
分
自
身

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

（
一
八
七
五
～
一
九
五
五
年
）

宗
教
的
人
間
愛
の
第
三
の
国
と
し
て
の
共

和
国

メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク

（
一
八
七
六
～
一
九
二
五
年
）

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国

ド
イ
ツ
帝
国

第
三
の
党
、
新
し
い
最
終
の
国

パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

（
一
八
七
七
～
一
九
四
七
年
）

物
質
主
義

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
が
呼
び
か
け
る
「
汝

の
国
」

ユ
ー
リ
ウ
ス
・
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン

（
一
八
七
八
～
一
九
四
一
年
）

「
総
統
」
に
導
か
れ
た
「
新
し
い
国
」

オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー

（
一
八
八
〇
～
一
九
三
六
年
）

永
遠
の
明
日

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ

（
一
八
八
〇
～
一
九
五
九
年
）

社
会
主
義
革
命
に
基
づ
く
「
第
三
の
国
」

七
三

「第三帝国」以前の「第三の国」
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三
位
一
体
説
に
も
と
づ
い
て
三
つ
の
時
代
に
歴
史
を
分
割
し
た
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
の
黙
示
録
解
釈
、
特
に
十
三
～
十
四
世
紀

に
お
け
る
そ
の
熱
狂
的
受
容
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
啓
蒙
に
も
と
づ
く
人
類
の
普
遍
的
な
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
第
三
の
時

代
を
「
新
し
い
永
遠
の
福
音
の
時
代
」
と
し
て
捉
え
た
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
ヨ
ア
キ
ム
の
影
響
が
大
き
い
と
は
い
え
、
も
は
や
前

近
代
的
な
宗
教
的
思
考
と
は
言
え
な
い
点
で
、「
第
三
の
国
」
は
近
代
に
お
け
る
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
嚆
矢
と
な
る
。

イ
タ
リ
ア
か
ら
ド
イ
ツ
へ
と
伝
播
し
た
ヨ
ア
キ
ム
思
想
の
影
響
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
さ
ら
に
北
上
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ヘ
ン
リ
ッ

ク
・
イ
プ
セ
ン
（
一
八
二
八
～
一
九
〇
六
年
）
に
お
い
て
、
近
代
的
な
弁
証
法
的
思
考
と
融
合
し
て
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
展
開
し
た
。

一
八
七
三
年
に
上
梓
さ
れ
た
歴
史
劇
『
皇
帝
と
ガ
リ
ラ
ヤ
人
』
に
お
い
て
、「
知
識
の
木
」
に
も
と
づ
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
と

「
十
字
架
の
木
」
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
と
の
確
執
、
つ
ま
り
、
異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
確
執
を
経
て
、「
知
識
の
木
と
十

字
架
の
木
を
一
つ
に
し
て
そ
の
上
に
建
設
さ
れ
る
べ
き
帝
国
」
の
到
来
が
、
つ
ま
り
、
両
者
を
弁
証
法
的
に
統
合
し
た
「
第
三
の
国
」

の
到
来
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
イ
プ
セ
ン
は
序
文
に
お
い
て
、「
父
の
国
」

と
「
子
の
国
」
に
続
い
て
両
国
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
る
「
第
三
の
国
」
と
し
て
の
「
精
神
の
国
」
の
到
来
を
明
言
し
て
い
た
。

そ
し
て
こ
の
世
界
史
劇
は
、
一
八
八
八
年
に
出
た
独
訳
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
「das dritte R

eich

」
と
い
う
ド
イ
ツ
語

を
流
布
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
。

こ
う
し
た
役
割
の
証
左
、
そ
し
て
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
展
開
は
、
レ
ー
オ
・
ベ
ル
ク
（
一
八

六
二
～
一
九
〇
八
年
）
の
著
作
『
現
代
文
学
に
お
け
る
超
人
』（
一
八
九
七
年
）
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
同
書
で
は
「
神

秘
主
義
者
た
ち
が
か
つ
て
告
知
し
、
今
日
で
は
預
言
的
な
詩
人
た
ち
が
夢
を
み
て
い
る
も
の
こ
そ
第
三
の
国
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、

「
第
三
の
国
の
メ
シ
ア
」
と
し
て
の
イ
プ
セ
ン
と
「
人
類
の
新
し
い
第
三
の
国
」
の
先
行
者
と
し
て
の
ド
ミ
ト
リ
ー
・
メ
レ
シ
コ
フ
ス

キ
ー（
一
八
六
六
～
一
九
四
一
年
）
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
ロ
シ
ア
の
象
徴
主
義
者
で
あ
る
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、「
モ
ス
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ク
ワ
は
第
三
の
ロ
ー
マ
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
シ
ア
独
自
の
黙
示
録
解
釈
を
復
活
さ
せ
、
一
八
八
四
年
（
独
訳
、
一
九
〇
三
年
）
公
刊

の
小
説
『
背
教
者
ユ
リ
ア
ヌ
ス
　
神
々
の
死
』
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
、
異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
肉
体
と
精
神
な
ど
の
対
立
を
統
合

す
る
「
第
三
の
国
」
を
求
め
た
思
想
家
で
あ
り
、
小
説
家
で
あ
っ
た
。
異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
「
第
三
の
国
」

は
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
最
も
秘
め
ら
れ
た
る
、
最
も
深
遠
な
思
想

―
即
ち
終
末
の
思
想
、
第
一
の
来
臨
を
完
成
し
充
実
さ
せ
る
第
二

の
来
臨
の
思
想
、
そ
の
王
国
の
後
に
来
た
ら
ん
と
す
る
聖
霊
の
王
国
の
思
想
」
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

十
九
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
思
想
的
展
開
を
レ
ー
オ
・
ベ
ル
ク
の
次
に
果
た
し
た
の
が
、

作
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
ラ
ー
フ
（
一
八
六
二
～
一
九
四
一
年
）
で
あ
っ
た
。
徹
底
的
自
然
主
義
の
代
表
者
で
あ
る
シ
ュ
ラ
ー
フ
は
、

一
八
九
八
年
に
友
人
の
ア
ル
ノ
ー
・
ホ
ル
ツ
と
訣
別
し
、
次
第
に
自
然
主
義
か
ら
あ
る
種
の
神
秘
主
義
に
移
行
す
る
な
か
で
、
ベ
ル

リ
ー
ン
小
説
と
し
て
『
第
三
の
国
』
を
一
九
〇
〇
年
に
上
梓
し
た
の
で
あ
る
。
物
質
主
義
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
に
浸
る
主
人
公
リ
ー

ゼ
ガ
ン
グ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
通
じ
て
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
と
ヨ
ハ
ネ
の

福
音
書
の
記
述
に
新
し
い
宗
教
感
情
を
探
り
、「
世
界
都
市
」
で
「
新
し
い
人
間
」
像
を
求
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
主
人
公
は
、
画
一

的
な
空
気
の
支
配
す
る
ベ
ル
リ
ー
ン
市
内
中
心
部
か
ら
逃
れ
る
か
の
よ
う
に
都
市
の
外
れ
に
行
き
、
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
地
区
の
ヴ
ィ

ク
ト
ー
リ
ア
公
園
へ
向
か
い
、
公
園
の
頂
に
聳
え
る
ネ
オ
・
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
記
念
碑
を
見
て
安
堵
の
息
を
も
ら
す
。
千
年
王
国
を

め
ぐ
る
神
秘
思
想
を
信
奉
し
て
い
た
主
人
公
は
、
そ
れ
以
来
、「
第
三
の
契
約
！
」「
新
し
い
個
人
！ 

新
し
い
個
性
！

―
新
し
い
男

と
新
し
い
女
！
」「
第
三
の
人
」
を
意
識
し
て
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ラ
ー
フ
の
場
合
、
イ
プ
セ
ン
や
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
場

合
と
異
な
り
、「
第
三
の
国
」
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
比
喩
表
現
が
多
々
あ
っ
て
も
、「
第
一
の
国
」
や
「
第
二
の
国
」
に
関
す
る
言
及
は

見
当
た
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
に
お
け
る
他
の
記
述
と
同
様
、
自
分
た
ち
が
「
第
二
の
国
」
の
時
代
の
終
わ

り
に
位
置
し
て
い
る
と
認
識
し
、
そ
の
中
で
あ
る
種
の
切
迫
感
を
も
っ
て
「
第
三
の
国
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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上
述
の
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
ワ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
（
一
八
六
六
～
一
九
四
四
年
）
や
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・

ブ
ル
ッ
ク
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
多
様
な
展
開
を
端
的
に
示
す
。
第
一

次
世
界
大
戦
前
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
活
躍
し
た
ロ
シ
ア
人
画
家
は
、
終
末
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
も
と
で
、「
純
粋
な
」
絵
画
の

到
来
を
「
新
し
い
精
神
の
国
」
と
見
な
し
て
い
た
。
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
魂
は
「
物
質
主
義
の
長
い
時
代
か

ら
よ
う
や
く
目
覚
め
つ
つ
あ
る
」
が
、
い
ま
だ
「
物
質
主
義
的
な
物
の
見
方
と
い
う
悪
夢
」
に
う
な
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
一
九
一
三
年
、
抽
象
絵
画
へ
の
移
行
を
決
意
し
た
と
き
、「
今
日
は
こ
の
国
が
啓
示
さ
れ
た
偉
大
な
る
日

…
…
。
こ
こ
に
お
い
て
精
神
の
偉
大
な
る
時
代
、
精
神
の
黙
示
が
始
ま
る
。
父－

子－

聖
霊
」
と
い
う
文
章
を
記
し
、
抽
象
絵
画
へ

の
移
行
を
「
精
神
の
国
」
の
到
来
、「
第
三
の
黙
示
」
の
始
ま
り
と
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は

「
第
三
の
ロ
ー
マ
」
説
に
も
と
づ
く
「
第
三
の
国
」
を
自
ら
の
抽
象
絵
画
に
託
し
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、「
第
三
の
国
」
の
理
念
が

込
め
ら
れ
た
絵
画
に
「
退
廃
芸
術
」
の
烙
印
を
押
し
た
の
が
「
第
三
帝
国
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
前

に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
パ
リ
に
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
移
住
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
つ
て
東
と
西
に
分

離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
「
第
三
の
国
」
と
い
う
理
念
が
再
び
出
会
い
、
新
た
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
言
え
よ
う
。
二
十
世
紀
に
お
い
て
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
は
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
展
開
の
証
左
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
イ
プ
セ
ン
と
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
通
じ
て
「
第
三
の
国
」
と
い
う
言
説

が
流
布
し
た
日
本
に
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
事
実
、
イ
プ
セ
ン
没
後
の
翌
年
で
あ
る
一
九
〇
七
年
に
イ
プ
セ
ン
が
「
第
三
王
国
の
預
言

者
」
と
称
さ
れ
、
一
九
一
三
年
に
雑
誌
『
第
三
帝
国
』
が
創
刊
さ
れ
、
一
九
一
四
年
に
「
今
や
我
国
に
も
「
第
三
帝
国
」
の
声
は
高

い
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
雑
誌
『
第
三
帝
国
』
は
、
イ
プ
セ
ン
や
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
が
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
い

る
点
で
文
芸
誌
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
植
民
地
主
義
的
な
大
日
本
主
義
を
否
定
し
、
満
韓
放
棄
論
と
も
称
さ
れ
た
小
日
本
主
義
や
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民
本
主
義
や
普
通
選
挙
の
施
行
を
支
持
し
た
社
会
評
論
誌
で
も
あ
っ
た
。
同
誌
を
刊
行
し
た
茅
原
華
山
（
一
八
七
〇
～
一
九
五
二
年
）

に
よ
れ
ば
、
第
一
帝
国
は
明
治
維
新
ま
で
の
日
本
、
第
二
帝
国
は
国
家
至
上
主
義
的
な
明
治
の
日
本
で
あ
り
、
日
本
人
に
よ
る
「
新マ

マ
な
る

世
界
的
帝
国
」
が
第
三
帝
国
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
別
称
と
な
っ
て
い
く
「
第
三
帝

国
」
と
は
異
な
り
、
同
名
称
が
大
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
植
民
地
政
策
を
認
め
な
い
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
潮
流
は
、
一
方
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
「
第
三
帝
国
」
と
真
逆
の
志
向
を
示
す
が
、
他
方
で
イ
プ
セ
ン
や
メ
レ
シ
コ
フ
ス

キ
ー
受
容
と
い
う
点
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
と
重
要
な
共
通
点
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

雑
誌
『
第
三
帝
国
』
の
タ
イ
ト
ル
は
、
創
刊
号
冒
頭
の
「
志
を
述
ぶ
」
に
よ
る
と
、「
ヘ
ン
リ
ッ
ク
、
イ
プ
セ
ン
及
び
パ
ウ
リ
、
フ

リ
ー
ド
リ
ツ
ヒ
の
劇
」
に
由
来
し
た
。
ま
た
、
茅
原
の
「
新
第
三
帝
国
論
」
に
は
、「
第
三
帝
国
と
い
へ
る
思
想
は
、
イ
ブ
セ
ン
や

ポ
ー
ル
、
フ
リ
イ
ド
リ
ツ
ヒ
や
メ
レ
ヂ
ユ
コ
フ
ス
キ
イ
等
か
ら
来
た
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
パ
ウ
リ
、
フ
リ
ー
ド
リ

ツ
ヒ
の
劇
」
が
い
か
な
る
作
品
で
あ
り
、「
ポ
ー
ル
、
フ
リ
イ
ド
リ
ツ
ヒ
」
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
説
明

は
、
雑
誌
『
第
三
帝
国
』
に
見
当
た
ら
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
精
神
史
的
な
前
史
を
扱
う
研
究
に
お
い
て
も

見
当
た
ら
な
い
。
件
の
人
物
は
、
雑
誌
『
第
三
帝
国
』
の
刊
行
三
年
前
に
あ
た
る
一
九
一
〇
年
に
『
第
三
の
国
　
個
人
主
義
の
悲
劇
』

を
刊
行
し
た
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
一
八
七
七
～
一
九
四
七
年
）
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
本
国
に
お
い
て
も
今
で
は
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
い
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
劇
作
品
は
、
そ
の
序
文
に
よ
る
と
、
十
九
世
紀
の
物
質
主
義
を
強
烈
に
批
判
す
る
「
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
神
話
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
劇
の
最
後
で
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
に
あ
る
部
屋
で
、
深
夜
、
幻
視
と
幻
聴
に
陥
っ

た
孤
独
な
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
が
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
声
を
聞
く
。「
第
三
の
国
が
自
ら
の
神
を
呼
ん
で
い
る
、
汝
の
国
に
来
た
れ

！
」
と
。
劇
を
締
め
く
く
る
そ
の
声
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
の
最
後
で
ヨ
ハ
ネ
が
イ
エ
ス
に
対
し
て
「
来
て
く
だ
さ
い
」
と
述
べ
た

よ
う
に
、「
第
三
の
国
」
の
到
来
を
望
む
。
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
お
け
る
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
も
自
ら
の
出
自
と
深
い
つ
な

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）

七
七

「第三帝国」以前の「第三の国」

二
九
三



が
り
を
も
つ
の
で
あ
る
。
新
理
想
主
義
に
立
脚
す
る
パ
ウ
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
「
ニ
ー
チ
ェ
の
悲
劇
」
を
め
ぐ
る
文
化
批
判
と
「
第

三
の
国
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
理
想
を
結
び
つ
け
る
際
、
劇
の
序
文
に
よ
る
と
、「
私
の
忘
れ
が
た
い
友
人
で
あ
り
助
言
者
で
も
あ
る

レ
ー
オ

4

4

4

・・
ベ
ル
ク

4

4

4

」
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
一
八
九
七
年
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
『
現
代
文
学
に
お
け
る
超
人
』
を
世
に
問
う
た
前

述
の
文
芸
評
論
家
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
に
お
け
る
多
様
な
展
開
と
深
い
つ
な
が
り
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
想
的
潮
流
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
ヴ
ィ
ー
ン
で
活
躍
し
た
思
想
家
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
（
一
八
七
三
～
一
九
五

九
年
）
に
も
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
西
洋
の
合
理
主
義
に
対
す
る
対ア
ン
チ
ポ
ー
デ

蹠
者
で
あ
っ
た
カ
ス
ナ
ー
は
、
リ
ル
ケ
の
親
友
で

あ
り
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
ジ
ッ
ド
な
ど
と
も
親
交
を
結
び
、
プ
ラ
ト
ン
、
ジ
ッ
ド
、
ゴ
ー
ゴ
リ
、
ト
ル
ス
ト

イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
の
著
作
を
独
訳
し
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
本
国
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
カ

ス
ナ
ー
は
忘
れ
ら
れ
て
久
し
い
。
そ
の
た
め
、
自
ら
の
特
異
な
観
相
学
を
通
じ
て
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
第
三
の
国
」
を
め
ぐ
る
考
察
に
お
い
て
カ
ス
ナ
ー
が
考
察
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
逆
に
カ
ス

ナ
ー
研
究
に
お
い
て
「
第
三
の
国
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
皆
無
に
近
か
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
、「
第
一
の

国
」
は
近
代
以
前
の
全
一
性
に
も
と
づ
く
「
存
在
の
国
」「
同
一
性
の
国
」「
顔
の
国
」
で
あ
り
、「
第
二
の
国
」
は
近
代
的
な
分
裂
の

中
で
生
じ
た
「
尺
度
の
国
」「
個
性
の
国
」「
仮
面
の
国
」
で
あ
り
、「
第
三
の
国
」
は
長
い
「
回
り
道
」
を
経
て
い
た
る
「
自
分
自

身
」
で
あ
る
。
人
間
は
「
尺
度
の
国
」「
仮
面
の
国
」
か
ら
「
存
在
の
国
」「
顔
の
国
」
へ
と
戻
り
、「
間
仕
切
り
の
壁
」
を
打
ち
破
っ

て
「
第
三
の
国
」
へ
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
国
は
た
だ
予
感
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
、
そ
れ
も
近
代
の
人

間
は
、
他
者
と
い
う
「
回
り
道
」
を
し
て
し
か
自
分
を
知
り
え
ず
、
な
か
な
か
自
分
自
身
に
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
カ
ス

ナ
ー
は
考
え
西
洋
の
合
理
主
義
的
な
近
代
を
批
判
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
カ
ス
ナ
ー
に
お
け
る
「
第
三
の
国
」
は
、
近
代
に
お
け
る
ネ
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オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
弁
証
法
的
な
思
想
と
根
本
的
に
異
な
り
、
い
わ
ば
回
帰
の
思
想
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
私
た
ち

の
外
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
内
で
展
開
す
る
概
念
と
し
て
「
第
三
の
国
」
を
捉
え
直
し
、
ネ
オ
・
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
い
わ
ば
内
面
化

を
促
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
思
想
家
た
ち
と
同
様
に
「
第
四
の
国
」
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、「
第
三
の
国
」
を
第
三
か
つ
最

終
の
局
面
と
見
な
し
て
い
た
点
を
忘
れ
て
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
展
開
の
中
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
後
か
ら
「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
を
政
治
的

な
言
説
と
し
て
用
い
る
者
も
出
始
め
た
。
そ
の
嚆
矢
の
一
人
と
な
る
の
が
、
一
九
一
九
年
の
「
ド
イ
ツ
労
働
者
党
」
の
設
立
に
関
わ

り
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
出
会
っ
た
後
、
一
九
二
〇
年
に
「
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
」
を
立
ち
上
げ
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル

ト
（
一
八
六
八
～
一
九
二
三
年
）
で
あ
ろ
う
。
劇
作
家
で
あ
り
、
イ
プ
セ
ン
の
翻
訳
者
で
も
あ
っ
た
こ
の
政
治
思
想
家
は
、
自
ら
編

集
す
る
新
聞
『
一
刀
両
断
』A

uf gut D
eutsch 

の
一
九
一
九
年
七
月
五
日
版
で
「
第
三
帝
国
」
と
い
う
言
葉
を
反
ユ
ダ
ヤ
思
想
的
な

文
脈
で
用
い
て
い
た
が
、
一
九
二
三
年
十
一
月
、
エ
カ
ル
ト
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
と
も
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
を
起
こ
し
た
も
の
の
、
鎮

圧
さ
れ
、
同
年
十
二
月
、
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
よ
る
心
臓
発
作
で
死
亡
す
る
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
年
こ
そ
、「
第
三
の
国
」

の
系
譜
に
お
い
て
重
要
な
転
機
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、「
第
三
の
国
」
と
い
う
言
葉
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
も
た
ら
し
た
の
は
エ
カ
ル
ト
の

死
亡
年
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ナ
チ
ズ
ム
の
「
主
著
」
と
な
り
、「
運
動
の
エ
リ
ー
ト
」
た
ち
の
心
を
捉
え
た
著
作
、
す
な
わ
ち
、
メ

ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
（
一
八
七
六
～
一
九
二
五
年
）
の
『
第
三
の
国
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
国

粋
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
は
一
九
〇
四
年
に
刊
行
し
た
八
巻
本
の
著
作
『
ド
イ
ツ
人
　
我
々
の
人
類
史
』Die D

eutschen. U
nsere 

M
enschheitsgeschichte

で
歴
史
の
三
分
割
を
す
で
に
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
一
九
年
成
立
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
を
認
め
な
い
反
動

的
な
潮
流
の
中
で
、「
我
々
の
国
に
お
け
る
西
側
を
範
に
し
た
議
会
政
治
の
席
巻
」
を
打
破
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
て
、

「
ラ
イ
ヒ
」
を
め
ぐ
る
三
段
階
と
し
て
、
第
一
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
、
第
二
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
続
い
て
、
ド
イ
ツ
史
を
継
続
す
る
「
第

（
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三
の
党
」
す
な
わ
ち
「
第
三
の
国
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
メ
ラ
ー
に
と
っ
て
「
新
し
い
最
終
の
国
」
で
あ
り
、「
永
久
平
和

の
思
想
」
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
特
異
な
政
治
思
想
も
、「
第
三
の
国
」
の
系
譜
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
つ
。
と
い
う
の

も
、
一
九
〇
二
年
か
ら
一
九
〇
六
年
の
間
に
パ
リ
に
滞
在
し
た
際
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
と
知
り
合
い
、
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
一

九
年
ま
で
の
間
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
協
力
を
得
て
ド
イ
ツ
で
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
を
編
纂
し
た
の
も
、
メ
ラ
ー
だ
っ

た
か
ら
だ
。「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
は
多
種
多
様
な
展
開
を
示
し
な
が
ら
も
、
国
境
を
越
え
、
言
葉
を
越
え
て
、
思
わ

ぬ
つ
な
が
り
を
有
す
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
つ
な
が
り
を
自
身
の
思
想
的
変
遷
と
と
も
に
最
も
複
雑
に
示
す
の
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（
一
八
七
五
～
一
九
五
五
年
）

で
あ
る
。
マ
ン
は
「
第
三
帝
国
」D

as D
ritte R

eich 

と
い
わ
ば
戦
っ
た
作
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
マ
ン
こ
そ
生
涯
に
わ
た
り
「
第

三
の
国
」Das dritte R

eich

と
い
う
言
葉
を
標
榜
し
た
思
想
家
で
も
あ
っ
た
。
マ
ン
は
自
作
解
説
『『
フ
ィ
オ
レ
ン
ツ
ァ
』
に
つ
い
て
』

（
一
九
一
二
年
）
を
こ
う
締
め
く
く
る
。「
詩
人
は
、
常
に
い
た
る
と
こ
ろ
で
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
、
精
神
と
芸
術
、
認
識
と
創
造
性
、
知

性
と
単
純
、
理
性
と
魔
術
性
、
禁
欲
と
美
の
和
解
を
実
現
す
る
の
だ
、
つ
ま
り
第
三
の
国
を
」
と
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
第
一
次
世

界
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
一
挙
に
政
治
化
し
、
一
九
一
五
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
「
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
日
々
新

聞
』
編
集
部
宛
」
な
ど
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
マ
ン
は
「
権
力
と
精
神
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
「
第
三
の
国
」
を
ド
イ
ツ
に
も

た
ら
す
も
の
と
し
て
戦
争
を
理
解
し
、「
黙
示
録
を
夢
み
る
」
ド
イ
ツ
を
擁
護
し
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
敗
戦
が
濃
厚
に
な
る
な
か
で

自
ら
の
立
ち
位
置
を
見
失
っ
た
マ
ン
は
、
一
九
一
八
年
十
月
に
再
読
し
た
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
』
に
自
己
の
保
守
的
理
念
を
歴
史
的
現
実
に
適
応
さ
せ
る
拠
り
所
を
確
認
し
始
め
、
一
九
二
一
年
二
月
の
自
著
『
ロ
シ
ア
文
学

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』
の
中
で
、
イ
プ
セ
ン
の
「
宗
教
哲
学
的
な
戯
曲
」
に
す
で
に
見
ら
れ
る
「
第
三
の
国
」
を
め
ぐ
る
戦
い
、
つ
ま
り

「
新
し
い
人
間
性
と
新
し
い
宗
教
、
精
神
の
肉
体
化
と
肉
体
の
精
神
化
を
め
ぐ
る
戦
い
が
、
ロ
シ
ア
人
の
魂
の
中
に
お
い
て
ほ
ど
大
胆
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か
つ
切
実
に
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
だ
」
と
言
う
。
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
を
念
頭
に
お
い
て
の
発
言
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
一
九
二
六
年
の
パ
リ
滞
在
中
に
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の
訪
問
を
受
け
た
際
、
そ
の
感
動
を
『
パ
リ
訪
問
記
』（
一
九
二
六

年
）
に
記
す
。
こ
う
し
た
マ
ン
の
賛
辞
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
続
い
た
こ
と
は
、
マ
ン
が
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
か
ら
受
け
た
影
響
が
い

か
に
深
甚
で
あ
る
か
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
マ
ン
は
、
一
九
二
二
年
十
月
の
講
演

「
ド
イ
ツ
共
和
国
に
つ
い
て
」
で
「
宗
教
的
人
間
愛
の
第
三
の
国
」das dritte R

eich der religiösen H
um

anität

と
し
て
の
「
共
和
国
」

を
擁
護
し
、
一
九
二
五
年
の
講
演
「
ド
イ
ツ
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
で
も
ド
イ
ツ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
弾
劾
す
る
べ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

融
合
し
た
「
第
三
の
国
」 
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
文
脈
を
考
え
る
と
、
一
九
一
三
年
七
月
か
ら
執
筆
さ
れ
一
九
二
四
年
九
月

に
脱
稿
さ
れ
た
『
魔
の
山
』
に
も
「
第
三
の
国
」
の
理
念
が
強
く
働
い
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
事
実
、「
言
葉
の
英
雄
」
で
あ
る

作
家
の
中
か
ら
「
第
三
か
つ
最
終
の
精
神
の
王
国
で
人
類
を
治
め
る
選
ば
れ
し
人
」
が
現
れ
る
と
主
張
す
る
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
の

影
響
を
受
け
て
、
マ
ン
は
、
一
九
一
九
年
四
月
十
七
日
の
日
記
に
よ
れ
ば
、『
魔
の
山
』
の
主
人
公
を
新
し
い
も
の
を
求
め
て
の
戦
い

に
送
り
出
す
こ
と
に
し
た
。
こ
の
発
案
は
、『
ド
イ
ツ
共
和
国
に
つ
い
て
』
で
「
宗
教
的
人
間
愛
の
第
三
の
国
」
を
創
作
に
お
い
て
展

開
す
る
試
み
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、「
第
三
の
国
」
と
い
う
言
葉
は
『
魔
の
山
』
に
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
事
実
を
問
題
に
す

る
際
、
メ
ラ
ー
が
主
催
し
て
い
た
政
治
団
体
が
問
題
に
な
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
全
集
を
編
纂
す
る
際
に
メ

レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
に
助
力
を
請
う
た
こ
の
人
物
は
、
保
守
と
革
命
の
ジ
ン
テ
ー
ゼ
を
説
い
た
反
動
的
な
思
想
家
で
も
あ
っ
た
。
マ
ン

は
、
一
九
一
八
年
十
月
十
五
日
の
日
記
に
お
い
て
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
関
す
る
メ
ラ
ー
の
序
文
に
関
心
を
示
し
、
こ
の
保
守
革
命

の
理
論
家
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
「
六
月
ク
ラ
ブ
」
に
出
入
り
し
て
い
た
が
、
一
九
二
二
年
十
月
の
講
演
以
後
は
反
動
的
な
思

想
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
マ
ン
の
姿
勢
に
は
、
後
に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』
に
お
い
て
徹
底
的

に
行
わ
れ
る
「
第
三
帝
国
」
批
判
の
嚆
矢
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、『
魔
の
山
』
に
限
っ
て
言
え
ば
、「
第
三
の
国
」
に
対
す
る
い
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わ
ば
距
離
の
パ
ト
ス
が
複
雑
に
潜
在
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
マ
ン
は
世
界
文
学
の
中
で
自
作
に
対
す
る
言
及
が
最
も
多

い
作
家
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
沈
黙
は
多
く
を
語
る
。

一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
十
年
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
台
頭
の
十
年
で
あ
る
だ
け
に
、「
第
三
帝
国
」
と
い
う
言
説
が

流
布
し
た
十
年
で
も
あ
っ
た
。
政
治
的
な
概
念
使
用
の
す
え
、「
第
三
の
国
」
が
「
第
三
帝
国
」
へ
と
意
味
の
変
容
を
し
て
い
く
十
年

と
も
言
え
る
。
こ
う
し
た
潮
流
に
抗
う
よ
う
に
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
（
一
八
七
七
～
一
九
六
二
年
）
は
一
九
二
七
年
の
『
荒
野
の

狼
』
や
一
九
三
二
年
の
エ
ッ
セ
イ
『
神
学
断
章
』
や
『
東
方
巡
礼
』
な
ど
で
「
第
三
の
国
」
に
対
す
る
失
わ
れ
た
信
仰
を
再
び
得
よ

う
と
試
み
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
、
一
九
三
〇
年
九
月
の
国
会
選
挙
で
ナ
チ
ス
が
十
二
議
席
か
ら
百
七
議
席
を
獲
得
し
た
一
か
月
後
、

講
演
「
理
性
に
訴
え
る
」
で
「
政
治
は
第
三
帝
国
も
し
く
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
終
末
論
と
い
う
大
衆
の
阿
片
と
な
り
、
理
性
は
自
身

の
顔
か
ん
ば
せを
覆
う
の
で
す
」
と
警
告
を
発
し
、
一
九
三
二
年
に
ヴ
ィ
ー
ン
の
労
働
者
を
前
に
し
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
誤
用
に
対
し
て

「
肉
体
性
と
精
神
性
、
自
然
性
と
人
間
性
の
統
一
」
と
し
て
の
「
完
全
な
〈
第
三
の
国
〉」
を
擁
護
し
た
。
ま
た
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ

ロ
ッ
ホ
（
一
八
八
〇
～
一
九
五
九
年
）
は
一
九
三
五
年
の
『
こ
の
時
代
の
遺
産
』
に
お
い
て
「
第
三
の
国
」
の
理
念
を
ま
さ
に
「
革

命
」
の
側
に
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
に
と
っ
て
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
や
レ
ッ
シ
ン
グ

が
示
し
た
よ
う
な
旧
約
と
新
約
に
そ
く
し
て
歴
史
を
三
分
割
す
る
思
想
は
あ
ま
り
に
も
古
く
さ
い
。「
け
れ
ど
も
、
そ
の
最
後
、
つ
ま

り
第
三
の
時
代
は
、
社
会
主
義
革
命
が
陽
光
と
細
密
性
と
の
中
で
め
ざ
そ
う
と
し
て
い
る
の
と
同
じ
人
間
性
の
状
態
を
、
霧
と
一
般

性
と
の
中
で
提
起
し
た
の
だ
」
と
言
い
、
ブ
ロ
ッ
ホ
は
社
会
主
義
革
命
に
も
と
づ
く
「
第
三
の
国
」
を
新
た
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
。

思
想
と
し
て
の
「
第
三
の
国
」
は
、
か
つ
て
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勝
利
と
と
も
に
消
え
失
せ
」
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
メ
ラ
ー
・

フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
の
著
作
『
第
三
の
国
』
を
通
じ
て
政
治
的
に
、
そ
し
て
メ
ラ
ー
が
編
纂
し
た
ド
イ
ツ
語
版
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
全
集
を
通
じ
て
「
文
学
的
に
も
」
甦
っ
た
も
の
の
、
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
や
レ
ッ
シ
ン
グ
の
そ
れ
と
は
違
い
、
い
ま
や
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「
燃
え
る
よ
う
な
闇
」「
血
と
悪
魔
ば
か
り
に
み
ち
み
ち
た
夜
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
イ
プ
セ
ン
の
劇
で
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が

も
た
ら
す
は
ず
で
あ
っ
た
「
陽
気
な
貴
族
的
人
間
の
第
三
の
国
」
と
も
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ホ
は
こ
の
よ
う
に
「
第
三

の
国
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
言
説
を
批
判
し
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
「
第
三
帝
国
」
を
徹
底
的
に
断
罪
し
な
が
ら
、「
第
三
の
国
」

の
理
念
を
革
命
の
側
に
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
奪
還
の
試
み
が
複
数
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、「
第
三
の
国
」
か
ら
「
第
三
帝
国
」

へ
と
意
味
的
変
容
は
決
定
的
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
潮
流
を
決
定
づ
け
た
の
は
、『
こ
の
時
代
の
遺
産
』
刊
行
前
年
に
あ
た
る
一

九
三
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
の
伝
説
と
文
学
に
お
け
る
第
三
の
国
へ
の
憧
憬
』
で
あ
る
。
同
年
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
「
総
統
」
と

い
う
称
号
を
公
に
使
い
始
め
た
年
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
同
書
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る
「
第
三
帝
国
」
に
ナ
チ

ス
・
ド
イ
ツ
以
前
に
あ
っ
た
「
第
三
の
国
」
の
系
譜
を
取
り
込
む
決
定
的
な
学
術
書
と
な
っ
た
。
著
者
の
ユ
ー
リ
ウ
ス
・
ペ
ー
タ
ー

ゼ
ン
（
一
八
七
八
～
一
九
四
一
年
）
は
、
一
九
二
〇
年
か
ら
ベ
ル
リ
ー
ン
大
学
で
近
現
代
ド
イ
ツ
文
学
の
教
授
と
し
て
活
躍
し
、
一

九
二
七
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
ゲ
ー
テ
協
会
の
会
長
職
を
務
め
た
当
代
き
っ
て
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ペ
ー

タ
ー
ゼ
ン
は
ニ
ー
チ
ェ
の
超
人
思
想
を
意
識
し
て
言
う
。「
最
終
目
標
が
現
在
の
視
野
に
入
っ
て
き
た
」、
そ
し
て
、
過
去
の
夢
は
い

ま
だ
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
制
約
を
受
け
て
い
る
も
の
の
「
永
劫
回
帰
を
め
ぐ
る
革
命
的
な
保
守
思
想
」
を
通
じ
て
実
現
し
つ
つ

あ
る
と
。
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
歴
史
認
識
は
、
一
方
で
ド
イ
ツ
の
保
守
革
命
や
国
民
社
会
主
義
と
結
び
つ
き
、
他
方
で
数
千
年
に
わ
た
っ

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
多
様
に
展
開
し
て
き
た
救
済
思
想
に
も
と
づ
い
て
い
た
。
ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
近
づ
い
た
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン

に
よ
れ
ば
、「
鋼
の
よ
う
な
新
し
い
総
統
像
を
待
望
す
る
機
運
が
立
ち
上
が
っ
て
き
た
」
の
で
あ
り
、「
待
望
さ
れ
予
言
さ
れ
た
総
統

は
出
現
し
た
」
の
で
あ
る
。
件
の
著
作
が
締
め
く
く
ら
れ
る
際
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
の
詩
集
『
新
し
い
国
』Das neue R

eich

（
一
九
二
八
年
）
に
所
収
さ
れ
た
「
戦
争
」
の
最
終
三
行
「
た
え
ず
勝
者
は
／
守
護
の
像
を
自
ら
の
国
境
地
帯
に
宿
す
者
／
未
来
の
主
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は
変
転
し
う
る
者
」
が
引
用
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
は
ゲ
オ
ル
ゲ
の
詩
と
一
九
三
四
年
に
公
に
さ
れ
た
言
葉
「
総

統
」
を
と
も
に
意
識
し
て
「
総
統
」
に
導
か
れ
た
「
新
し
い
国
」
を
「
第
三
の
国
」
と
し
て
待
望
し
た
の
で
あ
る
。

「
第
三
の
国
」
を
め
ぐ
る
い
わ
ば
争
奪
が
一
九
三
〇
年
前
後
に
あ
っ
た
な
か
で
、「
第
三
の
国
」
の
理
念
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て

の
「
第
三
帝
国
」
へ
と
決
定
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
「
取
り
込
み
」
を
学
術
的
に
保
証
し
た
の
が
、
ペ
ー
タ
ー
ゼ

ン
で
あ
っ
た
。
こ
の
碩
学
に
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
背
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
学
者
に
対
し
て
援
助
を
し
た
面
も
あ
り
、

そ
の
点
は
今
後
と
も
慎
重
に
事
実
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、『
ド
イ
ツ
の
伝
説
と
文
学
に
お
け
る
第
三
の
国
へ
の
憧

憬
』
は
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
学
術
的
に
支
持
し
た
何
よ
り
の
証
左
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
フ
ェ

ル
キ
ッ
シ
ュ
思
想
そ
の
も
の
が
か
な
り
過
小
評
価
さ
れ
た
戦
後
状
況
の
中
で
、
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
著
作
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
精
神

史
的
な
前
史
を
探
る
研
究
に
お
い
て
も
概
ね
排
除
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
第
三
の
国
」
と
い
う
言
説
を
同
書
以
上
に
広
く

深
く
考
察
し
た
も
の
は
、
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
以
前
の
研
究
は
言
う
に
及
ば
ず
、
戦
後
の
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
研
究
に
お
い
て
も
見
当
た
ら

な
い
。
そ
の
結
果
、「
第
三
帝
国
」
を
扱
う
研
究
が
多
数
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
を
扱
う
研

究
は
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の
著
作
に
取
り
組
む
現
代
的
な
意
義
は
、
ペ
ー
タ
ー
ゼ
ン
の

よ
う
に
「
新
し
い
総
統
像
」
を
再
び
待
望
す
る
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
新
た
な
「
待
望
」
の
危
険
性
に
い
ち
早
く
気
づ
く
こ
と

に
あ
り
、
ま
た
、「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第
三
の
国
」
に
取
り
組
む
こ
と
は
、「
第
三
帝
国
」
を
社
会
思
想
史
的
に
相
対
化
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
第
三
帝
国
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
反
理
性
主
義
的
な
潮
流
を
理
性
的
に
見
極
め
る
た
め
に
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
過
去
に
お
け
る
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
思
想
の
「
取
り
込
み
」
を
あ
え
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
将
来
に
お
け
る
そ
う
し
た
「
取

り
込
み
」
の
阻
止
に
、
さ
ら
に
は
新
た
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
「
新
し
い
総
統
像
」
の
台
頭
阻
止
に
必
ず
つ
な
が
る
。
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ

思
想
の
連
続
性
を
め
ぐ
る
研
究
に
不
連
続
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
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な
内
容
ゆ
え
に
、
国
民
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
と
関
連
づ
け
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
と
は
い
え
、
ナ
チ
ス
が
「
第
三
帝
国
」
と
自
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
必
ず
し
も
同
書
で
は
な
く
、
著
者
自
身
、
国
民
社
会
主
義

ド
イ
ツ
労
働
者
党
と
距
離
を
と
っ
て
い
た
。
ナ
チ
ス
の
「
第
三
帝
国
」
と
い
う
言
説
は
、
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
九
年
に
「
ド
イ
ツ
労
働
者

党
」
を
設
立
し
同
年
に
ア
ー
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
と
知
り
合
っ
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
エ
カ
ル
ト
に
よ
る
が
、
し
か
し
、「
第
三
の
国
」
と
い
う
言
説
が
流

布
す
る
重
要
な
契
機
は
や
は
り
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
の
『
第
三
の
国
』
で
あ
っ
た
。V

gl. C
laus-Ekkehard B

ärsch: D
ie politische 

R
eligion des N

ationalsozialism
us. D

ie religiösen D
im

ensionen der N
S-Ideologie in den Schriften von D

ietrich Eckart. 2 ., vollst. überarb. A
ufl. 

M
ünchen 2002 , S. 53	  ff. 

な
お
、
メ
ラ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
は
ド
イ
ツ
語
圏
でA

rthur M
oeller van den B

ruck

と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
一
九
〇
四
年
以
降
、
本
人
はM

oeller van den B
ruck

と
名
乗
り
、
一
九
二
三
年
の
著
作
で
も
こ
の
表
記
を
用
い
て
い
る
。
父
親
は O

ttom
ar 

M
oeller

、
母
親
は Elisabeth van den B

ruck

と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
。
以
下
、
メ
ラ
ー
と
略
述
す
る
こ
と
も
あ
る
。V

gl. A
ndré Schlüter: M

oeller van 

den B
ruck. Leben und W

erk. K
öln u. W

eim
ar 2010 , S. V

 f.

（
9
）	

両
者
の
区
別
が
難
し
い
場
合
、
あ
る
い
は
両
者
を
共
に
含
む
場
合
は
、「
第
三
の
ラ
イ
ヒ
」
と
称
し
て
お
く
。

八
五

「第三帝国」以前の「第三の国」
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（
10
）	

ノ
ー
マ
ン
・
コ
ー
ン
『
千
年
王
国
の
追
求
』、
江
河
徹
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。

（
11
）	

バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ッ
ギ
ン
『
フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
　
西
欧
思
想
と
黙
示
録
的
終
末
論
』、
宮
本
陽
子
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
。

（
12
）	 K

laus Vondung: A
pokalypse in D

eutschland. M
ünchen 1988 .

（
13
）	 G

erhard R
. K

aiser （H
rsg.

）: Poesie der A
pokalypse. W

ürzburg 1991 .

（
14
）	 B

ernd U
. Schipper u. G

eorg Plasger （H
rsg.

）: A
pokalyptik und kein Ende?  G

öttingen 2007 .

（
15
）	

ナ
チ
ス
の
賛
美
や
正
当
化
が
民
衆
扇
動
罪
と
し
て
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
で
は
、「
第
三
帝
国
」
の
み
な
ら
ず
、「
第
三
帝
国
」
以
前
の
「
第

三
の
国
」
に
関
す
る
考
察
も
、
細
心
の
注
意
が
必
要
と
な
る
。

（
16
）	

二
〇
二
一－

二
〇
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｂ
「
近
現
代
ド
イ
ツ
の
文
学
・
思
想
に
お
け
る
「
第
三
の
国
」―
成
立
・
展
開
・
変
容

―
」（
課
題
番
号
二
三
Ｋ
二
〇
四
五
五
、
研
究
代
表
者 	

小
黒
康
正
）
は
、
本
来
、
前
近
代
的
な
宗
教
思
想
で
あ
っ
た
「
第
三
の
国
」
が

	

（
一
）
近
代
的
な
社
会
思
想
と
し
て
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
主
義
期
に
い
か
に
成
立
し
た
か
、

	

（
二
）
十
九
世
紀
後
半
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
か
け
て
い
か
に
国
際
的
に
展
開
し
た
か
、

	

（
三
）
そ
の
後
「
第
三
帝
国
」
と
い
う
ナ
チ
ス
の
思
想
へ
と
い
か
に
変
容
し
た
か
、

	

以
上
の
三
つ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
側
の
協
力
を
得
て
行
わ
れ
て
い
る
国
際
的
な
共
同
研
究
で
あ
る
。

（
17
）	

フ
ィ
オ
ー
レ
の
ヨ
ア
キ
ム
に
関
す
る
記
述
は
、
主
に
以
下
の
三
冊
を
参
照
し
た
。Joachim

 von Fiore: D
as R

eich des H
eiligen G

eistes. H
erausgegeben 

und eingeleitet von A
lfons R

osenberg. B
ietingheim

 1977 . 

マ
ッ
ギ
ン
、
前
掲
書
。
マ
ー
ジ
ョ
リ
・
リ
ー
ヴ
ス
『
中
世
の
影
響
と
そ
の
預
言
　
ヨ
ア
キ

ム
主
義
の
研
究
』、
大
橋
喜
之
訳
、
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。

（
18
）	

マ
ッ
ギ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
七
頁
。

（
19
）	

同
右
、
二
三
七
頁
。

（
20
）	

コ
ー
ン
、
前
掲
書
、
二
五
頁
。

（
21
）	 C

laus-Ekkehard B
ärsch: D

ie politische R
eligion des N

ationalsozialism
us. D

ie religiösen D
im

ensionen der N
S-Ideologie in den Schriften von 

D
ietrich Eckart. 2 ., vollst. überarb. A

ufl. M
ünchen 2002 .

（
22
）	 Thom

as M
ann: G

roße kom
m

entierte Frankfurter A
usgabe. H

rsg. von H
einrich D

etering u. a. Frankfurt a. M
. 2002  ff., B

d. 10 .1 , S. 518 .
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（
23
）	

マ
ッ
ギ
ン
、
前
掲
書
、
五
三
頁
以
下
。

（
24
）	
『
聖
書 

新
共
同
訳
』、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
二
年
、
四
七
二
頁
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
第
十
七
章
九
～
十
。

（
25
）	
三
位
一
体
の
三
番
目
の
位
格
で
あ
る
霊
に
関
し
て
は
、
と
り
わ
け
統
一
的
な
意
味
を
見
出
し
に
く
い
。
中
村
元
監
修
、
峰
島
旭
雄
責
任
編
集
『
比
較

思
想
事
典
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
一
頁
以
下
）
参
照
。

（
26
）	 B

ärsch, a. a. O
.

（
27
）	

ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
関
し
て
は
、
小
黒
康
正
『
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
』（
鳥
影
社
、
二
〇
〇
一
年
）
の
第
一
章

に
お
い
て
詳
述
し
た
。
こ
こ
で
は
、
同
書
に
も
と
づ
い
て
、
必
要
最
低
限
の
説
明
を
行
う
。

（
28
）	 M

ann, a. a. O
., B

d. 10 .1 , S. 518 .

（
29
）	 Ebd., S. 519 .

（
30
）	

世
界
各
地
の
神
話
記
述
に
お
い
て
創
世
を
め
ぐ
る
物
語
も
終
末
を
め
ぐ
る
物
語
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
冒
頭
に
世
界
の
始
原
を
め
ぐ
る
記
述

を
有
し
、
最
後
に
世
界
の
終
末
を
め
ぐ
る
記
述
を
明
確
に
有
す
る
「
始
原
と
終
末
の
枠
構
造
」
は
、
聖
書
の
比
類
な
き
特
徴
で
あ
る
。
本
章
が
示
す
こ

う
し
た
理
解
は
、
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
を
積
極
的
に
結
び
つ
け
て
聖
書
全
体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
新
た
な
聖
書
学
の
動
向
、
す
な
わ
ち
「
全
聖
書
神

学
」G

esam
tbiblische Theologie 

に
も
と
づ
く
。

（
31
）	

黙
示
録
が
最
後
に
示
す
「
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
」
は
、
あ
る
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
空
間
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
静
的
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
黙
示
録
は
動
的
で
あ
る
。
語
源
的
に
「
ど
こ
に
も
な
い
場
所
」ou-topos 

で
あ
り
、「
森
の
空
き
地
」Lichtung 

と
し
て
も
表
象
さ
れ

る
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
総
じ
て
「
場
所
」Topos

を
重
視
し
た
「
常
套
句
」Topos

と
し
て
使
わ
れ
、「
目
的
」Telos

な
り
「
方
向
」R

ichtung

な
り
が
明
確

な
黙
示
録
は
「
時
間
」K

ronos

を
重
視
し
た
「
常
套
句
」Topos
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。

（
32
）	

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
時
間
は
、
真
木
悠
介
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ケ
ー
と
テ
ロ
ス
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
線
分
と
し
て
終
末
論
を
そ
の
起
源
と
し
て
い
る
。

真
木
悠
介
『
時
間
の
比
較
社
会
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
八
頁
以
下
な
ら
び
に
一
八
三
頁
以
下
）
参
照
。

（
33
）	 Vondung, a. a. O

., S. 6	5  ff.; Jacques D
errida: A

pokalypse. A
us dem

 Französischen von M
ichael W

etzel. G
raz W

ien 1985 , S. 33 .

（
34
）	 V

gl. Joachim
 von Fiore, a. a. O

.,  S. 
	

82  ff.

（
35
）	

栗
生
沢
猛
夫
「
モ
ス
ク
ワ
第
三
ロ
ー
マ
理
念
考
」（
金
子
幸
彦
編
『
ロ
シ
ア
の
思
想
と
文
学
』、
恒
文
社
、
一
九
九
七
年
、
九
～
六
一
頁
）
参
照
。
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（
36
）	 G

otthold Ephraim
 Lessing: W

erke und B
riefe in zw

ölf B
änden. H

rsg. von A
rni Schilson u. A

xel Schm
itt. Frankfurt a. M

. 2001 , B
d. 10 , S. 

	
97  

u. 
	
877  f.

（
37
）	 Julius Petersen: D

ie Sehnsucht nach dem
 D

ritten R
eich in deutscher Sage und D

ichtung. Stuttgart 1934 , S. 
	

30  f.

（
38
）	 Ebd., S. 40 .

（
39
）	 Ebd., S. 38 .

（
40
）	

イ
プ
セ
ン
『
原
典
に
よ
る
イ
プ
セ
ン
戯
曲
全
集
』
第
三
巻
、
原
千
代
海
訳
、
未
来
社
、
一
九
八
九
年
、
一
九
一
頁
以
下
。

（
41
）	

同
右
、
一
九
五
頁
。

（
42
）	

同
右
、
三
三
四
頁
。

（
43
）	

同
右
、
三
八
二
頁
。

（
44
）	

同
右
、
五
〇
五
頁
。

（
45
）	

マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ル
ル
カ
ー
『
聖
書
象
徴
事
典
』（
池
田
紘
一
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
八
八
年
、
一
七
六
頁
以
下
）
参
照
。

（
46
）	

廣
松
渉
ほ
か
編
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
五
九
一
頁
以
下
）
参
照
。

（
47
）	

ル
ル
カ
ー
、
前
掲
書
、
一
七
八
頁
参
照
。

（
48
）	

以
下
で
『
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
と
呼
ぶ
同
書
は
、
初
版
（
一
八
一
二
、
一
八
一
五
年
）
か
ら
第
七
版
（
一
八
五
七
年
）
に
い
た
る
ま
で
七
つ
の
版
が

刊
行
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
末
に
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
修
道
院
で
発
見
さ
れ
た
初
稿
（
一
八
一
〇
年
）
も
あ
り
、
併
せ
て
八
つ
の
稿
が
あ
る
。

個
々
の
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
を
示
す
場
合
は
、
通
常
、
原
語
表
記
の
頭
文
字
を
と
っ
てK

H
M

の
略
号
と
と
も
に
第
七
版
の
配
列
に
も
と
づ
い
て
番
号
を
示
す
。

（
49
）	

高
橋
吉
文
『
グ
リ
ム
童
話
　
冥
府
へ
の
旅
』（
白
水
社
、
一
九
九
六
年
、
五
六
頁
以
下
）
参
照
。

（
50
）	

髙
木
昌
史
編
『
決
定
版
　
グ
リ
ム
童
話
事
典
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
三
五
〇
頁
以
下
）
参
照
。

（
51
）	

フ
ロ
イ
ト
『
人
は
な
ぜ
戦
争
を
す
る
の
か
　
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
』（
中
山
元
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
三
五
〇
頁
以
下
）
参
照
。

（
52
）	

ヨ
ラ
ン
デ
・
ヤ
コ
ー
ビ
『
ユ
ン
グ
心
理
学
』（
高
橋
義
孝
監
修
、
池
田
紘
一
ほ
か
訳
、
日
本
教
文
社
、
一
九
七
三
年
、
八
七
頁
）
参
照
。

（
53
）	

ユ
ン
グ
に
お
け
る
「
三
」
と
「
四
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
『
心
理
学
と
錬
金
術
Ⅰ
〔
新
装
版
〕』（
池
田
紘
一
・
鎌
田
道
生
訳
、

人
文
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
四
四
頁
以
下
）
参
照
。

八
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（
54
）	

Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
『
結
合
の
神
秘
Ⅰ
』（
池
田
紘
一
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
九
五
年
、
五
六
頁
）
参
照
。

（
55
）	

同
右
、
二
三
七
頁
。

（
56
）	
同
右
。

（
57
）	
オ
ッ
ト
ー
・
ダ
ン
『
ド
イ
ツ
国
民
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム 1770

～1990

』（
末
川
清
・
姫
岡
と
し
子
・
高
橋
秀
寿
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九

九
年
、
Ⅺ
頁
以
下
）
参
照
。

（
58
）	

以
下
、
研
究
代
表
者
や
研
究
分
担
者
が
こ
れ
ま
で
に
公
表
し
た
論
文
を
も
と
に
、「
第
三
の
国
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
い
わ
ば
中
間
報
告
と

し
て
示
す
。

（
59
）	 V

gl. M
arcus C

onrad: Teleologie und System
denken. G

eschichtsauffassungen der Spätaufklärung und die W
echselbeziehungen zw

ischen 

G
eschichtstheorie und Literatur. In: N

eue B
eiträge zur G

erm
anistik. B

d. 
	

15  /  H
eft 2 . H

rsg. von der Japanischen G
esellschaft für G

erm
anistik. 

M
ünchen 2016 , S. 40 -62 .

（
60
）	

イ
プ
セ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
一
頁
以
下
。

（
61
）	 V

gl. Rudolf K
assner: Säm

tliche W
erke. Im

 A
uftrag der Rudolf K

assner G
esellschaft herausgegeben von Ernst Zinn u. K

laus E. Bohnenkam
p. 

Pfullingen 1969  ff., B
d. IV

 393 .

（
62
）	

小
黒
康
正
「
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
第
三
の
国
」　
イ
プ
セ
ン
、
メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
」（
日
本
独

文
学
会
『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
一
五
四
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
〇
三
～
一
二
一
頁
）
参
照
。

（
63
）	 Leo B

erg: D
er Ü

berm
ensch in der m

odernen Literatur. Ein K
apitel zur G

eistesgeschichte der m
odernen Literatur. Paris, Leipzig u. M

ünchen 

1897 , S. 74 .

（
64
）	 Ebd., S. 111 .

（
65
）	

メ
レ
シ
コ
フ
ス
キ
ー
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
ド
ス
ト
イ
ェ
ー
フ
ス
キ
ー
Ⅲ
』、
植
野
修
司
訳
、
雄
渾
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
七
頁
。

（
66
）	

同
右
、
三
二
八
頁
。

（
67
）	 V

gl. Yasum
asa O

guro: D
er K

am
pf um

 das D
ritte R

eich vor dem
 Ersten W

eltkrieg. D
ie D

m
itri M

ereschkow
ski-R

ezeption in D
eutschland und 

Japan. In: Tagungsband der «A
siatische G

erm
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三
〇
九

屎
尿
処
理
問
題
か
ら
み
た
近
代
の
都
市
と
農
村

遠
　
　
城
　
　
明
　
　
雄

は
じ
め
に

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
五
月
の
『
大
阪
朝
日
新
聞
広
島
版
』
に
、「
近
代
錯
綜
曲
」
と
題
し
て
、
軍
港
都
市
・
呉
の
都
市
社
会
や

都
市
問
題
の
諸
相
を
紹
介
す
る
記
事
が
連
載
さ
れ
て
い
る
。
五
月
一
六
日
付
の
第
八
回
は
、「
都
会
抒
情
詩
を
裏
切
る
赤
牛　

下
水
道

を
持
た
な
い
日
本
の
都
市
の
悲
哀
」
と
い
う
見
出
し
に
続
い
て
、「
都
も
都
、
軍
港
か
ら
い
へ
ば
東
洋
一
と
威
張
っ
て
も
、
誰
一
人
苦

情
を
持
ち
込
む
者
も
な
い
グ
レ
ー
ト
呉
市
の
真
ん
中
で
、
十
八
万
市
民
が
中
国
第
一
の
立
派
な
ス
ト
リ
ー
ト
だ
と
自
慢
の
種
に
し
て

い
る
目
抜
き
の
本
通
筋
」
の
「
宏
壮
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
」
の
前
に
、
屎
尿
を
入
れ
た
桶
を
積
ん
だ
荷
車
と
寝
そ
べ
る
牛
の
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、「
下
水
道
も
ま
だ
出
来
な
い
新
興
都
市
だ
、
少
し
く
ら
い
は
我
慢
し
と
き
な
、
と
お
役
人
の
中
に
は
お
っ
し
ゃ
る
向

き
も
あ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
『
新
興
都
市
』
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
そ
の
ま
ま
無
条
件
で
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
余

り
徹
底
し
た
両
極
端
の
現
は
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
い
う
嘆
き
が
語
ら
れ
て
い
る
。
屎
尿
汲
取
と
い
う
日
常
生
活
を
維
持
す



三
一
〇

る
た
め
に
必
要
な
労
働
が
、
新
た
な
都
市
空
間
に
相
応
し
く
な
い
風
景
と
し
て
市
民
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、

こ
の
問
題
は
人
口
の
急
増
を
経
験
し
た
「
新
興
都
市
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
以
降
、
全
国
の
多
く

の
都
市
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

利
益
の
源
泉
と
な
る
と
同
時
に
、
コ
レ
ラ
流
行
時
な
ど
に
厄
介
な
存
在
と
も
な
り
う
る
屎
尿
の
物
質
的
特
徴
に
よ
り
、
そ
の
価
値

は
、
都
市
と
農
村
の
各
集
団
や
階
層
・
階
級
ご
と
で
異
な
り
、
ま
た
短
期
的
あ
る
い
は
長
期
的
に
大
き
く
揺
れ
動
い
て
き
た
。
大
正

後
期
に
人
口
五
万
人
以
上
の
都
市
を
対
象
に
屎
尿
処
理
状
況
を
調
査
し
た
藤
原
（
一
九
二
八
）
は
、
都
市
の
視
点
か
ら
屎
尿
の
価
値

の
変
遷
を
、
屎
尿
が
有
価
物
で
あ
っ
た
時
代
（
第
一
期
）、
無
償
譲
渡
の
時
代
（
第
二
期
）、
代
償
を
支
払
う
時
代
（
第
三
期
）
に
三

区
分
し
、
六
大
都
市
を
先
頭
に
都
市
間
で
時
間
的
な
ず
れ
を
伴
い
な
が
ら
も
、
一
期
か
ら
三
期
へ
と
移
行
を
遂
げ
る
と
考
え
て
い
た
。

た
だ
し
、
ひ
と
つ
の
都
市
の
内
部
に
こ
の
三
期
が
並
存
す
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
屎
尿
を
め
ぐ
る
自
然
・
社
会
・
経
済
的
過
程
は
複

雑
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
、
横
浜
と
い
っ
た
六
大
都
市
の
ほ
か
、
岡
山
、
横
須
賀
、
福
岡
、
広
島

な
ど
を
対
象
と
し
た
諸
研
究
に
よ
っ
て
、
都
市
の
財
政
問
題
や
衛
生
環
境
、
都
市
近
郊
農
業
の
成
立
、
屎
尿
処
分
へ
の
行
政
の
介
入
、

農
民
運
動
な
ど
、
こ
の
問
題
の
多
様
な
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
（
星
野
、
二
〇
二
三
）。

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
地
方
都
市
に
お
け
る
屎
尿
処
理
の
市
営
化
の
過
程
を
、
屎
尿
を
め
ぐ
る
複
数
の
利
害
集

団
（
家
主
や
農
民
、
汲
取
業
者
）
と
行
政
の
動
向
及
び
各
主
体
間
の
交
渉
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
地
方
都
市
の
研
究
を
進
め
て
き
た
が
（
遠
城
、
二
〇
〇
四
、
二
〇
二
〇;  O

njo,2020

）、
そ
の
研
究
は
ま
だ
十
分
で

は
な
く
、
都
市
間
比
較
の
裾
野
を
広
げ
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
英
語
圏
地
理
学
な
ど
で

活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
や
都
市
政
治
生
態
学
（M

onstadt,2009;  B
arua,2021;  Stokes and D

e C
osso 

C
orzo, 2023

）
な
ど
の
研
究
に
対
し
て
、
近
代
日
本
の
都
市
と
農
村
の
経
験
は
有
効
な
視
点
と
知
見
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
一
一

う
に
思
わ
れ
る
。

研
究
対
象
地
域
は
、
下
関
市
、
長
崎
市
、
佐
世
保
市
、
呉
市
で
、
い
ず
れ
も
港
湾
機
能
に
基
盤
を
置
く
都
市
で
あ
る
。
特
に
佐
世

保
と
呉
は
「
軍
港
都
市
」
で
あ
り
、
行
政
に
と
っ
て
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
整
備
は
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
っ
た
が
、
過
重

な
負
担
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

な
お
引
用
資
料
と
新
聞
記
事
に
は
、
適
宜
句
読
点
を
付
け
加
え
た 

。

一
　
農
民
運
動
を
め
ぐ
っ
て

（
１
） 

下
関
市

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
一
月
に
、
下
関
市
の
屎
尿
を
汲
取
っ
て
き
た
豊
浦
郡
と
厚
狭
郡
の
一
部
農
村
の
農
会
長
と
村
長
が
、

他
都
市
の
状
況
な
ど
も
踏
ま
え
て
、
今
後
は
汲
取
料
を
徴
収
す
る
と
い
う
方
針
に
基
づ
き
、
関
係
村
落
の
意
見
の
取
り
ま
と
め
に
着

手
し
た
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
一
月
二
五
日
夕
刊
）。
見
直
し
の
理
由
と
し
て
、
無
秩
序
な
住
宅
地
開
発
に
よ
り
、
一
部
の
地
区
で
汲
取
が

不
便
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
や
、
前
年
に
発
生
し
た
干
ば
つ
に
よ
っ
て
、
農
民
の
生
活
が
ひ
っ
迫
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

農
会
長
ら
に
よ
る
集
会
が
開
催
さ
れ
る
直
前
の
一
月
二
三
日
に
、
農
民
代
表
の
大
森
利
一
と
い
う
人
物
が
市
役
所
と
警
察
署
を
訪

問
し
、
汲
取
組
合
の
設
立
と
汲
取
料
の
徴
収
に
つ
い
て
了
解
を
求
め
た
（『
門
新
』
一
九
二
三
年
一
月
三
〇
日
）。
農
民
側
が
事
前
に
市
側

に
要
求
を
通
知
し
た
背
景
に
は
、
汲
取
料
の
徴
収
と
い
う
要
求
に
対
し
て
、
家
主
や
会
社
な
ど
か
ら
強
い
反
発
が
予
想
さ
れ
た
こ
と

（
1
）



三
一
二

か
ら
、
穏
便
に
交
渉
を
進
め
た
い
と
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
市
側
は
、
大
地
主
な
ど
は
汲
取
料
の
徴
収

に
容
易
に
応
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
最
初
は
無
料
、
次
に
安
価
な
料
金
を
徴
収
す
る
と
い
う
よ
う
な
段
階
的
変
更
を
求
め
た

ほ
か
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
一
月
二
八
日
）、
市
衛
生
課
長
は
、
他
都
市
の
状
況
も
踏
ま
え
て
農
民
の
主
張
に
理
解
を
示
す
一
方
で
、
農

民
の
設
定
す
る
汲
取
料
が
適
切
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
市
営
化
も
あ
り
う
る
と
述
べ
て
い
る
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
一
月
二
五
日
夕
刊
）。

市
営
化
へ
の
言
及
は
、
農
民
の
要
求
を
抑
制
す
る
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
衛
生
課
で
は
こ
の
運
動
の
開
始
以
前
か
ら
、

市
営
化
の
計
画
を
練
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
塵
芥
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
直
営
方
式
に
よ
り
海
中
に
投
棄
さ
れ
て
お
り
、
屎
尿
の
場

合
も
、
梅
雨
期
や
伝
染
病
流
行
時
、
ま
た
前
述
の
よ
う
な
牛
車
や
馬
車
が
入
れ
な
い
不
便
な
地
区
で
、
汲
取
の
遅
滞
が
発
生
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
市
直
営
の
肥
料
会
社
の
設
立
か
、
あ
る
い
は
海
上
投
棄
の
い
ず
れ
か
の
方
法
が
検
討
さ
れ
て
い
た
（『
福
日
』
一
九
二
二

年
一
一
月
二
九
日
）。
市
営
化
が
議
論
さ
れ
て
い
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
一
九
二
二
年
八
月
に
市
長
に
就
任
し
た
山
崎
林
太
郎
の
意
向
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
山
崎
は
東
京
市
で
市
区
改
正
課
長
や
助
役
及
び
浅
草
区
長
、
名
古
屋
市
で
助
役
な
ど
を
歴
任
し
、
ロ
ン
ド

ン
滞
在
の
経
験
を
有
し
て
い
た
人
物
で 

、
農
民
の
要
求
に
対
し
て
都
市
経
営
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

�

元
来
都
市
の
膨
張
発
展
に
伴
ひ
都
市
衛
生
上
に
第
一
の
重
要
問
題
た
る
糞
尿
処
分
方
法
は
、
既
に
全
国
各
都
市
中
東
京
・
大
阪
・

各
大
都
市
の
如
き
は
何
処
で
市
の
直
営
と
し
て
、
排
棄
処
分
か
若
く
は
硫
安
会
社
を
設
立
し
て
加
工
し
つ
つ
あ
る
有
様
で
、
本
市

の
糞
尿
問
題
の
如
も
将
来
は
当
然
此
二
つ
の
何
れ
か
に
帰
す
る
事
と
な
る
で
あ
ら
ふ
、
今
日
で
は
人
糞
其
儘
を
肥
料
と
し
て
用
ふ

る
時
代
は
既
に
手
遅
れ
の
話
で
、
都
市
の
経
営
と
云
ふ
事
を
知
ら
な
い
も
の
と
云
ふ
事
で
あ
る
、
聞
く
処
に
依
る
と
本
市
の
家
主

連
中
の
或
一
部
で
は
、
之
迄
と
違
っ
て
反
対
に
汲
採
料
金
を
先
方
に
取
ら
る
る
事
と
な
っ
た
か
ら
之
に
反
対
し
て
居
る
と
か
で
、

殊
に
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
若
し
農
民
側
に
対
し
是
非
之
か
ら
料
金
徴
収
さ
る
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
自
己
の
所
有
に
係
る
各
借
家

（
2
）
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に
対
し
て
夫
々
家
賃
を
引
き
上
ぐ
る
と
か
言
っ
て
い
る
有
様
で
あ
る
が
、
不
明
も
甚
だ
し
い
、
ソ
ウ
と
云
ふ
頭
の
持
主
許
り
で
は

都
市
の
発
展
は
期
し
難
い
、
目
下
両
方
か
ら
代
表
者
が
会
見
し
て
協
議
中
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
若
し
交
渉
が
成
立
し

な
か
っ
た
暁
は
本
市
の
直
営
と
し
て
海
中
に
投
棄
す
る
か
、
又
は
ア
ン
モ
ニ
ア
会
社
を
設
立
し
て
之
を
利
用
す
る
か
、
二
つ
の
方

法
を
採
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。�

（『
福
日
』
一
九
二
三
年
一
月
三
〇
日
）

山
崎
に
と
っ
て
問
題
の
本
質
は
、
農
民
側
の
要
求
で
は
な
く
、
都
市
を
支
え
る
生
活
基
盤
の
変
化
を
認
識
せ
ず
、
そ
れ
に
対
応
し

よ
う
と
し
な
い
土
着
層
の
家
主
た
ち
の
態
度
に
あ
っ
た
。
屎
尿
を
収
入
と
捉
え
る
家
主
層
と
、
今
後
屎
尿
が
肥
料
と
し
て
の
価
値
を

失
っ
て
い
く
こ
と
を
見
据
え
て
、
家
主
や
市
民
に
対
し
て
負
担
の
覚
悟
を
求
め
る
市
行
政
の
間
で
、
市
営
化
の
意
味
に
は
相
違
が
あ
っ

た
と
い
え
る
。

一
月
二
六
日
に
豊
浦
郡
の
一
〇
村
（
勝
山
、
川
中
、
安
岡
、
吉
見
、
豊
西
、
川
棚
、
黒
井
、
小
月
、
清
末
、
王
司
）
と
厚
狭
郡
の

一
町
二
村
（
厚
狭
、
王
喜
、
生
田
）
の
農
会
長
ら
に
よ
る
集
会
が
豊
浦
郡
会
議
事
堂
で
開
催
さ
れ
た
。
豊
浦
郡
の
勧
業
主
任
が
、
汲

取
に
従
事
し
て
き
た
農
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
組
合
を
組
織
し
て
、「
組
合
員
は
従
前
通
り
家
主
と
契
約
せ
る
糞
尿
を
汲
取
る
こ
と
と

し
、
一
荷
に
付
き
下
関
市
役
所
か
ら
二
十
銭
の
汲
取
費
用
を
、
糞
尿
事
務
所
か
ら
そ
の
都
度
支
給
す
べ
く
派
出
所
を
下
関
市
壇
の
浦
、

旭
及
び
唐
戸
の
三
ヶ
所
に
置
き
、
水
陸
両
事
務
を
掌
る
こ
と
と
し
、
一
荷
二
十
銭
中
七
銭
は
夏
期
伝
染
病
流
行
の
際
、
市
役
所
は
こ

れ
を
廃
棄
処
分
に
要
す
費
用
を
控
除
す
」
と
い
う
案
を
提
示
し
て
、
農
会
長
ら
の
賛
同
を
求
め
た
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
一
月
二
八
日
）。

こ
う
し
た
農
民
の
要
求
に
関
し
て
、
関
門
日
日
新
聞
が
家
主
側
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
汲
取
料
の
支
払
い
に
難
色
を
示
す
者

が
多
く
、
そ
の
理
由
と
し
て
大
き
く
三
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
大
都
市
と
異
な
り
下
関
の
市
域
は
狭
隘
で
、
施
肥
を
必

要
と
す
る
農
地
は
近
接
し
て
い
る
の
で
、
直
ち
に
従
来
の
契
約
内
容
を
逆
転
さ
せ
る
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
第
二
は
、
家
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主
側
で
組
合
や
会
社
を
組
織
し
共
同
で
農
村
に
売
却
す
れ
ば
、
汲
取
料
を
支
払
う
ま
で
に
至
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
第
三
は
、

汲
取
料
が
家
主
の
収
得
で
あ
る
こ
と
は
賃
貸
契
約
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
家
主
が
負
担
す
る
場
合
は
家
賃
値
上
げ
に
つ
な
が
る
恐

れ
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
一
月
二
九
日
）。
市
に
と
っ
て
都
市
内
部
の
階
級
対
立
は
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
り
、

「
市
内
悪
家
主
側
に
於
て
は
、
右
料
金
を
家
主
に
於
て
負
担
す
と
な
れ
ば
、
家
賃
を
値
上
げ
す
る
抔
と
不
正
行
為
に
出
づ
る
者
あ
り
」

（『
門
新
』
一
九
二
三
年
一
月
三
〇
日
）
と
い
っ
た
家
主
へ
の
牽
制
を
意
図
し
た
よ
う
な
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
一
部
の
農
民
の
意
見
と
し
て
、
肥
料
は
必
要
だ
が
、
人
造
肥
料
の
値
段
も
下
が
っ
て
お
り
現
在
の
汲
取
料
は
高
額
す
ぎ
る

の
で
、
一
年
程
度
無
料
で
汲
取
を
行
っ
た
後
、
漸
次
料
金
を
徴
収
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
意
見
や
、
こ
れ
ま
で
も
牛
車
や
馬

車
が
入
れ
な
い
地
区
で
は
、
煙
草
代
な
ど
と
称
し
て
一
〇
銭
程
度
を
受
け
取
る
こ
と
も
あ
り
、
市
内
均
等
に
二
〇
銭
を
徴
収
す
る
こ

と
は
少
し
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
声
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
一
月
二
九
日
）。

二
月
一
日
に
農
民
代
表
が
市
役
所
を
訪
問
し
、
二
月
か
ら
三
月
は
無
料
で
汲
取
を
実
施
し
、
四
月
一
日
以
降
一
荷
に
つ
き
二
〇
銭

の
汲
取
料
を
徴
収
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
旨
を
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
山
崎
市
長
は
、
無
料
期
間
を
七
月
一
日
ま
で
延
長
す
る

こ
と
と
、
汲
取
料
を
一
五
銭
程
度
ま
で
値
下
げ
す
る
こ
と
の
二
点
を
要
望
し
た
が
、
農
民
側
は
、
無
料
期
間
を
農
繁
期
と
梅
雨
期
に

ま
で
延
長
し
た
場
合
、
汲
取
の
遅
延
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
生
じ
や
す
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
四
月
か
ら
の
有
料
実
施
に
し
た

と
説
明
し
て
い
る
（『
福
日
』
一
九
二
三
年
二
月
二
日
、『
関
日
』
一
九
二
三
年
二
月
三
日
夕
刊
）。
二
月
七
、
八
日
に
農
民
側
が
行
っ
た
回
答
は
、

四
月
一
日
か
ら
の
実
施
は
変
更
し
な
い
こ
と
、
た
だ
し
汲
取
料
は
約
三
銭
減
の
一
荷
一
七
銭
を
平
均
と
す
る
こ
と
、
な
お
運
搬
が
不

便
な
丸
山
町
や
西
南
部
町
な
ど
は
二
〇
銭
も
し
く
は
そ
れ
以
上
と
し
、
逆
の
場
合
は
一
〇
～
一
五
銭
と
す
る
こ
と
、
生
活
困
窮
者
や

公
共
便
所
な
ど
は
料
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と
、
農
民
側
代
表
者
の
大
森
利
一
宅
に
事
務
所
を
置
い
て
農
繁
期
な
ど
で
も
汲
取
を
実
施

し
、
住
民
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
な
ど
、
市
と
の
妥
協
を
図
ろ
う
と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
（『
福
日
』
一
九
二
三
年
二
月
九
日
、『
関
日
』



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
一
五

一
九
二
三
年
二
月
九
日
、
二
月
一
二
日
）。
後
述
の
よ
う
に
、
汲
取
条
件
に
よ
っ
て
農
民
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
要
求
内
容

の
細
分
化
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
七
銭
と
い
う
金
額
設
定
に
つ
い
て
、
大
森
の
試
算
で
は
、
従
来
の
一
日
の
屎
尿
搬

出
量
が
約
五
〇
〇
荷
で
、
一
九
二
一
年
に
は
糯
米
一
、
二
〇
〇
石
、
一
九
二
二
年
に
は
同
五
〇
〇
石
を
農
家
か
ら
家
主
側
に
支
払
っ

て
お
り
、
一
石
三
〇
銭
と
し
た
場
合
に
一
五
、
〇
〇
〇
円
を
支
払
っ
た
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、
今
後
一
荷
一
七
銭
を
受
け
取
る

場
合
、
一
日
八
五
円
、
年
間
約
三
〇
、
四
〇
〇
円
と
な
り
、
農
家
側
の
合
計
の
収
益
は
約
四
五
、
四
〇
〇
円
で
、
農
家
一
戸
当
た
り

は
年
間
七
円
程
度
の
収
入
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（『
関
日
』
一
九
二
三
年
二
月
一
二
日
）。

農
民
側
と
の
交
渉
が
続
く
な
か
で
、
一
定
の
費
用
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
こ
の
機
会
に
財
源
確
保
と
衛
生
管
理
の
両
面
か
ら
市
営

化
を
求
め
る
市
民
の
輿
論
が
高
ま
っ
て
き
た
。
市
衛
生
課
で
は
家
賃
値
上
げ
が
借
家
人
の
争
議
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
な
ど
も
想
定

し
て
、
労
働
者
を
雇
用
し
て
汲
取
を
行
い
、
農
村
部
に
搬
出
、
売
却
す
る
案
の
ほ
か
、
市
営
野
菜
農
園
を
設
け
て
野
菜
の
自
給
を
図

る
と
い
っ
た
案
も
検
討
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年
二
月
一
四
日
夕
刊
）。

二
月
一
八
日
に
な
っ
て
、
農
民
側
と
市
当
局
の
間
で
汲
取
条
件
に
つ
い
て
一
定
の
合
意
に
達
し
た
。
組
合
を
構
成
す
る
町
村
は
、

豊
浦
郡
の
小
月
村
、
清
末
村
、
王
司
村
、
勝
山
村
、
川
中
村
、
安
岡
村
、
吉
見
村
、
黒
井
村
、
豊
西
村
、
川
棚
村
、
内
日
村
と
厚
狭

郡
の
王
喜
村
、
生
田
村
、
吉
田
村
、
厚
狭
町
の
計
一
五
ヶ
町
村
の
約
七
、
〇
〇
〇
戸
で
、
組
合
と
下
関
市
の
契
約
内
容
は
次
の
よ
う

で
あ
る
（『
福
日
』
一
九
二
三
年
二
月
一
九
日 

）。

　

一
、
本
組
合
豊
浦
厚
狭
両
郡
連
合
の
下
に
糞
尿
汲
取
組
合
と
称
す

二
、
事
務
所
は
下
関
市
丸
山
町
に
設
置
し
其
派
出
所
を
市
内
数
ヶ
所
に
置
く

三
、�

組
合
員
は
汲
取
家
屋
に
付
掃
除
料
と
し
て
一
荷
に
付
十
七
銭
を
申
く
る
事
、
但
し
汲
取
不
便
の
土
地
は
二
十
五
銭
迄
引
上
ぐ

（
3
）
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る
事
を
得

四
、
組
合
員
は
汲
取
の
帰
途
必
ず
派
出
所
に
於
て
一
荷
に
付
金
七
銭
宛
を
歩
合
と
し
て
組
合
に
納
付
す
る
事

五
、
組
合
員
糞
尿
汲
取
に
関
し
相
談
其
他
不
平
等
あ
る
場
合
は
、
其
事
情
を
事
務
所
に
申
出
で
解
決
す
べ
し

六
、
徒
ら
に
不
満
足
の
思
を
為
さ
ず
、
平
和
を
旨
と
す
る
事

七
、
組
合
員
は
相
互
徳
義
を
重
ん
じ
、
相
成
る
べ
く
従
来
の
慣
習
に
依
り
汲
取
家
屋
の
競
争
を
為
さ
ざ
る
事

八
、
組
合
員
の
運
搬
者
に
は
帆
布
又
は
其
他
麻
袋
を
以
て
覆
ひ
を
附
け
る
事

九
、
前
記
契
約
は
来
る
四
月
一
日
よ
り
実
行
す
、
夫
れ
迄
は
無
料
に
て
汲
取
る
事�

こ
の
ほ
か
に
貧
困
者
及
び
公
共
便
所
や
一
部
の
学
校
な
ど
は
無
料
汲
取
と
し
、
組
合
に
納
入
さ
れ
る
七
銭
の
歩
金
に
つ
い
て
は
、

汲
取
が
滞
り
が
ち
な
場
所
の
掃
除
や
、
農
繁
期
と
梅
雨
期
及
び
伝
染
病
流
行
時
に
衛
生
状
態
を
維
持
す
る
た
め
の
原
資
と
さ
れ
て
お

り
、
一
七
銭
の
汲
取
料
で
あ
れ
ば
、
市
直
営
よ
り
も
安
価
で
屎
尿
を
処
分
で
き
る
と
い
う
の
が
組
合
側
の
主
張
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
で
交
渉
は
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
も
と
も
と
都
市
か
ら
の
距
離
や
道
路
条
件
及
び
地
形
の
高
低
差
な
ど
に
よ
っ
て
、

農
民
間
で
交
渉
条
件
に
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
市
役
所
の
み
な
ら
ず
市
民
か
ら
も
市
営
事
業
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
農
民
か
ら
内
容
を
修
正
す
る
動
き
が
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
合
意
内
容
の
（
七
）
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農

民
同
士
は
下
肥
を
め
ぐ
っ
て
潜
在
的
に
は
競
争
関
係
に
あ
り
、
農
民
の
な
か
に
は
汲
取
料
を
支
払
っ
た
と
し
て
も
、
従
来
の
関
係
を

維
持
し
た
方
が
安
定
し
て
下
肥
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
考
え
も
根
強
か
っ
た
。
例
え
ば
、
市
内
の
組
合
未
加
入
農
家
の
な
か
に
は
、

各
自
が
自
由
に
従
来
通
り
汲
取
料
を
支
払
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
多
く
（『
門
新
』
一
九
二
三
年
二
月
一
八
日
）、
ま
た
組
合
に
加
入
し

た
川
中
村
の
一
部
の
地
区
も
無
料
汲
取
を
希
望
し
た
ほ
か
、
遠
隔
地
の
村
が
四
月
以
降
組
合
を
脱
会
し
て
無
料
汲
取
に
戻
る
意
向
を
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示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
農
民
間
の
協
力
が
破
綻
し
た
た
め
、
組
合
側
は
二
月
二
二
日
に
市
衛
生
課
に
新
た
な
提
案
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
。
そ
の
内
容
は
、
組
合
に
未
加
入
の
農
家
に
つ
い
て
は
従
来
の
契
約
内
容
の
ま
ま
で
、
糯
米
を
支
払
う
か
あ
る
い
は
無
料
で
汲
取

る
な
ど
の
判
断
は
各
農
家
に
任
せ
る
一
方
で
、
加
入
農
家
の
場
合
、
搬
出
の
難
し
い
場
所
は
一
七
銭
以
上
を
徴
収
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年
二
月
二
五
日
夕
刊
）。
こ
う
し
て
汲
取
組
合
の
組
織
化
は
部
分
的
に
挫
折
し
、
市
内
の
地
区
ご
と
に
、
汲

取
料
を
徴
収
す
る
場
合
と
支
払
う
場
合
、
そ
し
て
無
料
の
場
合
が
混
在
す
る
事
態
と
な
り
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年
二
月
二
〇
日
、『
福
日
』

一
九
二
三
年
三
月
四
日
）
汲
取
方
式
が
統
一
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
混
乱
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
で
市
の
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
市
営
化
や
汲
取
時
間
の
制
限
な
ど
の
要
望
が
提
出
さ
れ
た
た
め
、
市
は
町
総
代

を
通
じ
て
町
内
の
市
営
汲
取
希
望
者
を
調
査
し
た
上
で
、
市
営
化
の
具
体
案
を
作
成
す
る
方
針
を
立
て
て
い
る
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年

三
月
一
日
夕
刊
）。
市
営
化
し
た
場
合
の
労
賃
及
び
搬
出
用
牛
車
や
船
な
ど
の
経
費
が
検
討
さ
れ
た
上
で
、
初
期
費
用
は
か
か
る
も
の

の
、
市
が
汲
取
を
実
施
し
そ
れ
を
農
家
側
に
販
売
で
き
れ
ば
、
一
七
銭
よ
り
も
安
価
で
処
分
で
き
る
可
能
性
は
高
い
が
、
農
家
が
反

発
し
て
門
司
市
や
小
倉
市
か
ら
屎
尿
を
購
入
す
る
懸
念
が
あ
る
こ
と
や
、
都
市
近
郊
農
村
の
振
興
と
い
う
観
点
か
ら
県
庁
の
許
可
が

下
り
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
時
点
で
実
現
は
難
し
い
と
い
う
判
断
に
傾
い
て
い
る
（『
福
日
』
一
九
二
三
年
三
月
四

日
）。
こ
の
た
め
契
約
変
更
な
ど
に
伴
う
紛
糾
に
備
え
て
、
市
東
部
で
は
農
家
と
直
接
契
約
す
る
一
方
で
、
市
西
部
の
不
便
な
町
で
の

み
市
営
処
分
を
実
施
す
る
な
ど
、
市
域
の
特
性
に
合
わ
せ
た
部
分
的
な
市
営
化
案
も
考
え
ら
れ
て
い
た
（『
福
日
』
一
九
二
三
年
三
月
九

日
）。新

方
式
で
の
汲
取
が
始
ま
っ
た
四
月
以
降
に
は
、
衛
生
組
合
に
よ
る
汲
取
も
議
論
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
従
来
町

総
代
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
衛
生
組
合
の
独
立
性
を
高
め
、
そ
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
目
的
で
、
衛
生
組
合
聯
合
会
が
組
織
さ
れ
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八

た
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年
四
月
七
日
夕
刊
）。
五
月
二
八
日
に
市
役
所
で
創
立
総
会
が
開
催
さ
れ
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年
五
月
二
九
日
）、
六
月

四
日
の
衛
生
組
合
聯
合
会
評
議
員
会
で
は
、
農
繁
期
の
汲
取
の
遅
滞
が
懸
念
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
聯
合
会
に
よ
る
経
営
が
検
討
さ
れ

る
予
定
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
（『
馬
毎
』
一
九
二
三
年
六
月
二
日
夕
刊
）、
こ
の
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
衛
生
組
合

聯
合
会
の
設
立
に
際
し
て
、
市
か
ら
相
談
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
町
総
代
会
が
反
発
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
（『
馬
毎
』
一
九
二
三

年
六
月
一
九
日
）。
町
総
代
は
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
創
設
さ
れ
行
政
の
補
助
機
関
で
あ
り
な
が
ら
も
、
各
種
議
員
の
選
出
基
盤

と
な
る
な
ど
、
補
助
機
関
の
役
割
を
逸
脱
し
、
そ
の
個
人
的
利
用
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
遠
城
、
二
〇
〇
九
）。
山

崎
市
長
ら
の
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、
土
着
層
の
一
部
は
衛
生
組
合
の
独
立
と
い
う
地
域
住
民
組
織
の
再
編
を
、
町
総
代
が
市
政
に

関
与
す
る
力
を
削
ぐ
も
の
と
受
け
止
め
て
お
り 

、
農
民
の
要
求
は
、
意
図
せ
ざ
る
形
で
市
の
統
治
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
二
四
年
時
点
の
汲
取
の
状
況
は
、
市
民
と
農
民
の
任
意
契
約
に
よ
り
一
部
有
料
と
一
部
無
料
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
藤

原
、
一
九
二
八
）、
農
民
と
組
合
に
よ
る
汲
取
が
継
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ひ
と
つ
の
変
化
と
し
て
、
一
九
二
三
年
六
月
に

防
長
衛
生
社
（
社
主
南
保
太
四
郎
：
岬
之
町
）
が
汲
取
業
に
着
手
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
南
保
は
山
口
町
出
身
で
一
九
〇
五
（
明

治
三
八
）
年
か
ら
大
阪
府
衛
生
課
に
勤
務
し
た
後
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
三
月
に
辞
職
し
て
下
関
市
に
移
住
し
、
同
年
七
月
に

防
長
衛
生
社
を
設
立
し
た
。
同
社
は
、
伝
染
病
患
者
宅
の
消
毒
等
の
業
務
を
請
負
う
な
ど
、
下
関
市
に
お
け
る
衛
生
思
想
の
普
及
に

尽
力
し
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
全
く
氏
の
如
き
は
犠
牲
的
精
神
に
富
み
、
其
の
社
会
奉
仕
の
志
し
厚
き
点
は
正
に
表
彰
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
」（
磯
野
、
一
九
二
三
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る 

。
お
そ
ら
く
南
保
の
衛
生
事
業
へ
の
取
り
組
み
を
踏
ま
え
て
、
農
民
や
組
合

に
よ
る
汲
取
が
う
ま
く
い
か
な
い
地
区
な
ど
を
対
象
に
、
市
が
汲
取
を
委
託
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
汲
取
っ

た
屎
尿
は
山
口
県
指
定
の
海
域
に
投
棄
処
分
さ
れ
て
い
た
。
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
に
は
同
社
の
彦
島
支
店
が
開
業
し
て
お
り
、

（
4
）

（
5
）
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一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
ま
で
市
内
の
民
間
業
者
は
防
長
衛
生
社
の
み
で
あ
っ
た
。
開
業
当
時
の
汲
取
件
数
な
ど
は
不
明
だ
が
、
一

九
三
〇
年
頃
の
汲
取
戸
数
は
月
平
均
三
、
〇
〇
〇
戸
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
後
、
民
間
業
者
が
増
加
し
た
が
、
ト
ラ
ブ
ル
も
多
か
っ
た

た
め
、
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
六
月
の
市
会
で
市
営
処
理
計
画
が
決
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
施
行
区
域
は
市
の
中
心
部
で
、
新

た
に
合
併
さ
れ
た
農
村
地
域
な
ど
は
除
外
さ
れ
る
な
ど
、
市
内
の
開
発
や
土
地
利
用
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
部
分
的
な
実
施
と
な
っ

て
い
る
（
下
関
市
史
編
集
委
員
会
編
、
一
九
八
三
）。

（
2
）
長
崎
市

長
崎
市
で
は
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
（『
鎮
日
』
一
九
〇
二
年
年
九
月
二
日
）
や
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
コ
レ
ラ
大
流
行
の
際

に
、
農
民
に
よ
る
汲
取
の
中
止
や
遅
滞
が
発
生
し
た
（『
九
州
』
一
九
一
六
年
八
月
二
二
日
）。
一
九
一
六
年
の
場
合
、
市
役
所
と
警
察
で

は
コ
レ
ラ
患
者
が
発
生
し
た
「
隔
離
家
屋
」
の
屎
尿
は
市
が
搬
出
処
分
し
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
一
定
の
処
理
を
施
し
て
、
農
民

に
汲
取
を
要
請
し
た
ほ
か
（『
長
日
』
一
九
一
六
年
八
月
一
八
日
『
東
洋
』
一
九
一
六
年
八
月
二
二
日
）、
長
崎
市
か
ら
茂
木
村
や
矢
上
村
な
ど
に

出
る
通
行
者
に
つ
い
て
、
氏
名
や
住
所
を
取
り
調
べ
る
な
ど
の
処
置
が
取
ら
れ
た
（
長
崎
市
議
会
編
、
一
九
九
六
、
六
五
四－

六
五

五
）。そ

の
後
、
屎
尿
を
め
ぐ
る
衛
生
上
の
問
題
に
加
え
て
、
近
代
都
市
と
し
て
の
体
裁
や
面
目
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
汲
取
の
時
間

や
方
法
が
警
察
や
市
役
所
、
そ
し
て
市
民
の
間
で
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
汲
取
の
取
締
を
求
め
る
声
が
大
き
く
な
っ
た
。

一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
五
月
一
日
に
長
崎
市
と
佐
世
保
市
に
施
行
さ
れ
た
県
令
第
二
十
号
「
屎
尿
汲
取
運
搬
規
則
」
は
、
特
に

市
か
ら
遠
方
に
位
置
す
る
農
家
の
汲
取
労
働
に
影
響
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
汲
取
労
働
に
対
す
る
都
市
側
の
蔑
視
の
表
れ
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
農
民
の
不
満
や
不
平
を
昂
じ
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。



三
二
〇

長
崎
県
令
第
二
十
号

屎
尿
汲
取
運
搬
規
則
左
ノ
通
定
ム

　
　

大
正
十
年
三
月
二
十
九
日　
　
　

長
崎
県
知
事　

渡
邊
勝
三
郎

　
　
　
　

屎
尿
汲
取
運
搬
規
則

第
一
条　

屎
尿
汲
取
並
運
搬
時
間
ハ
左
ノ
制
限
ニ
従
フ
ベ
シ

　
　
　
　

自
三
月
一
日
至
十
月
末
日　

午
前
四
時
よ
り
同
九
時
迄

　
　
　
　

自
十
一
月
一
日
至
二
月
末
日　

午
前
五
時
よ
り
同
十
時
迄

第
二
条　

�

屎
尿
運
搬
人
ハ
臭
気
ノ
発
散
汚
液
ノ
漏
出
ヲ
防
ク
為
、
堅
牢
ニ
シ
テ
且
完
全
ニ
密
閉
ス
ヘ
キ
覆
蓋
ア
ル
容
器
ニ
ア
ラ
サ

レ
ハ
、
屎
尿
ノ
運
搬
ヲ
ナ
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
三
条　

屎
尿
汲
取
人
屎
尿
ヲ
汲
取
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
屎
尿
壺
ノ
周
囲
及
汲
取
口
ヲ
清
潔
ニ
掃
除
ス
ヘ
シ

第
四
条　

第
一
条
、
第
二
条
ニ
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
拘
留
又
ハ
科
料
ニ
処
ス

第
五
条　

第
三
条
ニ
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
科
料
ニ
処
ス

第
六
条　

本
則
ハ
長
崎
市
及
佐
世
保
市
ニ
之
ヲ
適
用
ス

　
　
　
　
　

附
則

第
七
条　

本
則
ハ
大
正
十
年
五
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス 

規
則
の
施
行
後
に
、
西
彼
杵
郡
矢
上
村
な
ど
の
農
民
が
、
汲
取
時
間
の
限
定
に
苦
情
を
申
し
立
て
、
従
来
の
契
約
を
破
棄
し
て
汲

取
中
止
を
決
議
し
た
と
い
う
噂
が
流
布
し
た
た
め
、
市
が
調
査
に
乗
り
出
す
事
態
と
な
っ
た
（『
東
洋
』
一
九
二
一
年
五
月
六
日
） 

。
ま
た

（
6
）
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茂
木
町
、
長
与
村
、
伊
木
力
村
な
ど
の
町
村
長
が
市
助
役
と
会
談
し
、
正
規
の
時
間
内
で
の
汲
取
を
斡
旋
す
る
が
、
時
間
内
に
汲
取

が
終
了
し
な
か
っ
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
、
警
察
の
取
締
を
緩
和
す
る
よ
う
県
に
陳
情
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
（『
東
洋
』
一

九
二
一
年
六
月
一
四
日
）。
農
民
側
は
、
汲
取
時
間
の
制
約
を
労
働
強
化
の
一
因
と
捉
え
、
他
の
金
肥
と
も
比
較
し
て
屎
尿
を
割
高
な
肥

料
と
評
価
す
る
こ
と
で
、
汲
取
を
不
経
済
な
活
動
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
九
二
四
年
時
点
で
、
農
民
側
が

市
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
に
対
し
て
汲
取
料
を
支
払
っ
て
い
た
都
市
と
し
て
、
福
岡
、
青
森
、
盛
岡
、
山
形
、
仙
台
、
宇
都
宮
、
長

野
、
和
歌
山
、
松
山
、
高
知
と
と
も
に
長
崎
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
藤
原
、
一
九
二
八
）、
汲
取
に
従
事
す
る
農
民
数
が
減
少
し

て
、
小
学
校
な
ど
で
汲
取
の
遅
滞
が
生
じ
た
た
め
（『
福
日
』
一
九
二
四
年
二
月
一
日
）、
市
が
肥
料
製
造
会
社
の
設
立
を
計
画
す
る
よ
う

に
な
っ
た
と
報
じ
ら
れ
る
な
ど
（『
福
日
』
一
九
二
四
年
二
月
二
〇
日
）、
長
崎
市
と
周
辺
農
村
で
本
格
的
な
対
立
が
生
じ
る
可
能
性
は
高

ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 

。

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
二
月
に
、
二
つ
の
集
団
が
汲
取
料
の
無
料
化
、
さ
ら
に
は
有
料
化
を
求
め
て
運
動
を
開
始
し
た
。
ひ
と

つ
は
、
農
会
を
中
心
と
し
た
無
料
化
の
要
求
で
あ
る
。
前
年
か
ら
西
彼
杵
郡
な
ど
周
辺
町
村
の
農
会
に
よ
っ
て
、
汲
取
の
無
料
化
の

要
求
が
挙
が
っ
て
お
り
、
一
九
二
七
年
初
頭
に
西
彼
杵
郡
と
北
高
来
郡
の
一
部
の
計
一
八
ヶ
町
村
の
農
会
が
、
無
料
汲
取
へ
の
変
更

要
求
を
決
定
し
て
、
西
彼
杵
郡
農
会
が
市
内
の
官
庁
と
企
業
及
び
、
借
家
を
二
〇
軒
以
上
所
有
し
て
い
る
大
家
主
に
対
し
て
変
更
を

要
請
し
た
。
そ
の
結
果
、
官
庁
と
企
業
の
多
く
が
同
意
し
た
一
方
で
、
多
く
の
家
主
か
ら
は
返
答
が
な
か
っ
た
た
め
、
三
月
一
四
日

に
開
催
さ
れ
た
協
議
会
で
、
未
回
答
の
家
主
に
対
し
て
農
家
が
直
接
交
渉
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（『
大
朝
』
一
九
二
八
年
三
月

一
六
日
）。

も
う
ひ
と
つ
は
、
青
年
団
員
に
よ
る
有
料
化
の
運
動
で
あ
る
。
農
会
の
運
動
に
も
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
青
年
有
志
が
立
ち

上
が
っ
た
も
の
で
、
二
月
一
三
日
に
西
浦
上
村
を
含
む
一
一
ヶ
村
の
青
年
団
有
志
が
、
西
浦
上
小
学
校
で
汲
取
料
の
有
料
化
な
ど
を

（
7
）



三
二
二

求
め
る
演
説
会
の
開
催
を
計
画
し
た
（『
西
毎
』
一
九
二
七
年
二
月
一
一
日
）。
そ
の
後
、
土
井
ノ
首
村
や
茂
木
村
で
も
演
説
会
が
開
催
さ

れ
、
三
月
二
一
日
に
時
津
村
友
楽
館
で
開
か
れ
た
演
説
会
に
お
い
て
、
一
ノ
瀬
正
巳
、
山
田
幾
太
郎
、
中
村
貞
二
（
以
上
時
津
村
）、

井
手
口
駒
太
郎
、
重
橋
勇
作
（
以
上
西
浦
上
村
）、
中
岳
信
市
（
神
浦
村
）
が
弁
士
と
な
っ
て
農
民
の
覚
醒
を
訴
え
、
県
会
議
員
の
中

村
不
二
男 
が
農
村
振
興
の
立
場
か
ら
演
説
を
行
っ
た
後
、
座
長
に
橋
本
九
平
（
時
津
村 

）
を
選
出
し
て
、「
下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会
」

が
組
織
さ
れ
、
規
約
や
運
動
方
針
な
ど
が
決
議
さ
れ
た
（『
長
日
』
一
九
二
八
年
三
月
二
三
日
）。『
下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会
概
要
』
は
、「
西

浦
上
村
青
年
団
」
と
印
刷
さ
れ
た
罫
紙
に
書
か
れ
た
資
料
で
、
結
成
時
に
準
備
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 

。

下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会
概
要

名
称
＝
下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会

構
成
＝
長
崎
市
民
ノ
糞
尿
ヲ
汲
取
ル
農
民
ノ
在
住
ス
ル
市
内
ノ
各
町
及
市
隣
ノ
各
町
・
村
ヲ
以
テ
単
位
ト
ス

　

△
本
部
ハ
支
部
ノ
聯
合
ヲ
本
部
ト
ス

　

△
支
部
ハ
市
内
ノ
町
、
町
・
村
ヲ
支
部
ト
ス

機
関　

本
部
役
員

　
　

会
長
一
名　

副
会
長
二
名　

委
員
若
干
名

　
　

委
員
ハ
各
支
部
ヨ
リ
二
名
宛
選
出
ス
ル
事

　
　

会
長
、
副
会
長
ハ
委
員
会
ニ
於
テ
選
挙
ス

　
　

本
部
ニ
参
謀
部
、
運
動
部
、
連
絡
部
ヲ
設
ケ
各
部
員
若
干
名
ヲ
選
任
ス
ル

　
　

部
員
ハ
委
員
会
ノ
意
見
ヲ
聞
キ
会
長
是
ヲ
指
令
ス

（
8
）

（
9
）

（
10
）



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
二
三

　
　

支
部
役
員

　
　

委
員
長
一
名　

委
員
若
干
名

　
　

委
員
ハ
各
部
落
ヨ
リ
農
民
数
ニ
割
合
ヒ
適
当
ニ
選
出
ス
ル

　
　

委
員
長
ハ
委
員
会
ニ
於
テ
選
挙
ス

　
　

支
部
ニ
モ
参
謀
部
、
運
動
部
、
連
絡
部
ヲ
設
ケ
部
員
若
干
名
ヲ
選
任
ス

　
　

部
員
ハ
委
員
長
是
ヲ
指
令
ス

運
動
費　

加
盟
農
家
一
戸
ニ
付
拾
銭
宛
徴
収
ス

　
　

声
明
書

吾
々
長
崎
市
在
住
ノ
農
民
及
市
隣
各
町
村
（
茂
木
町
、
西
浦
上
村
、
時
津
村
、
長
与
村
、
矢
上
村
、
日
見
村
、
土
井
ノ
首
村
、
深
堀

村
、
福
田
村
）
ノ
農
民
ハ
弐
十
年
来
長
崎
市
民
ノ
糞
尿
ヲ
買
上
来
ッ
タ
、
高
価
ナ
ル
代
価
ヲ
払
ッ
テ
買
上
来
ッ
タ
、
然
モ
下
肥
取
リ

オ
ワ
イ
屋

4

4

4

4

等
云
フ
ノ
名
ノ
下
ニ
、
人
間
以
下
ノ
如
ク
蔑
視
セ
ラ
レ
テ
来
タ
ノ
デ
ア
ル

ソ
モ
〳
〵
「
農
ハ
国
ノ
本
」
我
々
農
民
ハ
、
国
家
組
織
ノ
一
単
位
ト
シ
テ
ノ
個
人
ノ
人
格
的
個
性
ノ
尊
厳
ヲ
確
認
ス
ル
自
主
独
立
人

デ
ア
ル
、
市
民
モ
農
民
モ
同
ジ
人
間
デ
ア
ル
、
同
ジ
人
間
ノ
排
泄
シ
タ
糞
尿
ヲ
同
ジ
人
間
ガ
汲
取
ッ
テ
ヤ
ル
ン
ダ
、
市
民
ガ
自
分
自

身
デ
モ
容
易
ニ
為
シ
得
ナ
イ
実
ニ
汚
ナ
キ
便
所
ノ
掃
除
ヲ
シ
テ
ヤ
ル
ト
云
フ
ン
ダ
、
ソ
ノ
当
然
ノ
労
働
ニ
対
ス
ル
報
酬
ト
シ
テ
、
ソ

ノ
好
意
ニ
対
ス
ル
謝
礼
ト
シ
テ
、
糞
尿
一
荷
（
肥
樽
二
個
）
約
百
二
十
斤
ヲ
標
準
ト
ス
）
ニ
付
汲
取
賃
金
拾
銭
宛
ヲ
要
求
ス
ル
為
、

利
害
ヲ
同
ジ
ク
ス
ル
吾
々
農
民
ハ
茲
ニ
一
致
団
結
シ
、
同
盟
ヲ
結
ン
デ
目
的
ノ
達
成
ヲ
期
ス

右
声
明
ス



三
二
四

　
　

昭
和
二
年　

月　

日

�

下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会

　

決
議
書

第
一　

�

昭
和
二
年
一
月
一
日
以
降
、
長
崎
市
ヨ
リ
汲
取
ル
糞
尿
一
荷
（
肥
樽
二
個
約
百
二
十
斤
ヲ
標
準
ト
ス
）
ニ
付
、
汲
取
賃
金
拾

銭
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト

第
二　

第
一
ノ
要
求
ヲ
容
レ
ザ
ル
時
ハ
断
然
汲
取
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
三　

�

市
民
ヨ
リ
如
何
ナ
ル
方
法
、
如
何
ナ
ル
手
段
ヲ
以
テ
下
肥
汲
取
方
ヲ
勧
誘
シ
来
ル
ト
モ
、
他
人
ノ
汲
取
居
リ
タ
ル
個
処
ハ
ソ

ノ
汲
取
人
ノ
諒
解
ヲ
得
ズ
シ
テ
ハ
、
絶
対
ニ
汲
取
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

　
　

右
ノ
通
リ
決
議
ス

　

昭
和
二
年　

月　

日

�

下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会
□
□

　
　

誓
約
書

右
三
項
ノ
決
議
事
項
ヲ
実
行
ス
ル
ニ
当
リ
、
一
事
項
ニ
テ
モ
裏
切
リ
タ
リ
ト
本
同
盟
会
役
員
会
ニ
於
テ
認
メ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ハ
、
同

盟
会
員
仲
間
ヨ
リ
如
何
ナ
ル
制
裁
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
ル
ト
モ
異
議
ナ
キ
コ
ト
ヲ
誓
約
ス

　
　

昭
和
二
年　

月　

日

�

同
盟
会
一
同

�

連
名
捺
印　



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
二
五

　
　

契
約
書

　

昭
和
二
年
一
月
一
日
以
降
、
御
汲
取
ノ
糞
尿
ハ
汲
取
賃
ト
シ
テ
一
荷
（
肥
樽
二
個
約
百
二
十
斤
ヲ
標
準
ト
ス
）
ニ
付
金
拾
銭
宛
ヲ

支
払
フ
事
ヲ
契
約
ス

　
　

昭
和
二
年　

月　

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
汲
取
人　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

署
名
捺
印

　
　

汲
取
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

殿

　

実
行
方
法

一　

�

梅
雨
期
ノ
或
一
日
ヲ
前
以
テ
確
定
シ
置
キ
、
各
町
村
一
斉
ニ
農
民
ノ
（
牛
馬
ヲ
ツ
レ
テ
）
総
動
員
ヲ
行
ヒ
全
員
ヲ
五
隊
ニ
分
チ
、

各
隊
ノ
区
域
ヲ
定
メ
隊
伍
堂
々
示
威
行
列
ヲ
成
シ
ツ
ヽ
、
各
戸
ニ
声
明
書
ト
決
議
書
ヲ
配
付
シ
契
約
書
ニ
調
印
セ
シ
ム

一　

契
約
書
ニ
調
印
セ
ザ
リ
シ
市
民
ニ
対
シ
断
然
汲
取
ヲ
中
止
ス

当
該
期
の
農
村
青
年
の
意
識
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
大
門
（
一
九
九
四
）
は
「
反
都
市
主
義
」
の
傾
向
と
農
村
内
部
の
改
造

へ
の
意
欲
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
声
明
に
お
い
て
も
、
青
年
は
汲
取
労
働
を
都
市
と
農
村
の
不
平
等
や
格
差
の
物
質
的
・
道
徳

的
象
徴
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
農
民
も
市
民
と
同
様
に
国
家
組
織
を
支
え
る
独
立
し
た
一
個
人
で
あ
る
と
す
る
論
理
で
、「
人
格
」
の

承
認
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
都
市
と
農
村
を
対
立
的
に
位
置
づ
け
、
農
民
の
自
覚
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
こ
の
運
動

は
、
県
内
最
初
の
農
民
運
動
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
が
（『
長
日
』
一
九
二
八
年
三
月
二
三
日
）、
ま
ず
農
村
内
部
で
反
対
に
あ
っ
た
。



三
二
六

青
年
団
が
汲
取
拒
否
や
示
威
行
列
と
い
っ
た
方
法
を
主
張
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
部
の
農
民
か
ら
批
判
の
声
が
上
が
り
、
三
月
に

関
係
町
村
長
と
青
年
団
等
の
幹
部
が
会
合
し
た
際
に
、
両
者
間
で
異
論
が
続
出
し
て
要
求
事
項
を
統
一
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（『
長

日
』
一
九
二
八
年
三
月
一
〇
日
、『
大
阪
朝
日
』
一
九
二
八
年
三
月
一
六
日
）。

そ
の
後
汲
取
改
善
同
盟
会
は
、
五
月
一
二
日
に
西
彼
杵
郡
長
与
小
学
校
で
青
年
弁
論
会
と
下
肥
汲
取
問
題
演
説
会
を
開
催
し
、
前

述
の
一
ノ
瀬
、
井
手
口
、
重
橋
、
中
村
の
ほ
か
、
長
与
村
の
中
尾
清
太
郎
と
柳
原
一
磨
が
登
壇
し
て
、
農
民
の
自
覚
や
農
村
青
年
の

覚
醒
を
呼
び
掛
け
（『
長
日
』
一
九
二
八
年
五
月
一
五
日
）、
さ
ら
に
八
月
に
も
西
彼
杵
郡
の
矢
上
村
小
学
校
と
日
見
村
養
国
寺
で
演
説
会

を
開
催
す
る
な
ど
、
農
民
へ
の
働
き
か
け
を
続
け
て
い
る
（『
長
日
』
一
九
二
八
年
八
月
一
五
日
）。
農
民
に
よ
る
そ
の
後
の
運
動
状
況
に

つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
が
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
一
月
の
報
道
に
よ
る
と
、
市
内
の
汲
取
状
況
は
、
農
家
か
ら
金

銭
や
蔬
菜
類
を
受
け
取
る
世
帯
が
二
三
、
二
一
三
戸
（
最
高
額
は
年
三
〇
円
、
最
低
額
は
少
量
の
蔬
菜
）、
無
料
世
帯
が
一
三
、
三
六

三
戸
、
汲
取
料
を
支
払
う
世
帯
が
二
一
戸
（
最
高
は
年
一
八
円
）、
自
家
使
用
世
帯
が
四
、
三
二
三
戸
で
あ
っ
た
（『
長
日
』
一
九
三
一

年
一
月
二
八
日
夕
刊
）。
汲
取
料
を
支
払
う
世
帯
は
ま
だ
僅
少
だ
が
、
全
体
の
約
三
三
％
が
無
料
汲
取
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
農
民

の
運
動
が
都
市
と
の
関
係
に
一
定
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
屎
尿
が
一
定
の
経
済
的
価
値
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
に
「
汚
物
掃
除
法
」
の
改
正

を
踏
ま
え
て
、
市
は
、
屎
尿
汲
取
手
数
料
及
び
同
運
搬
手
数
料
の
徴
収
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
、
東
京
、
大
阪
、
福
岡
、
佐
世
保
等

の
状
況
を
調
査
し
た
上
で
、
財
源
の
捻
出
と
い
う
観
点
か
ら
市
営
化
を
検
討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
強
引
に
市
営
事
業
に
し
て
搬
出

手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
約
五
七
％
の
世
帯
が
農
家
か
ら
汲
取
料
を
受
け
取
っ
て
い
た
点
か
ら
、
家
主
を
中
心

に
反
発
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
従
来
通
り
の
方
法
を
当
分
の
間
踏
襲
す
る
形
式
で
、
県
に
市
営
の
認
可
を
申
請
し

た
（『
長
日
』
一
九
三
〇
年
九
月
一
四
日
夕
刊
、
一
九
三
一
年
一
月
二
八
日
夕
刊
）。



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
二
七

た
だ
し
、
翌
年
長
崎
市
内
で
チ
フ
ス
が
大
流
行
し
た
こ
と
で
、
従
来
の
屎
尿
処
分
方
法
の
脆
弱
さ
が
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
（
長

崎
市
議
会
編
、
一
九
九
六
、
六
五
八－

六
五
九
）。
報
道
に
よ
れ
ば
、
西
浦
上
村
を
は
じ
め
と
し
た
い
く
つ
か
の
町
村
が
汲
取
中
止
を

申
し
合
わ
せ
て
お
り
、
市
内
で
は
屎
尿
を
下
水
溝
な
ど
に
捨
て
る
住
民
も
出
て
き
た
。
こ
の
た
め
西
浦
上
村
に
駐
在
す
る
巡
査
が
、

市
が
村
民
に
予
防
注
射
を
実
施
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
ほ
か
、
矢
上
村
や
日
見
村
で
は
村
長
が
区
長
に
対
し
て
、
患
家
以
外
の

家
に
関
し
て
は
汲
取
を
実
施
す
る
よ
う
通
達
を
出
し
た
よ
う
で
あ
る
（『
長
日
』
一
九
三
一
年
六
月
一
二
日
夕
刊
、
七
月
五
日
夕
刊
）。
農
村
間

で
対
応
が
分
か
れ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
汲
取
関
係
の
相
違
や
、
こ
の
間
の
都
市
と
農
村
の
交
渉
の
影
響
な
ど
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

同
年
七
月
に
就
任
し
た
草
間
秀
雄
市
長
は
、
一
九
三
二
年
二
月
の
昭
和
七
年
度
の
予
算
編
成
方
針
説
明
に
お
い
て
、「
屎
尿
汲
取
手

数
料
」
を
新
設
し
、
市
に
汲
取
を
委
託
す
る
者
に
対
し
て
、
一
荷
二
五
銭
の
手
数
料
で
汲
取
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
（
長
崎
市
議
会

編
、
一
九
九
三
、
九
九
七－

九
九
八
）、
併
せ
て
屎
尿
の
溜
め
場
の
設
備
費
を
計
上
し
て
（『
長
日
』
一
九
三
二
年
二
月
二
八
日
）、
伝
染
病

予
防
の
観
点
か
ら
伝
染
病
院
の
構
内
に
屎
尿
を
一
時
的
に
貯
蔵
す
る
タ
ン
ク
を
設
置
す
る
な
ど
（『
長
日
』
一
九
三
二
年
六
月
二
日
）、
部

分
的
な
市
営
化
に
着
手
し
て
い
る
。

二
　
市
営
化
を
め
ぐ
っ
て

（
１
）
佐
世
保
市

ま
ず
一
九
一
六
年
の
コ
レ
ラ
大
流
行
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
同
年
夏
に
汲
取
拒
否
に
よ
り
「
糞
攻
」
の
状
態



三
二
八

に
陥
っ
た
市
は
、
汲
取
再
開
の
交
渉
の
た
め
高
田
主
事
を
東
彼
杵
郡
早
岐
、
廣
田
、
宮
、
江
上
及
び
西
彼
杵
郡
瀬
川
、
面
高
の
各
村

役
場
に
派
遣
し
た
。
こ
の
際
に
東
彼
杵
郡
の
一
部
の
村
で
は
、
村
境
に
見
張
り
を
配
置
し
て
佐
世
保
か
ら
の
人
の
移
動
を
監
視
し
て

お
り
、
高
田
は
江
上
村
長
名
で
健
康
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
「
旅
券
」
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
漸
く
村
に
入
る
こ
と
を
認
め
ら
れ

る
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
早
岐
村
、
廣
田
村
、
面
高
村
な
ど
は
汲
取
を
承
諾
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
村
は
交
渉
を
拒
否

し
て
お
り
、
市
は
長
崎
市
同
様
に
屎
尿
を
消
毒
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
る
こ
と
で
、
農
村
側
に
汲
取
の
再
開
を
求
め
て
い
る
（『
大
朝

九
州
』
一
九
一
六
年
九
月
二
〇
日
）。
長
崎
市
と
同
様
に
、
佐
世
保
市
も
伝
染
病
流
行
時
の
汲
取
拒
否
の
経
験
は
、
一
種
の
ト
ラ
ウ
マ
に

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

軍
港
都
市
の
場
合
、
衛
生
の
観
点
か
ら
屎
尿
処
理
は
重
要
な
行
政
の
課
題
と
な
っ
た
が
（
吉
良
、
二
〇
一
三
）、
財
源
確
保
と
い
う

問
題
も
大
き
か
っ
た
。
二
年
後
の
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
九
月
二
三
日
開
催
の
市
勧
業
調
査
委
員
会
の
席
上
で
、
市
当
局
は
屎
尿

処
理
の
市
営
化
の
調
査
を
提
案
し
た
。
こ
れ
が
市
に
よ
る
最
初
の
提
案
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
予
て
附
近
村
落
の
汲
取
拒
否
に

遭
ひ
て
散
々
苦
し
み
た
る
経
験
も
あ
る
こ
と
と
て
、
是
亦
其
の
必
要
を
認
め
早
晩
具
体
的
に
調
査
研
究
す
べ
く
申
合
せ
」
と
あ
る
よ

う
に
、
衛
生
問
題
へ
の
対
処
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（『
大
朝
九
州
』
一
九
一
八
年
九
月
二
六
日
）。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
報

道
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
市
営
化
が
構
想
さ
れ
た
本
当
の
理
由
は
、
物
価
高
騰
に
伴
う
歳
出
膨
張
に
対
応
す
る
た
め
の
歳
入
確
保

に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（『
大
朝
九
州
』
一
九
一
八
年
一
二
月
二
二
日
）。
市
営
化
に
対
し
て
は
、
家
主
な
ど
か
ら
の
反
対
が
想
定
さ
れ
る
中
で
、

財
源
確
保
よ
り
も
公
衆
衛
生
を
理
由
に
掲
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
反
発
を
で
き
る
限
り
抑
え
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
軍
港
都
市
で
、
す
で
に
市
営
化
を
実
施
し
て
い
た
横
須
賀
市
な
ど
を
調
査
し
た
結
果
、
屎
尿
の
取
次
販
売

を
行
う
会
社
を
設
立
す
る
案
が
検
討
さ
れ
、
市
は
会
社
設
立
者
を
募
っ
た
が
、
誰
か
ら
も
手
が
上
が
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
市
は

周
辺
農
村
に
直
接
売
却
す
る
案
に
変
更
し
て
、
大
正
八
年
度
予
算
に
経
費
を
計
上
す
る
こ
と
に
し
（『
大
朝
九
州
』
一
九
一
八
年
一
二
月
八
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三
二
九

日
）、
こ
の
案
は
市
参
事
会
に
附
議
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
議
論
は
不
明
だ
が
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
市
会
で
公
衆
衛
生
上
の
必
要
性
か
ら
、
市
内
と
近
郊
農
村
の
農
民
を

組
合
員
と
す
る
屎
尿
購
買
組
合
を
市
が
組
織
し
、
組
合
へ
の
請
負
方
式
で
市
営
化
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
組
合

の
理
事
が
毎
年
度
、
組
合
員
の
必
要
に
応
じ
て
市
内
の
汲
取
区
域
を
設
定
し
、
組
合
員
か
ら
料
金
を
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
、
当

初
組
合
に
名
乗
り
を
あ
げ
て
い
た
の
は
、
佐
世
保
市
と
北
松
浦
郡
植
木
村
、
大
野
村
、
皆
瀬
村
、
中
里
村
、
山
口
村
、
黒
島
村
、
小

佐
々
村
、
吉
井
村
、
佐
々
村
、
東
彼
杵
郡
佐
世
村
、
日
宇
村
、
早
岐
村
、
廣
田
村
、
折
尾
瀬
村
、
崎
針
尾
村
、
江
上
村
、
千
綿
村
、

福
重
村
、
宮
村
、
上
波
佐
見
村
、
下
波
佐
見
村
、
川
棚
村
、
彼
杵
村
、
松
原
村
、
竹
松
村
、
萱
瀬
村
、
西
大
村
、
大
村
、
大
村
町
、

西
彼
杵
郡
瀬
川
村
、
面
高
村
、
黒
瀬
村
、
亀
岳
村
、
大
串
村
の
計
三
四
ヶ
村
で
あ
っ
た
（『
大
朝
九
州
』
一
九
二
〇
年
六
月
六
日
）。
県
か
ら

設
置
許
可
が
下
り
、
一
二
月
一
日
の
事
業
開
始
に
向
け
て
、
一
一
月
三
日
に
市
役
所
で
臨
時
総
会
が
開
催
さ
れ
、
組
合
を
約
四
〇
ヶ

村
ま
で
拡
大
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
各
村
に
総
代
を
設
置
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
お
り
（『
東
洋
』
一
九
二
〇
年
一
一
月
七
日
）、
組
合

員
数
は
三
、
〇
〇
〇
名
以
上
に
達
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
（『
大
朝
九
州
』
一
九
二
〇
年
一
一
月
七
日
）。

組
合
に
よ
る
汲
取
は
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
一
月
に
開
始
さ
れ
た
が
、
直
ち
に
強
い
反
対
に
直
面
し
た
。
市
営
化
に
反
対
す

る
約
四
、
〇
〇
〇
人
の
家
主
や
町
総
代
が
組
合
に
よ
る
汲
取
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
組
合
側
は
、
拒
否
す
る
家
に

対
し
て
は
強
引
に
汲
取
ら
な
い
こ
と
を
決
め
る
一
方
で
、
抜
け
駆
け
て
汲
取
を
行
う
者
が
出
な
い
よ
う
、
組
合
員
の
結
束
を
固
め
る

方
針
を
取
っ
た
（『
大
朝
九
州
』
一
九
二
一
年
一
月
九
日
）。
こ
の
事
態
に
対
し
て
県
は
家
主
と
組
合
の
対
立
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
警
察

部
長
と
衛
生
課
長
を
佐
世
保
市
に
派
遣
し
、
市
会
議
員
ら
に
事
情
聴
取
を
行
っ
て
い
る
。
一
五
人
の
市
会
議
員
が
出
席
し
た
市
会
議

員
協
議
会
で
は
、
公
衆
衛
生
上
の
必
要
か
ら
実
施
し
た
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
一
方
で
、
あ
る
有
力
市
会
議
員
は
、「
本
市
の
糞
尿

問
題
は
公
衆
衛
生
上
其
必
要
あ
り
と
は
、
上
司
に
対
す
る
表
面
上
の
理
由
に
て
、
実
は
市
財
政
上
数
万
円
の
収
入
を
得
る
の
必
要
を



三
三
〇

痛
切
に
感
じ
た
る
結
果
な
り
、
故
に
之
に
反
対
す
る
者
は
市
財
政
の
窮
乏
を
傍
観
す
る
に
等
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
県
に
認
可
を
求

め
た
際
の
説
明
は
方
便
で
あ
る
と
さ
れ
た
（『
東
洋
』
一
九
二
一
年
一
月
二
三
日
）。
前
述
の
よ
う
に
、
市
営
化
の
主
な
目
的
は
財
源
確
保

に
あ
り
、
市
営
化
の
理
由
を
め
ぐ
る
二
つ
の
説
明
の
使
い
分
け
が
、
収
入
源
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
家
主
ら
の
反
対
を
激
化
さ

せ
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
反
対
の
町
総
代
に
も
意
見
聴
取
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
市
営
化
そ
れ
自
体

に
反
対
で
は
な
く
、
料
金
設
定
や
汲
取
人
の
選
定
な
ど
に
異
議
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
彼
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
。

県
は
、
一
九
二
一
年
三
月
二
〇
日
に
佐
世
保
市
の
屎
尿
処
分
に
つ
い
て
県
令
を
公
布
し
た 

。

長
崎
県
令
第
十
五
号

佐
世
保
市
屎
尿
処
分
ニ
関
ス
ル
件
左
ノ
通
定
ム

　

大
正
十
年
三
月
二
十
日�

長
崎
県
知
事　

渡
邊
勝
三
郎　
　
　
　
　

第�

一
条　

汚
物
掃
除
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
但
書
ニ
依
リ
、
佐
世
保
市
ニ
於
テ
為
ス
屎
尿
処
分
ハ
、
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之

ヲ
施
行
ス
ヘ
シ

第�

二
条　

市
若
ク
ハ
市
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
於
テ
屎
尿
ノ
汲
除
ヲ
為
サ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
之
ヲ
拒
否
又
ハ
妨
害
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第�

三
条　

市
ノ
承
認
ヲ
得
ス
シ
テ
屎
尿
ノ
汲
除
引
渡
運
搬
等
一
切
ノ
処
分
ヲ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
四
条　

屎
尿
汲
取
ノ
際
ハ
厠
圊
及
其
ノ
周
囲
ヲ
不
潔
ニ
シ
又
ハ
其
ノ
汲
取
口
ヲ
開
放
シ
置
ク
カ
如
キ
所
為
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ス

第
五
条　

市
ハ
官
公
衙
ノ
管
理
ニ
属
ス
ル
屎
尿
ノ
処
分
ニ
付
テ
ハ
、
予
メ
其
ノ
管
理
者
ノ
承
認
ヲ
得
テ
之
ヲ
処
分
ス
ヘ
シ

（
11
）
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三
三
一

第
六
条　

本
令
第
二
条
及
第
三
条
ニ
違
背
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
拘
留
又
ハ
科
料
ニ
処
ス

第
七
条　

本
令
ハ
発
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

し
か
し
、
県
令
公
布
後
も
汲
取
へ
の
妨
害
運
動
が
続
い
た
た
め
、
市
は
県
令
を
写
し
た
宣
伝
ビ
ラ
を
市
内
に
配
付
し
た
ほ
か
、
購

買
組
合
も
汲
取
区
域
の
割
当
の
見
直
し
や
料
金
の
値
下
げ
を
議
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
福
日
』
一
九
二
一
年
四
月
一
五
日
）。
そ
の
一

方
で
一
部
の
市
民
か
ら
は
、
市
営
事
業
化
に
よ
り
屎
尿
の
所
有
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
県
に
訴
願
が
提
出
さ
れ
た
が
、
知
事
は
こ

れ
を
却
下
し
て
い
る 

。

長
崎
県
告
示
二
百
三
十
八
号

　

大
正
十
年
四
月
十
五
日�

長
崎
県
知
事　

渡
邊
勝
三
郎　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裁
決
書

　
　
　
　
　
　
　
　

佐
世
保
市
俵
町
二
百
九
十
五
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
願
人　
　

本
城
十
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外　

二
十
名

本
訴
願
ノ
要
旨
ハ
、
佐
世
保
市
カ
実
施
ス
ル
屎
尿
処
分
ハ
所
有
権
ノ
侵
害
ニ
シ
テ
、
市
制
第
百
三
十
条
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
財
産
ノ

権
利
ニ
関
シ
異
議
ア
ル
ヲ
以
テ
本
訴
願
ヲ
提
起
ス
ト
云
フ
モ
、
市
制
第
百
三
十
条
第
二
項
ニ
規
定
セ
ル
財
産
ト
ハ
、
営
造
物
ノ
一
種

タ
ル
公
用
物
タ
ル
財
産
ヲ
言
フ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
普
通
個
人
ノ
有
ス
ル
財
産
ヲ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
本
件
処
分

ニ
関
シ
法
律
勅
令
中
訴
願
ヲ
許
シ
タ
ル
規
定
ナ
シ

（
12
）



三
三
二

右
ノ
理
由
ニ
基
キ
訴
願
法
第
九
条
第
一
項
ニ
依
リ
之
ヲ
却
下
ス

　

大
正
十
年
四
月
八
日

�

長
崎
県
参
事
会　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

長
崎
県
知
事　

渡
邊
勝
三
郎　
　
　

し
ば
ら
く
膠
着
状
態
が
続
い
た
が
、
七
月
に
町
総
代
会
幹
事
が
市
会
議
長
に
対
し
て
、
衛
生
と
財
政
の
二
つ
の
理
由
か
ら
屎
尿
処

理
の
改
善
を
求
め
る
陳
情
書
を
提
出
し
た
。
衛
生
に
つ
い
て
は
、
市
民
が
河
川
や
下
水
に
屎
尿
を
投
棄
す
る
状
況
が
噂
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
な
ど
、
購
買
組
合
に
よ
る
汲
取
が
必
ず
し
も
順
調
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
財
政
に
つ
い
て
は
、
準
備

不
足
の
た
め
三
月
と
四
月
は
市
が
直
営
で
汲
取
を
実
施
し
た
結
果
、
新
た
な
歳
出
が
生
じ
て
い
る
点
と
、
五
月
末
以
降
に
組
合
が
汲

取
を
開
始
し
た
が
、
組
合
側
が
一
人
八
〇
銭
の
代
金
を
五
〇
銭
へ
値
下
げ
を
要
求
し
た
た
め
、
正
式
な
契
約
を
結
ば
な
い
状
態
で
組

合
の
汲
取
が
続
い
て
お
り
、
予
定
さ
れ
た
歳
入
の
確
保
が
不
明
な
点
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
た
。
以
上
か
ら
町
総
代
会
は
、
夏
場
を
迎

え
、「
寧
ろ
従
前
各
自
の
処
分
に
委
し
、
衛
生
・
経
済
共
に
其
宜
し
き
を
得
た
る
の
優
れ
る
に
若
か
す
と
云
ふ
も
、
敢
て
不
当
の
言
に

あ
ら
ず
と
信
す
、
茲
に
於
て
か
議
員
諸
子
は
如
何
、
果
し
て
議
決
の
趣
旨
か
市
当
局
者
に
於
て
遂
行
せ
ら
れ
居
る
や
否
や
之
か
調
査

な
し
、
若
し
予
期
に
反
す
る
行
為
あ
ら
ば
、
其
改
善
に
努
力
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
市
民
は
翅
望
し
て
止
ま
さ
る
所
な
り
」（『
福
日
』
一
九

二
一
年
七
月
一
八
日
）
と
い
う
よ
う
に
、
従
前
の
方
法
に
戻
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
直
後
に
は
、
衛
生
組
長
会
も
県
知

事
に
対
し
て
、「
屎
尿
は
市
営
に
適
さ
ず
、
始
め
市
当
局
及
市
会
が
立
案
せ
し
理
由
と
全
く
背
反
せ
る
結
果
を
招
来
せ
る
も
の
と
認

む
、
依
っ
て
速
か
に
之
れ
が
廃
止
を
希
望
す
」
と
陳
情
し
た
（『
福
日
』
一
九
二
一
年
七
月
二
六
日
）。

こ
の
後
も
町
総
代
と
衛
生
組
長
は
市
営
化
反
対
の
中
心
と
な
っ
て
運
動
を
続
け
て
お
り
、
翌
年
一
月
に
総
会
を
開
催
し
て
、
屎
尿
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処
分
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
決
議
し
、
市
と
の
交
渉
を
決
定
し
て
い
る
。

一
、�
屎
尿
は
従
来
購
買
組
合
に
於
て
購
買
し
つ
つ
あ
り
し
も
、
本
年
四
月
以
降
は
町
請
け
と
し
各
自
自
由
に
処
分
し
、
其
の
代
償

と
し
て
一
人
に
付
一
ヶ
年
金
拾
銭
を
市
役
所
に
提
供
す
る
事

二�

、�

前
項
屎
尿
汲
取
困
難
な
る
も
の
に
あ
り
て
は
、
各
町
に
於
て
下
請
人
を
定
め
、
適
宜
の
価
格
を
以
て
之
を
汲
取
ら
し
む
る
方

法
を
定
む
る
事�

（『
福
日
』
一
九
二
二
年
一
月
一
七
日
）

こ
の
提
案
に
対
し
て
筬
島
桂
太
郎
市
長
は
、「
委
員
の
来
訪
を
受
け
た
が
私
の
一
存
で
即
答
は
な
り
兼
ね
る
故
、
購
買
組
合
の
意
見

も
聞
い
て
見
て
何
分
を
す
る
考
へ
だ
が
、
私
一
個
の
考
へ
と
し
て
は
、
町
営
で
屎
尿
処
分
が
円
満
に
行
は
れ
る
な
ら
ば
、
多
少
市
の

収
入
は
減
少
し
て
も
特
別
会
計
で
外
の
予
算
に
は
影
響
の
及
ば
ぬ
こ
と
で
も
あ
る
し
□
、
町
営
で
や
ら
せ
て
見
る
の
も
可
か
ら
う
と

思
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、
方
針
の
変
更
を
示
唆
し
て
い
る
（『
大
朝
九
州
』
一
九
二
二
年
一
月
二
四
日
）。
一
九
二
〇
年
一
〇
月
に
加
藤
八
太

郎
市
長
が
任
期
満
了
で
退
任
後
、
翌
年
八
月
に
後
任
市
長
と
し
て
筬
島
（
佐
世
保
鉄
道
株
式
会
社
専
務
取
締
役
）
が
就
任
す
る
ま
で
、

市
長
の
不
在
が
続
い
て
お
り
、
こ
の
間
市
は
こ
の
問
題
に
十
分
対
処
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
市
会
は
、
協
和
会
（
政
友

派
）
と
同
志
会
が
同
数
で
あ
っ
た
が
、
市
長
の
選
考
に
際
し
て
、
同
志
会
が
初
代
助
役
で
協
和
会
系
と
目
さ
れ
て
い
た
筬
島
を
候
補

者
に
推
薦
す
る
と
い
う
策
に
出
て
、
筬
島
は
市
会
で
満
場
一
致
で
当
選
を
果
た
し
た
。
佐
世
保
市
会
で
は
土
着
派
と
寄
留
派
の
間
で

対
立
の
構
図
が
あ
り
、
協
和
会
に
土
着
派
が
多
か
っ
た
（
江
口
、
一
九
三
六
）。
こ
う
し
た
市
会
の
状
況
も
市
長
に
よ
る
方
針
変
更
に

影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

町
総
代
会
は
二
月
一
二
日
に
市
役
所
で
総
会
を
開
催
し
、
町
に
よ
る
屎
尿
の
請
負
に
つ
い
て
次
の
協
議
案
を
決
定
し
た
。



三
三
四

（
一
）
総
代
会
議
決
書
の
人
員
は
市
役
所
に
於
て
調
査
し
た
人
員
に
依
る
事

　
（
二
）�

一
ヶ
年
以
上
に
亘
り
糞
尿
処
分
に
困
難
す
る
者
は
、
市
内
を
総
括
し
又
区
分
し
て
別
に
請
負
人
を
定
め
、
市
は
之
と
売
買
契

約
を
為
し
、
臨
時
糞
尿
処
分
に
困
難
す
る
者
は
町
内
に
於
て
臨
機
の
処
置
を
為
す
事

　
（
三
）�
糞
尿
処
分
に
就
て
は
直
に
売
買
契
約
を
為
す
事
、
旧
来
の
慣
例
に
従
ひ
暦
年
一
ヶ
年
と
定
め
即
時
契
約
を
為
す
に
当
り
、
従

事
の
汲
取
人
に
し
て
購
買
組
合
に
関
係
無
き
者
又
は
関
係
せ
し
者
と
も
雖
も
、
代
償
の
弁
償
を
了
へ
ざ
る
者
に
対
し
て
は
、

一
月
に
遡
り
契
約
を
為
す
事
を
得
、
購
買
組
合
に
代
償
弁
償
を
了
へ
た
る
者
に
対
し
て
は
大
正
十
一
年
三
月
迄
は
糞
尿
汲
取

を
拒
む
事
を
得
ず
、
尤
も
権
利
を
放
棄
す
る
者
は
此
限
り
に
非
ず

　
（
四
）�

各
町
に
於
て
は
契
約
担
任
者
を
選
定
し
、
其
住
所
氏
名
を
二
月
十
五
日
迄
に
市
役
所
に
届
出
又
は
町
請
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
事�

（『
福
日
』
一
九
二
二
年
二
月
九
日
）

二
月
一
五
日
の
佐
世
保
市
会
で
こ
の
提
案
が
原
案
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
町
請
案
に
対
し
て
議
員
か
ら
、
市
と
町
の
契
約
の
法
律

上
の
有
効
性
、
他
市
町
村
に
居
住
す
る
不
在
家
主
が
町
総
代
会
の
提
案
に
従
わ
な
い
場
合
の
対
処
法
、
伝
染
病
流
行
時
に
汲
取
が
停

滞
し
た
際
の
処
理
な
ど
の
質
問
が
出
た
。
法
律
上
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
回
答
が
留
保
さ
れ
た
が
、
二
番
目
の
問
題
は
町
総
代
が
責

任
を
負
い
、
最
後
の
問
題
は
市
で
処
分
す
る
方
針
で
あ
る
と
回
答
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
町
総
代
会
内
部
に
も
反
対
者
が
い
る
の
に

加
え
て
、
町
総
代
に
対
し
て
一
部
の
町
内
か
ら
排
斥
運
動
が
発
生
し
て
お
り
、
家
主
に
任
せ
た
ほ
う
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
、
か
つ
市

が
受
け
取
る
金
額
も
多
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
原
案
が
採
択
さ
れ
た
（『
福
日
』
一
九
二

二
年
二
月
一
七
日
）。

四
月
か
ら
町
が
責
任
を
持
つ
形
で
、
従
来
の
汲
取
方
式
が
再
開
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
翌
年
に
は
「
各
町
で
も
持
て
余
す
し
、
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各
戸
で
は
是
が
処
分
に
困
憊
し
て
い
る
と
云
ふ
有
様
」（『
九
日
』
一
九
二
三
年
六
月
二
六
日
）
と
の
報
道
も
あ
り
、
町
請
は
十
分
に
機
能

し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
物
価
下
落
に
よ
る
経
済
状
況
の
影
響
で
、
相
浦
谷
村
な
ど
か
ら
無
償
汲
取
の
交
渉
も

行
わ
れ
る
な
ど
汲
取
を
め
ぐ
る
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
た
（『
福
日
』
一
九
二
三
年
三
月
二
五
日
）。
こ
の
た
め
市
衛
生
課
と
勧
業
課

で
は
、
市
内
有
力
者
に
働
き
か
け
て
屎
尿
か
ら
肥
料
を
製
造
す
る
会
社
の
設
立
の
検
討
を
始
め
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（『
九
日
』
一

九
二
三
年
六
月
二
六
日
）。
た
だ
し
町
総
代
会
議
な
ど
で
の
議
論
の
結
果
、
従
来
通
り
の
汲
取
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（『
福
日
』
一

九
二
四
年
二
月
一
日
）。

市
は
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
の
汚
物
処
分
法
改
正
以
前
に
、
島
地
町
に
屎
尿
タ
ン
ク
の
建
設
を
開
始
し
た
ほ
か
、
船
で
離
島
地

域
に
屎
尿
を
搬
出
す
る
た
め
の
船
着
場
施
設
の
計
画
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
人
口
増
加
と
と
も
に
、
大
村
航
空
隊
設
置

の
影
響
に
よ
り
屎
尿
の
使
用
量
が
減
少
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（『
大
毎
』
一
九
三
〇
年
一
〇
年
二
日
）。
こ
の
時
期
の
汲
取
状
況
は
不
明
だ

が
、
相
良
町
な
ど
が
無
料
か
ら
有
料
で
の
汲
取
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
長
日
』
一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
九
日
）、
無
料
で
の
汲
取
要
求

が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る 

。

（
2
）
呉
市

呉
市
の
場
合
、
屎
尿
は
農
民
と
汲
取
業
者
に
よ
っ
て
主
に
広
村
な
ど
隣
接
町
村
と
、
二
河
川
尻
に
設
置
さ
れ
た
屎
尿
タ
ン
ク
か
ら

船
で
安
芸
郡
の
江
田
島
、
倉
橋
島
、
能
見
島
な
ど
島
嶼
部
に
搬
出
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
八
月
に
就
任
し
た
天
野

健
太
郎
市
長
は
、
当
初
か
ら
衛
生
と
財
源
の
理
由
か
ら
屎
尿
処
分
の
市
営
化
を
模
索
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
家
主
の
反
対
が
予

想
さ
れ
た
こ
と
や
実
行
上
の
障
壁
も
あ
っ
て
計
画
は
進
捗
し
な
か
っ
た
（『
中
国
』
一
九
二
一
年
六
月
二
五
日
）。

一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
市
は
財
源
調
査
委
員
会
に
市
営
化
を
附
議
し
、
翌
年
の
実
現
に
向
け
て
、
年
間
搬
出
量
、
価
格
、
搬

（
13
）
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出
地
域
、
汲
取
人
の
人
数
と
氏
名
、
汲
取
戸
数
、
農
繁
期
の
状
況
な
ど
の
調
査
を
実
施
し
た
（『
中
国
』
一
九
二
〇
年
九
月
二
七
日
）。
事

業
の
内
容
は
、
約
五
万
円
を
投
じ
て
河
原
石
、
阿
賀
峠
、
宮
原
村
、
焼
山
村
な
ど
市
の
周
辺
地
域
に
屎
尿
貯
蔵
池
を
築
設
し
て
処
分

す
る
と
い
う
も
の
で
、
市
で
は
次
年
度
以
降
に
六
万
円
程
度
の
歳
入
を
見
込
ん
で
い
る
。
市
営
化
の
検
討
が
進
捗
し
た
背
景
に
は
、

賃
金
高
騰
や
農
民
の
流
出
と
い
っ
た
一
般
的
な
趨
勢
に
加
え
て
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
一
月
に
広
村
に
開
設
予
定
の
呉
海
軍

工
廠
広
支
廠
の
影
響
が
あ
っ
た
。
屎
尿
の
主
要
な
搬
出
先
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
広
村
に
お
い
て
、
耕
地
が
住
宅
地
に
転
換
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
若
年
労
働
者
の
多
く
が
支
廠
の
建
設
工
事
に
雇
用
さ
れ
た
こ
と
で
農
業
労
働
力
が
不
足
し
、
屎
尿
需
要
が

大
幅
に
減
少
し
て
い
た
の
で
あ
る
（『
中
国
』、『
大
朝
広
島
』
一
九
二
一
年
一
月
二
六
日
、『
中
国
』
一
九
二
一
年
六
月
二
五
日
）。

こ
う
し
た
土
地
利
用
と
就
業
の
構
造
変
化
に
加
え
て
、
広
島
市
で
の
屎
尿
代
金
値
下
げ
運
動
（
遠
城
、
二
〇
二
〇
）
の
影
響
も
あ
っ

て
、
呉
市
で
も
一
九
二
一
年
初
頭
か
ら
汲
取
業
者
ら
が
四
〇
～
五
〇
％
の
値
下
げ
交
渉
を
開
始
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
年
は
農
繁
期
に

労
賃
高
騰
な
ど
に
よ
り
例
年
以
上
に
汲
取
が
滞
っ
た
た
め
（『
中
国
』、『
大
朝
広
島
』
一
九
二
一
年
六
月
二
五
日
）、
夜
間
に
な
る
と
浜
田
川

や
堺
川
の
河
川
や
下
水
溝
に
屎
尿
を
投
棄
す
る
者
が
後
を
絶
た
な
い
な
ど
、
夏
季
を
迎
え
衛
生
上
看
過
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
（『
大

朝
広
島
』
一
九
二
一
年
七
月
六
、
七
日
）。
こ
の
た
め
市
衛
生
課
と
警
察
は
応
急
の
対
応
を
迫
ら
れ
、
警
察
は
市
中
の
汲
取
業
者
に
汲
取
の

励
行
を
依
頼
し
た
が
、
業
者
側
も
屎
尿
を
宇
品
ま
で
運
搬
し
た
も
の
の
、
購
買
者
が
お
ら
ず
沖
合
に
投
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
（『
中
国
』
一
九
二
一
年
七
月
八
日
）。

市
は
様
々
な
方
策
を
検
討
し
た
結
果
、
呉
肥
料
株
式
会
社
と
汲
取
契
約
を
結
ぶ
こ
と
を
決
定
し
た
。
契
約
内
容
は
、
平
均
の
汲
取

料
は
平
地
が
一
荷
（
二
斗
五
升
）
一
八
銭
、
高
台
が
二
五
銭
、
宮
原
村
は
三
〇
銭
で
、
市
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
二
日
以
内
に

汲
取
る
こ
と
と
し
、
賃
金
は
汲
取
の
際
に
市
民
が
伝
票
に
捺
印
し
、
会
社
が
市
役
所
に
そ
れ
を
提
出
し
て
、
市
役
所
が
市
民
か
ら
集

金
し
会
社
に
支
払
う
と
い
う
方
法
を
取
り
、
契
約
期
間
は
八
月
二
〇
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
中
国
』



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
三
七

『
大
朝
広
島
』
一
九
二
一
年
七
月
二
三
日
）。
呉
市
は
お
そ
ら
く
初
め
て
、
有
料
で
汲
取
を
依
頼
す
る
状
況
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
汲
取

料
を
誰
が
負
担
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

こ
の
時
に
市
で
は
、
焼
山
村
、
熊
野
町
、
本
庄
村
、
熊
野
跡
村
な
ど
周
辺
町
村
に
お
け
る
屎
尿
使
用
状
況
を
調
査
し
、
無
料
で
の

搬
出
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
が
、
交
通
が
不
便
な
た
め
直
ち
に
実
行
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
報
道
に
よ
る
と
、
年
末
に
は
ワ

シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
会
議
の
影
響
で
、
広
村
方
面
で
帰
農
者
が
増
加
し
屎
尿
が
再
び
搬
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
逼
迫
し
た
状
況
は

一
時
的
に
緩
和
し
た
と
い
う
（『
中
国
』
一
九
二
一
年
一
二
月
一
四
日
、『
大
朝
広
島
』
一
九
二
二
年
一
月
二
六
日
）。

こ
の
後
の
市
と
農
民
、
業
者
、
肥
料
会
社
の
契
約
や
汲
取
の
状
況
及
び
汲
取
料
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、

ひ
と
つ
確
認
で
き
る
点
は
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
農
民
側
か
ら
新
た
な
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
報
道
で
は
、
一

月
に
安
芸
郡
の
村
長
と
農
会
長
ら
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
安
芸
郡
農
業
連
合
会
が
、
廃
棄
予
定
の
駆
逐
艦
の
払
い
下
げ
を
受
け
、
屎

尿
運
搬
に
利
用
す
る
計
画
を
立
て
て
、
市
と
海
軍
に
屎
尿
の
購
入
を
交
渉
し
て
お
り
、
市
で
は
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
新
た
な
屎

尿
タ
ン
ク
の
建
設
を
計
画
中
と
さ
れ
た
ほ
か
（『
馬
関
』
一
九
二
三
年
一
月
二
九
日
）、
三
月
に
は
安
芸
郡
の
町
村
農
会
の
一
部
が
屎
尿
と

塵
芥
の
無
償
譲
渡
を
市
に
申
し
込
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
安
芸
郡
農
会
関
係
者
が
有
償
あ
る
い
は
無
償
で
の
汲
取
を
提
案
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
業
者
に
よ
る
島
嶼
部
へ
の
搬
出
が
減
少
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
市
は
、
農
会
と
契
約
せ
ず
、
従

来
の
契
約
汲
取
業
者
三
名
と
保
証
金
三
、
〇
〇
〇
円
、
塵
芥
・
屎
尿
料
五
〇
〇
円
を
徴
収
と
い
う
条
件
で
二
年
契
約
を
結
ん
で
い
る

（『
大
朝
広
島
』
一
九
二
三
年
三
月
二
三
日
、
二
九
日
）。

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
三
月
の
報
道
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
二
〇
銭
、
五
〇
銭
、
二
円
の
汲
取
料
を
支
払
っ
て
い
た
が
、
前

年
末
か
ら
屎
尿
相
場
が
高
騰
し
た
こ
と
で
、
大
正
一
三
年
度
の
入
札
で
は
屎
尿
は
無
代
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
大
正
一
四
年
度
に

は
屎
尿
は
三
九
七
円
、
塵
芥
は
三
、
〇
〇
〇
円
で
業
者
が
落
札
し
て
お
り
、
再
び
屎
尿
に
値
が
付
く
こ
と
で
市
の
増
収
に
つ
な
が
っ



三
三
八

た
と
い
う
（『
中
国
』
一
九
二
五
年
三
月
一
二
日
）。
当
時
の
汲
取
状
況
は
、
市
内
の
大
部
分
が
農
民
に
よ
る
汲
取
で
、
無
償
汲
取
を
申
し

込
ん
だ
世
帯
（
三
〇
四
戸
）
が
請
負
業
者
に
よ
る
汲
取
と
さ
れ
て
お
り
（
藤
原
一
九
二
八
）、
農
民
が
汲
取
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
屎
尿
は
農
民
と
請
負
業
者
に
よ
り
阿
賀
、
広
、
焼
山
方
面
に
搬
出
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
島
嶼
部
に
販

売
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
大
朝
広
島
』
一
九
二
九
年
七
月
一
七
日
）。
島
嶼
部
へ
の
主
要
な
搬
出
場
と
な
っ
て
い
た
二
河
川
尻
の
屎
尿

タ
ン
ク
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
九
二
三
年
頃
か
ら
海
軍
が
撤
去
を
要
請
し
、
そ
の
後
周
辺
の
市
街
地
化
が
進
展
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
移

転
の
議
論
が
続
い
て
お
り
、
市
は
新
宮
埋
立
地
に
設
置
し
て
い
た
塵
埃
置
場
に
移
転
を
計
画
し
て
い
る
（『
大
朝
広
島
』
一
九
二
三
年
三
月

二
三
日
、『
中
国
』
一
九
二
三
年
六
月
二
四
日
）。
こ
の
案
に
対
し
て
、
市
の
中
心
部
か
ら
離
れ
運
搬
費
が
嵩
む
こ
と
を
理
由
に
、
請
負
業
者

が
難
色
を
示
し
た
た
め
、
市
は
平
地
で
一
五
銭
、
高
台
で
二
五
銭
な
い
し
三
〇
銭
の
汲
取
料
の
徴
収
を
許
可
し
て
、
タ
ン
ク
の
移
転

を
進
め
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
汲
取
を
拒
否
す
る
者
が
出
て
く
る
こ
と
や
、
二
河
川
尻
を
利
用
し
な
い
汲
取
業
者
が
便
乗
し
て

汲
取
料
を
徴
収
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
支
払
い
を
め
ぐ
っ
て
家
主
と
借
家
人
の
対
立
が
生
じ
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
が
懸
念
材
料
と

な
っ
た
（『
大
朝
広
島
』
一
九
二
九
年
八
月
三
日
）。
実
際
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
衛
生
聯
合
組
合
が
汲
取
料
の
問
題
か
ら
移
転
反
対

の
陳
情
を
行
う
な
ど
（『
大
朝
広
島
』
一
九
三
一
年
一
月
二
八
日
）、
タ
ン
ク
の
移
転
計
画
は
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
三
（
昭

和
八
）
年
夏
に
木
製
タ
ン
ク
の
破
損
に
よ
り
屎
尿
が
川
に
あ
ふ
れ
出
す
事
態
が
生
じ
、
市
会
議
員
が
請
負
業
者
を
告
発
す
る
と
い
う

問
題
も
発
生
し
て
い
る
（『
大
朝
広
島
』
一
九
三
三
年
七
月
二
二
日
）。

一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
の
市
に
よ
る
屎
尿
処
分
に
関
す
る
調
査
で
は
、
自
家
用
一
、
八
〇
〇
戸
、
無
料
汲
取
二
二
、
八
〇
〇
戸
、

有
料
汲
取
七
、
八
〇
〇
戸
で
、
約
七
〇
％
が
無
料
汲
取
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
市
は
市
営
で
は
な
く
、
旧
市
内
を
一
定
の
区
域
に
区

分
し
、
請
負
業
者
と
契
約
し
て
有
料
で
汲
取
ら
せ
る
方
法
を
取
る
こ
と
に
し
、
衛
生
聯
合
組
合
会
か
ら
も
賛
同
を
得
て
い
る
（『
大
朝
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広
島
』
一
九
三
二
年
九
月
一
〇
日
）。
市
が
こ
う
し
た
案
を
構
想
し
た
の
は
、
無
料
で
の
汲
取
が
安
定
し
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
翌
年
に
は
旧
市
内
を
一
一
区
に
分
け
、
汲
取
の
難
と
易
の
二
種
類
に
分
け
て
料
金
を
決
め
る
方
法
で
請
負
人
が
搬

出
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
（『
大
朝
広
島
』
一
九
三
三
年
四
月
三
〇
日
）。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
屎
尿
が
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
有
価
物
か
ら
経
済
的
価
値
の
な
い
も
の
に
変
化
し
て
い
く
錯
綜
し
た
過
程
で
何
が
生

じ
た
の
か
、
を
概
観
し
た
が
、
そ
こ
で
露
呈
し
た
問
題
は
、
都
市
と
農
村
間
の
関
係
の
変
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ

ク
チ
ャ
ー
を
め
ぐ
る
地
域
社
会
と
行
政
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。
新
た
な
開
発
の
局
面
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
都
市
空
間
に
お
い
て
、
こ

の
変
化
は
私
的
利
害
を
優
先
さ
せ
る
家
主
な
ど
の
土
着
層
と
行
政
及
び
借
家
人
と
の
緊
張
や
、
処
理
施
設
の
立
地
を
め
ぐ
る
地
区
間

の
対
立
と
い
う
形
で
現
出
し
、
既
存
の
社
会
・
空
間
構
造
に
埋
め
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
部
分
的
に
行
政
と
各
主
体
の
新
た
な
関
係
性

を
創
出
す
る
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
農
村
で
は
主
に
青
年
層
が
、
都
市
と
農
村
を
対
抗
さ
せ
る
構
図
を
創
出
し
、
そ
の

な
か
で
都
市
社
会
に
と
っ
て
一
種
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
た
汲
取
労
働
を
、
二
つ
の
社
会
間
の
格
差
の

象
徴
と
位
置
づ
け
、
人
格
の
承
認
を
求
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
構
図
は
農
民
に
権
利
意
識
の
自
覚
を
促
す
こ
と
に
も
な
っ
た
が
、
農

民
間
の
従
来
の
競
争
関
係
を
克
服
す
る
ま
で
の
力
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
営
と
請
負
を
含
め
た

市
営
化
の
過
程
の
さ
ら
な
る
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
当
該
期
に
都
市
と
農
村
の
あ
る
べ
き
関
係
を
模
索
し
た
柳
田
（
一
九
六
九
）
は
、
地
方
都
市
に
つ
い
て
、
無
用
な
都
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市
間
競
争
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
中
央
へ
の
従
属
が
、
都
市
の
個
性
を
失
わ
せ
る
の
み
な
ら
ず
農
業
を
疎
ん
じ
る
気
風
し
か
生
ま
な

い
と
指
摘
し
、
地
方
分
権
に
よ
る
都
市
間
の
「
対
等
交
通
」
の
成
立
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
利
益
が
周
辺
農
村
に
も
及
ぶ
こ
と
で
、
都

市
の
奢
侈
に
依
存
し
な
い
好
循
環
を
生
み
出
す
と
考
え
て
い
た
。
屎
尿
と
い
う
物
質
の
循
環
過
程
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
柳
田
の
思

考
を
同
時
代
の
文
脈
に
お
い
て
再
考
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
今
日
的
な
意
味
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。

【
付
記
】
本
研
究
はJSPS
科
研
費JP23 K01000

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

注（
1
）		

新
聞
の
表
記
に
つ
い
て
、『
関
門
日
日
新
聞
』
は
『
関
日
』、『
門
司
新
報
』
は
『
門
新
』、『
福
岡
日
日
新
聞
』
は
『
福
日
』、『
馬
関
毎
日
新
聞
』
は

『
馬
毎
』、『
大
阪
朝
日
新
聞
九
州
版
』
は
『
大
朝
九
州
』、『
大
阪
朝
日
新
聞
広
島
山
口
版
』
は
『
大
朝
広
島
』、『
鎮
西
日
報
』
は
『
鎮
日
』、『
九
州
日
の

出
新
聞
』
は
『
九
州
』、『
東
洋
日
の
出
新
聞
』
は
『
東
洋
』、『
西
部
毎
日
新
聞
九
州
版
』
は
『
西
毎
』、『
長
崎
日
日
新
聞
』
は
『
長
日
』、『
九
州
日
報
』

は
『
九
日
』、『
中
国
新
聞
』
は
『
中
国
』
と
略
し
て
い
る
。

（
2
）		

牛
田
義
二
郎
編
『
大
正
東
京
府
市
名
鑑
』
一
九
一
四
年
。
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン https:// dl.ndl.go.jp/ pid/950445

（
参
照

2024 -09 -29

）

（
3
）		

『
福
日
』
の
記
事
で
は
川
棚
村
が
抜
け
て
い
る
が
、
一
五
ヶ
町
村
と
い
う
こ
と
で
川
棚
村
も
加
え
た
。
な
お
「
一
三
ヶ
町
村
」（『
馬
毎
』
二
月
二
五
日

夕
刊
）
と
い
う
報
道
も
あ
る
。

（
4
）		

『
日
本
之
関
門
』
七
月
号
、
一
九
二
三
年
、
四
三－

四
五
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。

（
5
）		

『
下
関
市
史
』
に
は
「
南　

保
太
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
南
保
太
四
郎
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
6
）		

『
長
崎
県
公
報　

号
外
』（
大
正
十
年
三
月
二
十
九
日
）「
な
が
さ
き
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
県
立
長
崎
図
書
館
郷
土
資
料
セ
ン
タ
ーhttps://



屎尿処理問題からみた近代の都市と農村

三
四
一

nagasaki-dc.iri-project.org/ bulletin/19210329_ ex

（
閲
覧
日2024 -10 -01

）。

（
7
）		

こ
の
時
期
の
地
主
小
作
関
係
や
都
市
化
の
影
響
な
ど
関
し
て
は
、
長
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
（
二
〇
一
四
）
に
詳
し
い
。

（
8
）		
中
村
は
西
彼
杵
郡
長
浦
村
出
身
、
長
崎
日
日
新
聞
取
締
役
で
、
県
会
議
員
を
二
期
務
め
た
の
ち
、
一
九
三
二
年
第
一
八
回
衆
議
院
選
挙
で
立
憲
民
政

党
か
ら
立
候
補
し
当
選
し
た
（
長
崎
日
日
新
聞
社
、
一
九
三
五
）。
な
お
、
一
九
二
〇
年
九
月
に
青
年
有
志
が
組
織
し
た
政
治
団
体
正
交
会
の
中
心
メ
ン

バ
ー
で
も
あ
っ
た
（『
東
洋
』
一
九
二
〇
年
四
月
二
四
日
）。

（
9
）		

橋
本
は
、
自
動
車
運
輸
業
な
ど
を
営
み
、
佐
世
保
魚
市
場
取
締
役
や
佐
世
保
商
工
会
議
所
議
員
、
村
会
・
郡
会
・
県
会
の
各
議
員
を
務
め
て
い
る
（
長

崎
日
日
新
聞
社
、
一
九
三
五
）。

（
10
）		

『
下
肥
汲
取
改
善
同
盟
会
概
要
』（
農－

42－

1
）（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
蔵
）。

（
11
）		

『
長
崎
県
公
報　

号
外
』（
大
正
十
年
三
月
二
十
日
）「
な
が
さ
き
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
県
立
長
崎
図
書
館
郷
土
資
料
セ
ン
タ
ーhttps://

nagasaki-dc.iri-project.org/ bulletin/19210320_ ex

（
閲
覧
日2024 -10 -01

）。

（
12
）		

『
長
崎
県
公
報
』（
大
正
十
年
四
月
十
五
日
）「
な
が
さ
き
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
県
立
長
崎
図
書
館
郷
土
資
料
セ
ン
タ
ーhttps:// nagasaki-dc.

iri-project.org/ bulletin/19210415

（
閲
覧
日2024 -10 -01

）。

（
13
）		

佐
世
保
海
兵
団
の
屎
尿
は
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
の
場
合
に
年
度
契
約
で
契
約
者
が
有
償
で
汲
取
っ
て
い
た
。（「
第283

号8 .7 .18

佐
世
保
海
兵

団
便
所
改
善
に
関
す
る
件
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）。R

ef05023188000

、
公
文
備
考K18

土
木
建
築　

海
軍
大
臣
官
房
記
録　

昭
和

8
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
））。

文
献

磯
野
菊
右
衛
門
『
関
門
若
倉
の
精
華
』
改
進
社
、
一
九
二
三
年
。

江
口
禮
四
郎
『
佐
世
保
政
治
史
』
佐
世
保
社
、
一
九
三
六
年
。

大
門
正
克
『
近
代
日
本
と
農
村
社
会
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
四
年
。

遠
城
明
雄
「
近
代
都
市
の
屎
尿
問
題
―
都
市－

農
村
関
係
へ
の
一
視
点
」『
史
淵
』
一
四
一
輯
、
二
〇
〇
四
年
、
一－

二
八
頁
。



三
四
二

遠
城
明
雄
「
明
治
後
期
の
地
方
都
市
に
お
け
る
地
域
政
治
―
下
関
市
の
事
例
―
」
金
沢
大
学
文
学
部
地
理
教
室
編
『
自
然
・
社
会
・
ひ
と
～
地
理
学
を

学
ぶ
～
』
古
今
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
二－

一
四
七
頁
。

遠
城
明
雄
「
屎
尿
取
引
か
ら
み
た
都
市
・
農
村
関
係
の
変
容
―1920

～1930

年
代
の
広
島
市
を
事
例
と
し
て
―
」『
空
間
・
社
会
・
地
理
思
想
』
二
三

号
、
二
〇
二
〇
年
、
三
七－

五
二
頁
。

吉
良
芳
恵
「
横
須
賀
市
に
お
け
る
屎
尿
処
理
問
題
―
市
営
化
と
そ
の
展
開
―
」
鈴
木
勇
一
郎
・
高
橋
修
一
・
松
本
洋
幸
編
『
近
代
都
市
の
装
置
と
統
治

1910

～1930
年
代
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
、
四
五－

七
一
頁
。

下
関
市
史
編
修
委
員
会
編
『
下
関
市
史　

市
制
施
行－

終
戦
』
一
九
八
三
年
。

長
崎
市
議
会
編
『
長
崎
市
議
会
史
』
資
料
編
第
2
巻
、
一
九
九
三
年
。

長
崎
市
議
会
編
『
長
崎
市
議
会
史
』
記
述
編
第
2
巻
、
一
九
九
六
年
。

長
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
長
崎
市
史
』
第
3
巻
、
二
〇
一
四
年
。

長
崎
日
日
新
聞
社
編
『
長
崎
県
人
事
興
信
録
』
長
崎
日
日
新
聞
社
、
一
九
三
五
年
。

藤
原
九
十
郎
「
都
市
の
屎
尿
処
分
問
題
（
上
）」『
都
市
問
題
』
七
（
六
）、
一
九
二
八
年
、
一
一
六
三－

一
二
〇
二
頁
。

星
野
高
徳
『
屎
尿
処
理
の
近
現
代
史　

汲
取
か
ら
下
水
処
理
へ
の
転
換
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
二
三
年
。

柳
田
國
男
「
都
市
と
農
村
」『
定
本
柳
田
國
男
集　

第
十
六
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
（
一
九
二
八
年
）
二
三
七－

三
九
一
頁
。
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